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経済企業委員会会議録 

 

平成２８年３月１０日 木曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ７時０４分閉議（実時間４５７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第８号・平成２７年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１０号・平成２８年度八代市一般会

計予算（関係分） 

１．議案第１４号・平成２８年度八代市簡易水

道事業特別会計予算 

１．議案第１９号・平成２８年度八代市久連子

財産区特別会計予算 

１．議案第２０号・平成２８年度八代市椎原財

産区特別会計予算 

１．議案第２１号・平成２８年度八代市水道事

業会計予算 

１．議案第２２号・平成２８年度八代市病院事

業会計予算 

１．議案第３５号・指定管理者の指定の期間の

変更について（西湯） 

１．議案第６３号・八代市日奈久温泉施設条例

の一部改正について 

１．議案第６４号・国民健康保険八代市立病院

条例の一部改正について 

１．議案第６５号・八代市簡易水道事業給水条

例の一部改正について 

１．陳情第２号・泉町栗木日当地区農道整備に

ついて 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

（くまもと県南フードバレーフェアＩＮ台

湾基隆市及び香港における晩白柚プロモ

ーション活動の報告について） 

（スーパー元気券事業の実績報告につい

て） 

（八代市観光施設あり方検討会について） 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  大 倉 裕 一 君 

副委員長  笹 本 サエ子 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     垣 下 昭 博 君 

  農林水産部次長   黒 木 信 夫 君 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 
 
  農林水産政策課副主幹 
            田 島 功一郎 君 
  兼政策係長 
 
 
  農林水産政策課副主幹 
            柿 本 光 明 君 
  兼農事研修センター所長 
 

  農地整備課長    潮 崎   勝 君 

  フードバレー推進課長 高 﨑   正 君 
 
  農業振興課長兼 
            山 本   誠 君 
  食肉センター場長 
 
 
  農業振興課主幹兼 
            豊 田 浩 史 君 
  園芸畜産係長 
 
 
  農業振興課副主幹兼 
            田 中 和 彦 君 
  農産係長 
 

  水産林務課長    沖 田 良 三 君 

  地籍調査課長    橋 本 勇 二 君 

 経済文化交流部長   池 田 孝 則 君 
 
  経済文化交流部 
            宮 村 明 彦 君 
  総括審議員兼次長 
 

  経済文化交流部次長 水 本 和 博 君 

  観光振興課長    岩 崎 和 也 君 
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  商工政策課長    川 野 雄 一 君 
 
  商工政策課長補佐兼 
            
  スーパー元気券事業 嶋 田 和 博 君 
 
  推進室長 
 
 
  理事兼 
            桑 原 真 澄 君 
  国際港湾振興課長 
 
 
  文化振興課 
            林 田 安 夫 君 
  厚生会館館長 
 
 
  スポーツ振興課 
            木 村 秀 記 君 
  副主幹兼振興係長 
 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  水道局主幹兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 
 
  市立病院事務部 
            田 中 智 樹 君 
  事務長 
 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（大倉裕一君） 皆さんおはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）それでは、定刻となり定足数に達しました

ので、ただいまから経済企業委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第９号（関係分） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第５号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算・第９号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費につい

て、農林水産部から説明をお願いします。 

○農林水産部長（垣下昭博君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。皆さん

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第５号・平成２７年度八代市

一般会計補正予算・第９号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分、第５款・農林水

産業費につきまして、黒木次長より説明いたし

ます。御審議方よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 黒木農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。改め

まして、おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）農林水産部次長の黒

木です。座って説明をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、別冊になりますが、議案第５号・

平成２７年度八代市一般会計補正予算・第９

号、１８ページをお願いしたいと思います。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、補正額８億１６９８万８０００

円を計上し、補正後の金額を１５億２８７９万

９０００円とするものです。説明欄の事業ごと

に説明をいたします。 

 まず、担い手確保・経営強化支援事業といた

しまして、補正額７億９８２５万７０００円を

計上しています。本事業は、国が本年度新たに

創設した事業で、意欲ある農業者の経営発展を

促進するため、人・農地プランに位置づけられ

た中心経営体等が融資機関からの融資を受け、

農業用機械・施設等を導入する際に融資残につ

いて、補助率は事業費の２分の１以内、補助額

の上限は法人が３０００万円、個人が１５００

万円の補助を受けられる融資主体型補助事業と

融資に係る保証を行う農業信用基金協会に対し

て補助する追加的信用供与事業があります。 

 今回は、融資主体型補助事業で日奈久地区を

初め、市内１１地区で１３４経営体がトラクタ

ー、ロータリー等を導入予定です。特定財源と
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して、全額県支出金を予定しております。 

 なお、本事業につきましては、国の１次補正

に伴い実施する事業で、本市としましても、国

からの配分通知を受けて補正予算に計上すべき

ところではありますが、現時点で配分通知を受

けておりませんので、国への要望額にて計上さ

せていただいていることを申し添えます。 

 次に、フードバレー事業として補正額１８７

３万１０００円を計上しています。本事業は、

国の１次補正に伴い、地方創生加速化交付金の

活用事業として実施するものです。 

 事業内容としましては、６次産業化推進アド

バイザー委託３３４万円、国内流通アドバイザ

ー委託２３０万円、八代産農林水産物等ＰＲ補

助金５００万円、台湾における八代フェア開催

事業委託３６０万円、新規事業といたしまして

海外バイヤー招聘事業１３６万６０００円など

を予定しております。特定財源として、全額国

庫支出金を予定しています。 

 次に、目８・農地費では、補正額１億４８９

０万３０００円を減額し、補正後の金額を１４

億３８８６万４０００円とするものです。説明

欄の事業ごとに説明をいたします。 

 まず、農業基盤整備促進事業として２億１３

６４万９０００円の減額補正を計上しておりま

す。本事業につきましては、国の農地中間管理

機構との連携強化方針によりまして、当初予定

していました地区で、農地中間管理事業におけ

ます重点実施地区においては、新たに創設され

た事業での申請により実施が可能となりました

ものの、それ以外の地区につきましては、採択

が見送られたことから、これらの地区での事業

費を減額補正するものです。 

 次に、県営土地改良事業負担金事業として、

７５３５万４０００円の減額補正を計上してお

ります。本事業につきましては、新たに国のＴ

ＰＰ関連補正予算が成立したことに伴いまし

て、当該地区の割当額が確定したことから、負

担金の執行予定額の残を減額補正するもので

す。 

 次に、同じく県営土地改良事業負担金事業で

ＴＰＰ関連事業として、補正額１億４０１０万

円を計上しています。本事業につきましては、

新たに国のＴＰＰ関連補正予算が成立したこと

に伴い、該当します事業の実施に必要な負担金

につきまして補正をお願いするものです。 

 事業内訳としましては、排水対策特別事業３

８５０万円、基幹水利施設ストックマネジメン

ト事業２８００万円、経営体育成基盤整備事業

７３６０万円を予定しております。 

 特定財源として、全額市債を予定していま

す。 

 次に、項２・林業費、目４・林道新設改良費

では、道整備交付金事業として３１万５０００

円を減額し、補正後の金額を１億８８６６万９

０００円とするものです。本事業につきまして

は、平成２７年度導入予定でありました土量計

算システムが、熊本県林道設計基準の見直しに

対応するため、システム改修の調整に相当な期

間を要したことから、平成２７年度内の導入が

困難になったことから減額をお願いするもので

す。 

 以上で、一般会計補正予算・第９号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議方、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

 委員長が、この際、委員として質疑をしたい

ので、暫時副委員長と交代いたします。 

○副委員長（笹本サエ子君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 農林水産業費の担い手

確保・経営強化支援事業の中で、意欲ある農業

者ということで採択になってるわけですけれど

も、具体的にこの採択をするためにどういった
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ものが審査基準となったものなんでしょうか。 

 それと、この採択に漏れた方がいらっしゃる

のかどうか。そのあたりをお聞かせいただけま

すか。 

○副委員長（笹本サエ子君） 小堀農林水産政

策課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この助成

対象者でございますが、１つ目が人・農地プラ

ンに位置づけられました中心経営体であって、

かつ認定農業者であることというのが１つ条件

がございます。それと２つ目に農地中間管理機

構からの賃借権の設定等を受けているものであ

ることといったところが要件となっておるとこ

ろでございます。失礼しました。こういう要件

を満たしていないといいますか、こういう中心

経営体とか認定農業者等の要件が満たされてい

ない方につきましては、その都度随時受け付け

を行っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） いいですか。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） はい、採択の基準とい

うところは説明いただいたというふうに思うん

ですけども、最後に申請漏れといいますか、全

ての方が申請できたのかどうか。 

 それと、漏れたというようなですね、認定が

できなかったという方がいらっしゃるのかどう

かというところをお話いただきたいというの

と、今、答弁いただいた中で、随時受け付けて

いきたいということなんですが、この事業につ

いては、今後も年間通して受け付けていかれる

という事業なんでしょうか。その点をお聞かせ

いただきたいと思います。 

○副委員長（笹本サエ子君） 小堀農林水産政

策課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この事業

を受けられる方々、対象者となる方々につきま

しては、今、中心経営体とか認定農業者と申し

ましたけど、この対象となる方々に全て郵送で

事業の御案内をしたところでございまして、こ

の事業につきましては、実は１次募集と２次募

集、２つございました。既に１次募集分につい

ては採択の連絡があったところでございます。

１１地区、１３４経営体と、説明があったと思

いますが、このうち１地区、２経営体──予算

で９８０万ちょっと、１０００万切るぐらいの

額でございますが──の方々は既に確定してお

ります。 

 で、不採択となりました１０地区、１３２経

営体につきましては、２次募集のほうにそのま

ま回しておるという状況でございます。 

 これらの結果については、今現在でまだはっ

きりと連絡を受けていないというふうな状況で

ございます。 

 この事業、担い手確保・経営強化支援事業に

つきましては、今回の国のほうの補正というこ

とで実施されておりますが、新年度からまた経

営体育成支援事業という形で、通常の３割補助

というふうな形で事業が実施される予定でござ

います。これにつきましては、今、新年度に向

けての募集を行っているというふうなところで

ございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 質問を変えます。 

 次の事業についてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 農業基盤整備促進事業で、新たに創設された

事業の申請、重点実施地区においては採択され

たけど、それ以外のところについては採択が見

送られたということなんですが、その背景にあ

ったものというのは何があって、こういう形に

なったんでしょうか。 

○副委員長（笹本サエ子君） 潮崎農地整備課
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長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい、御質問

にお答えします。農地整備課の潮崎です。 

 農地基盤整備促進事業と申しますのは、採択

基準におきまして、今までの一般的な基準によ

ってですね、事業を実施してまいりました。今

までの基準と少し変わったというところがです

ね、農地の集積を重点的に行っている地区とい

う地区に対して、土地改良事業の予算を集中的

に投資しようという国策が、国の施策ですけど

も、これが平成２７年度にそういう方針がこれ

も増やされております。それに対応する事業と

しまして、農地耕作条件改善事業、これが新し

くできました。その事業は、今申しました農地

の集積を重点的に行っている地区を採択条件に

しております。 

 ちょっと済みません。で、現在、その農地集

積重点地区の状況をお話しますと、まず取りか

かり的にはソフト面の対策でありますので、う

ちで言えば農林水産政策課が農地の中間管理機

構を通じて、農地の集積を重点的に行う地区と

いうのが、その事業の前に八代市では認定が受

けてありました。 

 そこで、この基盤整備を促進する重点地区と

いうのを新たにですね、もう一度設定して、そ

の補助事業を活用するという流れになりました

もんですから、現在、八代市でソフト面で認定

してある重点地区を基本に、耕作条件の地区の

ほうにもう一回認定をし直しまして、その地区

に対して事業を行っているということになって

おります。 

 そこで、当初２７年度予定をしておりました

基盤整備促進事業の予算がつきませんでしたの

で、新たな耕作条件のほうに移行できた分は移

行して実施しております。その分認定が新しい

制度に乗りかえられなかった分が今回減額分で

発生しております。 

 以上で終わります。 

○副委員長（笹本サエ子君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。ありがとうござ

います。最後の部分で乗りかえられなかった部

分が出てきてるわけですよね。その点について

は今後どうされていく形になるんですかね。 

○副委員長（笹本サエ子君） 潮崎農地整備課

長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい、新たな

制度を活用するには、どうしても重点地区の認

定という作業が必要になります。 

 そこで、県の農地中間管理機構とすり合わ

せ、これは全体の市町村含めてですね、作業を

していただいて、新たに年度随時地区認定をし

て、その事業にタイアップできるように県と打

ち合わせが終わっておりますので、今年度新た

にですね、八代では、今認定が２つなんですけ

ども、来年度５つの地区の認定をですね、前提

に協議を進めております。年度、年度認定を広

げるという方向で進んでいこうかと思っており

ます。（委員大倉裕一君「ありがとうございま

した」と呼ぶ） 

○副委員長（笹本サエ子君） いいですか。

（委員大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

 それでは、委員長の職務を委員長と交代いた

します。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

でしょうか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） はい、済みません。フ

ードバレー事業ばちょっと詳しくちょっと教え

てください。 

○委員長（大倉裕一君） 高﨑フードバレー推

進課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） お答

えいたします。 

 フードバレー事業につきまして、今回の補正

につきましては、まず大きなものを申し上げて
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いきますが、台湾でのフェアにつきまして、予

算額３６０万円という形でございます。これに

つきましては、今年度１月３０、３１日で台湾

基隆市で２日間、熊本県南フードバレーフェア

という形で開催いたしました。これにつきまし

て、非常に好評であるというのもありますけれ

ども、引き続き同じ場所でやっていきたいとい

うふうに考えておるとこでございます。 

 内容につきましては、今年度同様ステージの

ほうでですね、いろんな文化の紹介をしたりと

か、クイズ大会をしたりと、あと観光の紹介を

したりというステージの部門と、それと八代産

の畳表をですね使いまして、６畳の和室空間を

つくっておりまして、そちらのほうで抹茶のふ

るまいをしたり、浴衣の着つけ体験をしたりと

いうふうな、そういう文化面のＰＲ、それと物

産展、八代市だけでなくて県南地域の自治体に

も呼びかけておりまして、本年度は八代市内か

ら６業者、それから氷川町から１、そして、水

上村から１業者、合計８業者のほうで参加して

おります。来年度に向けましては、さらに規模

を拡大して進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 続きまして、あとは民間の方につきまして、

６次産業化と、それと国内の流通と、そして海

外の流通のアドバイザーをそれぞれ契約をして

おります。こちらにつきまして、昨年は一律１

６０万円の契約を各社やっていたんですけれど

も、実際今年度活動していく中でかなり実績、

そしてまた、しかかりの部分というのもふえて

きておりまして、活動実績に応じたですね、特

に旅費の部分について増額をさせていただいて

るというところでございます。このアドバイザ

ーにつきまして、全て同じ方々を再契約をした

いというふうに考えておるところでございま

す。 

 あと、今回新規の事業としまして、海外バイ

ヤーの招聘事業、１３６万６０００円を計上さ

せていただいております。これにつきまして

は、海外──具体的には香港、台湾、そしてシ

ンガポール、各地のほうからですね、百貨店等

のバイヤー、もしくは青果物のバイヤーという

のを、こちらのほうに、八代に招聘をいたしま

して商談をやりたいというふうに考えておると

ころです。これにつきましては、普通商談とい

いますと、向こうの国のほうに行って商談する

というのが一般的なんですが、これですと、ど

うしても旅費の関係とかで商談できる企業さん

というのが限られてきますので、より多くの機

会を皆さんにつくりたいという趣旨で、海外か

らバイヤーを八代の地に招聘して、より多くの

方々に参加していただこうという趣旨のもので

ございます。 

 そして、それから八代産の農林水産物のＰＲ

の補助金です。昨年は３５０万円計上させてい

ただいたんですが、今年度１５０万円増額をさ

せていただいて５００万円でお願いをしている

ところでございます。この趣旨につきまして

は、八代地域の農林水産物のＰＲ事業について

補助するものという形で、今年度につきまして

は４つの団体のほうが御申請をいただいている

というところでございまして、これをさらに拡

充をしたいという趣旨で増額をさせていただい

ております。 

 その他の補助金関係ですが、リーファーコン

テナ、これは今年度、晩白柚のほうが八代港か

ら輸出始まりましたけれども、こういった形で

ですね、八代港から農林水産物を出していきた

いというところで、それを拡充を図りたいとい

うことを目的としまして、補助制度を設けてい

るということで、今回２回目の実施の予定でご

ざいます。おおむね、そういった形になりま

す。 

 以上です。（委員矢本善彦君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません
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か。 

○委員（村川清則君） 関連していいですか。 

○委員長（大倉裕一君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 新規で海外のバイヤー

さんを招聘する事業、これ具体的に１３６万６

０００円組んでありますけれども、具体的には

航空運賃だとか、滞在費になるんですか。 

○委員長（大倉裕一君） 高﨑課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） 御質

問のとおり、航空運賃、そして宿泊代と。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 何名ぐらい想定してい

らっしゃいますか。 

○委員長（大倉裕一君） 高﨑課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） 先ほ

ど台湾、そして香港、こちらのほうで２名を２

回、それとシンガポールを２名で１回と、合計

３回ということで計上しております。（委員村

川清則君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） 今の関連だけど、八代

の物産を売り込むフェアていうけど、聞くとこ

ろによると、台湾という国は、例えば、八代の

農産物を受け入れるには、大変国の施策として

厳しい状態があるというふうに聞いてるけど、

その物産の売り込みの物産は何か、２次加工品

か、そういうところばちょっと教えてくれん

ば、僕らが聞いとっとと中身が、何かちょっと

ね。台湾の国を動かすためのフェア展開という

ならね、意味がわかってくっとだけど、現実的

には大変農産物の入れ込みは台湾には厳しいと

いうふうに聞いとっとだけど、そこんところは

どうなの。 

○委員長（大倉裕一君） 高﨑課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） は

い、今御指摘ございましたように、台湾のほう

につきましては、原発の問題以来ですね、非常

に輸入規制が厳しくなっているというのは事実

でございます。ただし、手続をちゃんと踏んで

いけばですね、可能であるということでござい

ます。ただ、大変残念なんですが、トマトにつ

いてはもう全面的にだめということで、（｢だ

ろう」と呼ぶ者あり）そこはだめなんですが、

ただ、その他の部分につきましては、いろんな

検疫条件を満たしていけば輸出可能になるとい

うことでございますので、そちらのほうを今後

取り組みを進めていきたいと考えております。 

 ただ、今回、台湾でフェアを開催しました主

の目的といいますのが、昨年の８月１０日に基

隆港と八代市で覚書を交わしておりますけれど

も、台湾航路をですね、ぜひ引きたいと、直行

航路を誘致をしたいという。その中でやはり物

の交流がないと、航路というのはできませんの

で、その物の交流を図るために、今回、物産フ

ェアを皮切りに始めたというところでございま

す。 

 先ほど御指摘のように、農産物につきまし

て、今回水上村の乾燥タケノコだったり、シイ

タケ、そしてお米というのは先方のほうに持っ

ていって売れたという形でございます。で、そ

の他の部分についてはほとんどが加工品という

形でございます。まずは、こちらの加工品のほ

うがまだ中心になってくるとは思いますけれど

も、今後はそちらの検疫条件等を満たして、八

代産の農産物のほうに踏み切っていきたいと。

ただ、その前提となりますのはやっぱり直行便

と、日数が、リードタイムが非常に短い航路が

ないとなかなか生鮮品を持っていけませんの

で、それとあわせた形でやっていきたいという

ふうに考えております。 

○委員長（大倉裕一君） いいですか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません
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か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 高﨑君、本当お疲れさ

ま。今、予算書を見た中でですね、今いろんな

委員の方々が御質問なされておりますが、現状

というのは大変厳しい面があるけども、先般の

台湾の基隆市の八代物産フェアというのは盛会

のうちに終わったということも、私もフードバ

レーの関連の方々からお聞きをいたしました。

そういう中で売れたものと売れないものという

ことでですね、売れたものは本当にその日か

ら、一般質問の答弁でもですね、お聞きしたん

ですけども、そのように格差があったというこ

とで。売れないものについては、どういう今後

の反省点としてどういうものだったのかと。台

湾の方々、いろんな、香港でも一緒なんですけ

れども、その方々の国の国柄等あるわけであり

ますので、そこらあたりの把握をですね、しっ

かりして、そして次にはどういうものが一番い

いのかということをですね。中心は八代産の農

産品、加工品ということをですね、考えていか

なきゃいけないんですけども。 

 先般、行政視察で鹿児島に行きました。大変

大きなところでありましたけどもですね、行政

が法人化を進めたところが、日本全国の農産品

を、加工品を集めて、それで鹿児島のＰＲをす

るということでですね、特に鹿児島産のものを

販売中心ですけども、やはりその国の国柄で、

東京の何々、新潟の米なら米という、そういう

のを含めてですね、輸出をして、それから手数

料を取って、はっきり言って経営をしておると

いう、そういうところを視察をしてきたんです

が、今、入り口でありますので、これからひと

つ高﨑、担当の方々もこのフードバレーの事業

の中で、じゃ、八代市がどういうふうな形で輸

出というものをですね、その組織で、そしてま

た全体的に海外に輸出を求めていくならば、や

はりその事業の名というのが、フードバレー事

業ということじゃなくしてから、八代市独自の

ですね、やはり国際的な輸出のそういう組織を

ですね、目指していくならばですね、そういう

一つの名称というか、そこらあたりを変える必

要もあるんじゃないかと。フードバレーの事業

構想というのは、あくまでも６次化を進めてい

くとですね、そういうのが趣旨でありますの

で、どうかその先には、高﨑君は特に国際的な

感覚を持ってですね、おられる職員であります

ので、中心となって、次の目標に向かってです

ね、この予算計上というのは私は賛成します。

本当に厳しい中でも、これだけの海外に八代産

のＰＲをし、農産物を販売されたということ。 

 ある人からお聞きしましたとこが、もう本当

１日もたたんうちにもう完売できたという方も

おられました。そういうことをですね、だか

ら、どうしてもはっきり、――今回については

国庫の支出金であります。あとは一般財源がで

すね、用いるような状況になったときには、真

剣にその分析をしながら捉えていっていただき

たいと、そういうふうに思いますので、意見と

して述べさせていただきました。よろしくお願

いしておきます。 

○委員長（大倉裕一君） はい、わかりまし

た。ほかに意見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で第５款・農林

水産業費について終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３５分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 
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 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明をお願

いします。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 池田経済文化交流部

長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部、池田でございます。 

 それでは、議案第５号・平成２７年度八代市

一般会計補正予算・第９号中、第６款・商工

費、第９款・教育費の関係分につきまして、水

本次長が説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） 委員

長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、水本経済文化

交流部次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部の次長の水本でござ

います。よろしくお願いいたします。それで

は、座って説明をさせていただきます。 

 それでは、説明の前に申しわけございません

が、補正予算書中の事業名で一部修正箇所がご

ざいますので、訂正をお願いしたいと思いま

す。 

 議案第５号の補正予算書４ページでございま

すが、繰越明許費の下の段、款６・商工費、項

１・商工費の最初の事業名が、日本ＤＭＯ活性

化事業となっておりますが、正しくは日本版Ｄ

ＭＯ活性化事業で、版の文字が抜けております

ので、挿入をお願いいたします。同様に１９ペ

ージでございます。１９ページの上の段、目３

・観光費の説明欄にあります事業名も同様に、

日本版ＤＭＯ活性化事業でございます。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議案第５号・平成２７年度八代市

一般会計補正予算書・第９号の経済文化交流部

所管分につきまして御説明申し上げます。 

 まず、所管分のうち商工費関係でございま

す。 

 予算書の１９ページをお願いいたします。 

 款６・商工費、項１・商工費、目３・観光費

の補正額は３２７８万３０００円で、補正後の

額は４億８４７９万７０００円となります。財

源は、全て国県支出金で、国の地方創生加速化

交付金でございます。補正対象の事業としまし

ては、右側の説明欄にありますように、日本版

ＤＭＯ活性化事業に３２１２万８０００円、県

南広域観光連携推進事業に６５万５０００円で

ございます。 

 まず、日本版ＤＭＯ活性化事業は、国の補正

に伴う地方創生加速化交付金の活用事業として

実施いたすもので、一般社団法人ＤＭＯやつし

ろを設立し、その機能強化を図るために必要な

設立支援事業及び機能強化支援事業を実施する

ものでございます。 

 ここで少し時間をいただきまして配付をいた

しております横長の資料、ＤＭＯやつしろの概

要という資料がお手元にあろうかと思います

が、そちらをもとに、カラー刷りの横版のそち

らでございます。日本版ＤＭＯ並びに一般社団

法人ＤＭＯやつしろについて、その資料をもと

に少し時間をとらせていただきたいと思いま

す。御説明申し上げます。 

 まず、日本版ＤＭＯでございますが、資料の

２ページをお願いいたします。 

 資料にありますように、地域の稼ぐ力を引き

出し、地域への誇りと愛着を醸成しながら、観

光地経営という視点に立っての観光による地域

づくりを行う組織でございます。さらに、行政

や文化・スポーツ・農林漁業・交通事業者ほか

さまざまな関係者が参画し協力しながら、観光

による地域づくりを実現するための戦略をつく

り、その計画を着実に実施するための調整機能
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も備えた法人の組織でございます。 

 具体的には、観光地域づくりのため、関係者

の合意形成やそのための仕組みづくり、各種デ

ータの収集分析、観光プロモーションなどを行

います。例えば、着手型旅行商品の造成販売や

現地案内役としての業務の実施など、地域の実

情に応じた主体的な個別事業にも取り組んでい

くことになります。 

 国の観光庁におきます日本版ＤＭＯの定義で

は、地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学

的な手法を取り入れた観光地域づくりを行うか

じ取り役というふうに表現されております。 

 資料の３ページから７ページまでは、ＤＭＯ

の必要性とその背景、あるいは法人化の必要性

等に掲載しております。この分は割愛させてい

ただきます。 

 次に、一般社団法人ＤＭＯやつしろについて

でございますが、平成２７年度をもって、八代

よかとこ宣伝隊が、これまでの総括の上に立っ

て発展的に解散され、平成２８年度より新たな

組織である一般社団法人ＤＭＯやつしろとして

発足される予定でございます。 

 この新組織へ向けた昨年来の経緯につきまし

て、お手元の資料の８ページにその経過を掲載

しております。８ページをお願いいたします。 

 昨年５月の２５日、よかとこ宣伝隊総会にお

きまして、法人化についての説明が行われ、そ

の後、市とよかとこ宣伝隊で法人化に係る調査

研究などを行っております。８月には理事会に

おいて、設立準備委員会設置についてお諮り

し、外部委員の１０名からなる設立準備委員会

で３回の検討がなされております。 

 また、９月の定例会経済企業委員会の所管事

務調査におきまして、一般社団法人化に伴うＤ

ＭＯ化に向けた八代よかとこ宣伝隊の組織のあ

り方について御報告をしておるところでござい

ます。 

 その後、１２月１７日の理事会、１月１８日

の臨時総会におきまして、平成２８年３月末日

をもって、よかとこ宣伝隊の解散及び４月から

の一般社団法人ＤＭＯやつしろの設立が決議さ

れております。その後、今４月からのスムーズ

な新組織のスタートができるように新理事会の

協議を経て、職員の公募や採用試験などが行わ

れたところでございます。 

 また、法的な手続としましては、３月１日に

一般社団法人の登記を終えられております。こ

の後は、愛称やシンボルマークの募集、職員採

用試験の合格発表などの諸作業が予定されてお

るところでございます。 

 なお、新職員の合格発表が３月１８日と予定

されておりますが、３月補正予算の議決前であ

ることから、採用の手続につきましては、３月

議会終了後になるものと考えております。 

 この新たな組織の職員についてでございます

が、資料の９ページをごらんいただきたいと思

います。現段階では、組織図案というふうにな

っており、今後開催されますＤＭＯやつしろの

設立時理事会において決定されることとなりま

す。事務方の職員としましては、事務局長１

名、課長職が２名、担当職員として正職員２

名、観光案内所業務の従事者を含めた嘱託の職

員が４名、総数９名の想定でございます。今

回、補正予算で提案をいたしております補助金

のうち、人件費分としましては、正職員３名分

及び出向職員の共済費等負担金の計１８２０万

円を計上しておりまして、財源としては、地方

創生加速化交付金を充てる予定でございます。 

 新たな組織では、これまでできませんでした

さまざまな業務や役割を担うことになります

が、国の登録制度であります日本版ＤＭＯ登録

というものに認証されますと、国の補助金や交

付金による支援、関係省庁が連携した支援チー

ムによる支援などが用意されているところでご

ざいます。この国の登録認証まで到達します

と、地方創生で言います日本版ＤＭＯ機能を持
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つ本格的な組織化が図られることになります。 

 こういった動きの中で、市が一般社団法人Ｄ

ＭＯやつしろとどのようなかかわりを持つのか

という点でございますが、恐れ入りますが、も

う一度２ページのほうに戻りたいと思います。 

 日本版ＤＭＯという組織におきましては、行

政の立場として意思決定への関与、あるいは組

織内委員会などへの行政職員の参画、また実際

の事業取り組みにかかります協議会等への行政

の参画などが具体的な要件として挙げられてお

ります。 

 また、これまでのよかとこ宣伝隊は、観光協

会や物産協会という性格を持った公共性の高い

組織として運営されてきておりまして、その蓄

積をＤＭＯやつしろがさらに拡充していくとい

う点では、引き続き大変公共性の高い組織でご

ざいまして、行政としての支援がぜひ必要であ

るというふうに考えているところでございま

す。そういったことから、今回の一連の組織づ

くりにつきましても、市として支援協力が必要

であると考えたところでございます。 

 また、職員採用の諸手続につきましても、本

来はよかとこ宣伝隊の組織が対応すべきところ

ですが、現在の職員の方自身が応募対象となる

ことから、公平性を保つために、市として採用

の諸作業を担ったところでございます。 

 なお、資料の１４ページ以降には、参考とし

て、よかとこ宣伝隊のこれまでの活動の総括概

要を添付しております。 

 このように八代よかとこ宣伝隊からＤＭＯや

つしろへと生まれ変わることで、これまでの観

光物産振興だけでなく、地場産業との密接な連

携により、観光に軸を置いた地域づくり組織と

して事業を進めていくことになります。この地

域連携のイメージでございますが、イメージ図

が１０ページのほうにございます。地域住民は

もちろんでございますが、農林漁業や商工業、

あるいは飲食業、宿泊施設、交通事業者など、

八代の人や物の資源を生かしていく調整役とい

うことでも、ＤＭＯやつしろが大きな役割を担

うものでございます。このため、今回、国の地

方創生加速化交付金を活用した形で、当面必要

となります設立支援の事業及び機能強化支援の

事業の二本立てで支援を行いたいと考えてお

り、補正予算を計上させていただいたところで

ございます。 

 その二本立ての１つ目の設立支援事業としま

しては、専門的な人材の確保や設立時のスタッ

フ確保、ＤＭＯ認知度向上のための事業への支

援を行います。専門的スタッフとしましては、

旅行業取扱管理者の資格取得者で、大手企業で

の事業管理等のマネジメント経験があられる方

の専門家の登用、公募による民間出身者の登用

への支援、旅行商品の開発や観光ＰＲ、また外

国人観光客誘致事業等への支援を行いたいと考

えております。また、ＤＭＯやつしろの組織力

強化のためには、本市の職員の出向についても

人事担当課に要望をしているところでございま

す。このほか、組織の認知度を高めるための講

演会開催やポスターなどの作成によるＤＭＯや

つしろの認知度向上のための事業支援を行いた

いと考えております。 

 ２つ目の事業としまして、機能強化の支援事

業でございますが、組織力強化のための専門的

な人材育成、旅行業事業所登録、ＤＭＯやつし

ろ戦略の策定及び市場調査、外国人観光客誘致

事業への支援を行いたいと考えております。 

 専門的人材育成としましては、ＤＭＯやつし

ろ職員の資格取得や幅広い能力の向上、あるい

は接遇や専門的知識の習得のための研修などで

ございます。 

 旅行業事業所登録につきましては、旅行商品

の開発や売り込みが可能となることから、着地

型観光を推進する上から、国内外からの来訪者

にとって、八代の窓口として、宿泊、飲食、観

光地、交通、こういったものの手配などを専門
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的に行うことができるようになります。また、

ＤＭＯやつしろの戦略策定・市場調査事業とし

ましては、本市の観光振興計画や平成２７年度

に策定中の海外大型クルーズ船乗客等来訪促進

戦略計画、こういったものを踏まえまして、多

様な観光資源を活用し、稼ぐ力を高めるための

観光動向や消費調査等の市場調査に対する支援

でございます。 

 また、外国人観光客誘致事業では、今後ます

ます増加が予想されますことから、新規旅行商

品の開発や海外向けＰＲ用動画の作成、また海

外観光展などへ出展するとともに、現地旅行業

者の訪問による誘客活動への支援などでござい

ます。 

 以上、日本版ＤＭＯ活性化事業につきまして

の支援予定内容ということでございます。 

 次に、補正予算書の１９ページ、２つ目の事

業の説明欄にございます県南広域観光連携推進

事業でございます。これも同じく地方創生加速

化交付金の活用事業として実施するもので、県

南の１５市町村で取り組みます、くまもと県南

広域観光連携事業に対しまして、６５万５００

０円の負担金を支出するものでございます。こ

れは、県南の１５市町村がそれぞれ独自に取り

組んでおります観光振興策をスケールメリット

を生かした広域観光というくくりで実施する観

光連携事業に対し負担金を支出するもので、負

担金の算出に際しましては、均等割、人口割、

宿泊客割により算定した額を持ち寄り、県南の

１５市町村からの負担金総額は４５０万円でご

ざいます。内容としましては、観光ルートの作

成、モニターツアーの実施、メディアを活用し

た広報活動、ＰＲ活動にかかりますパンフレッ

トの作成や地域紹介のための動画製作などでご

ざいます。 

 次に、２０ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目６・文

化財保護費の補正額２６９０万６０００円で、

補正後の額は１億３４６５万２０００円でござ

います。財源としては、説明欄の無形文化遺産

等活用事業は全額が国県支出金で、国の地方創

生加速化交付金でございます。また、市内城跡

保存管理事業は一般財源分の減でございます。 

 まず、無形文化遺産等活用事業３０１４万９

０００円は、加速化交付金の活用事業として実

施するもので、本市に伝承されておりますさま

ざまな民俗文化財の保存、継承並びにこれらを

活用した観光誘客の促進を図るものでございま

す。事業内容としましては、妙見祭のユネスコ

登録ＰＲ事業として、シンポジウムの開催やパ

ンフレット作成、臨時観覧席の拡充、携帯端末

を活用した町歩きの仕掛けづくり、誘客促進活

動、祭礼絵巻複製の製作、全国山鉾連総会開催

への支援などでございます。また、無形民俗文

化財保存のため、祭りや民俗芸能の記録映像

化、民俗芸能を広く公開するための機会創出ほ

か、観光ガイドへの取り組みとして、やつしろ

観光ガイド協会への支援、文化財保存整備への

取り組みとして、妙見祭笠鉾等の修理事業を考

えております。 

 次に、市内城跡保存管理事業マイナス３２４

万３０００円の減額補正は、古麓城跡に位置し

ます国有林部分の土地を国指定として追加指定

するための立木補償費に係る減額補正でござい

ます。 

 当該立木補償につきましては、平成２３年度

から熊本南部森林管理署及び九州森林管理局と

協議を行いまして、平成２６年度に立木調査を

実施し、翌平成２７年度に立木補償を行うこと

としておりました。しかし、平成２７年度に入

りまして、国の手続上、史跡の指定が行われた

後に立木補償を受けるとの連絡があったこと

で、年度内の補償事務執行が困難になったため

に減額するものでございます。なお、今後は２

８年度中に国史跡指定の手続を進め、その後に

立木補償を行うこととなります。 



 

－13－ 

 以上で議案第５号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算書・第９号の経済文化交流部所管

の事項につきまして、説明を終わります。よろ

しく御審議をお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

 委員として質疑を行いたいので、副委員長と

交代いたします。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 商工費の日本版ＤＭＯ

活性化事業についてお尋ねをしたいと思うんで

すが、法人化をされるということで、よかとこ

宣伝隊のころからも法人化、自立ということ

で、各常任委員会あたりでもですね、ずっと指

摘をされてきて、待ち望まれるような姿に変わ

るのかなというふうには思うわけですけれど

も、その中で設立支援事業ということで、人件

費あたりの支援をされるわけですけど、このあ

たりの見通しですね。来年度、今回の補正はも

う２８年度の事業費になりますので、２９年度

とかにもこういった人件費に対しての補助を出

すような計画になるのかどうかということ、そ

れから、将来的に行政がどういうかかわりを持

っていこうというふうな思いを持たれているの

かというところをお聞かせいただきたいという

ふうに思います。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） 岩崎観光振興課

長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）マスク着用にて失礼いたします。 

 まず、人件費。２８年、２９年度以降の人件

費の国からの支援等についてですけれども、こ

れにつきましては、今回、日本版ＤＭＯをとい

う形で、２８年度中に登録を申請させていただ

いて、その認可が得ましたならば、地方創生の

新型交付金、これの支援対象になるということ

で、直接国から新しいＤＭＯやつしろが交付金

を受けるということになります。ただ、今回の

加速化交付金は１０分の１０の補助になります

けれども、新型交付金になりますと２分の１と

いう形で、特定財源が半分になるということに

なります。 

 そこで、平成２８年度におきまして、できる

だけ収益事業を重ねまして、その半減分をです

ね、確保できるような形に持っていければなと

いうふうに思っております。その主な財源とし

ましては、もちろん花火大会等の収益事業、そ

れから大手の旅行業のほうから人材を確保する

ということで、新たな着地型の観光旅行商品を

売り出して、その収益を財源に充てればなとい

うふうに考えております。おおむね３年程度を

めどにその人材を活用し、その後は地元の人材

をですね、登用できればなというふうに考えて

おります。 

 そこで、市としてのかかわり方としまして

は、もちろん今回、よかとこ宣伝隊と今回ＤＭ

Ｏやつしろの大きな違いとしましては、これま

では観光物産業に傾注していたところがありま

す。今回、何が一番違うかといいますと、地域

の地場産業、特に農林水産業とうまく連携して

ですね、地域の観光物産業以外の産業を盛り立

てるための推進母体というふうに考えておりま

す。 

 そういったことから、非常に公益性が高いと

いうふうに考えておりますので、そういったと

ころから、市はアドバイスはもちろんのこと、

補助金を活用した財政的支援、あるいは人的支

援、こういったものが必要になろうかなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 
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○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 要望と違う質問をした

いと思うんですが、できるだけ人件費等のです

ね、お世話を行政からせぬでいいような組織、

自立に向けたやっぱり目標と指標というんです

か、そういったのが必要だと思いますので、そ

ういったところも理事会あたりでしっかり検討

していただくようなですね、アドバイスといい

ますか、指導もお願いしておきたいというふう

に思います。 

 次の質問なんですけど、県南広域観光連携推

進事業ということで、県南１５市町村でつくら

れるということですけど、この事務局というの

はどこになるんでしょうか。どこが４５０万円

を管理していくんでしょうか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、岩崎課

長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） お答えしま

す。 

 今回の１５市町村を取りまとめた県南広域本

部、こちらと八代市のほうで今協議中でござい

ます。当面は一緒になって事務局的な機能を持

ちながら、事業を推進していく必要があろうか

なと思っております。 

 以上です。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） まだ協議中というとこ

ろですけれども、決まり次第しっかり結果を連

絡していただきたいとは思うんですが、できれ

ば、こういったところについては県のですね、

事務局というようなところもお願いできれば、

そういったほうが負担も軽くなるのかなという

ふうな思いもありますので、県も巻き込んだと

ころでの検討もお願いをしておきたいというふ

うに、最後要望しときたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長の職務を委員長と交代いたします。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか、委員

長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 観光費の中で特定財源

の中で国県支出金が数字があらわされておりま

すし、また、岩崎課長かな、今説明があったん

ですが、私が一番心配しているのは最後の結び

の言葉で、この資料はですね、今、水本次長の

ほうからですね、説明されたんですが、１９ペ

ージのですね、一番下段のほうで、観光物産を

初めとする地場産業への経済活性化のための重

要な組織であると。この後が大事なんですね、

今言われたように。このようなことから公益事

業に対し、市からの運営補助や委託事業につい

て配慮をすべきであると考えられるということ

を今強調されたんですね、この中でですね。と

なればですね、説明の中で一番大事なのは、今

回の新規の事業、地方創生で、私は何年続くの

かて。国の補助事業であろうが、いろんな事業

というのは、この法人化目指していく中で。法

人化で約、１０割のうちにですね、大体倒産す

るのが５割以上、ね。これだけはしっかり考え

とってくださいよ。５割以上は倒産するとい

う、そういうふうなところが見えてるのが、今

回の全国の、私はデータをちょっと見ました。

心配してるのはそこなんですね。岩崎課長が説

明された、２分の１の中での、あとは収益をも

って、その財源に充てるということなんです

ね。この収益を充てるということになればです

ね、あとの半減については、先ほど来、今、私

も説明したように、運営補助や委託事業につい

てはですね、公益性があるから、公営事業であ

るから、市として、単独でそれははっきり言っ

て予算計上しなさいよと。（聴取不能）でそれ

だけ予算計上する範囲にあるんだということな
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んですね。 

 で、そこらあたりで考えれば収益性を上げる

ということで、先ほど来のメンバーの説明があ

りましたね。今回の構成メンバーの。どこどこ

からプロセスの方々を連れてこられることは間

違いないと思いますね。そこらあたりについて

はですね、やはりこの収益性を上げるとなれば

ですね、これもやはり構成のメンバー、その中

でですね、どこから連れてこられるか。国の段

階で連れてこられるのか。ＪＴＢの何か役員か

なんかの方々連れてこられるのか、それともど

ういうところから、銀行あがりの方々をです

ね、ＯＢの方々を連れてこられるのか、そこら

辺については、それは執行部の考えだと思うん

ですけども、我々議会としてはですね、そこら

あたりをきちっとですね、収益性の上げるリー

ダーというのが一番大事なんですね。その能力

ですね、実力ですね。権力はいけませんけど

も、そういう中で、そういう人を的確に選んで

いただいて、３年先、５年先の方向性が見える

ような計画性を持っていくようにですね、この

議会に対してもですね、その都度報告をしてい

ただきたいと思います。 

 そうしなければですね、ただ、今回について

は地方創生で日本版という中で、まだはっきり

言ってその認定とかですね、じゃ、来年度２９

年度って、今、大倉委員長のほうから質問があ

ったんですけれども、私も一番心配しておりま

す。人件費が３人で正で１８００万と説明があ

ったですね、今。あった中でですね、あとは大

物のはっきり言って給与があるんですね。大

物、大物。大物って、いけませんけど、大変給

料が高い人。ここらあたりはやっぱり稼がない

かぬわけですから、中途半端でですね、よかと

こ物産のですね、収支決算を見てもですね、私

はやはりリーダーというのはそのリーダーシッ

プを私は発揮するような、そういう人を選んで

いただきたいし、また、それにふさわしい職員

の配置もですねしていかなきゃいけない。 

 先ほどから説明があったように、市からの出

向もという説明がありました。私は市からの出

向というのが何に出向するのかなと思うんです

よ。ここらあたりはやっぱり独自性を持ってで

すね、やる必要が。これはもう法人化ですか

ら。もともと最初からスタートが間違わないよ

うにしていただきたいという指摘をしておきま

す。 

 そういうことで、今回については負担補助金

等がですね、これだけの計上してある中で、国

からでありますので、なるだけ──私は、大倉

委員長が言われたように、県も巻き込んだ中で

ですね、私はすべきだと思う。最終的には、そ

の自治体の財政状況を見ながらですね、何でも

法人化進めていかにゃいけないんですよ。そう

いうことを指摘と、特に要望と。それと、今回

のこのＤＭＯ活性化事業の、今、岩崎課長が説

明なされた、私はそれについては理解をする中

で心配をしているというのもですね。岩崎課

長、一生懸命頑張ってください。（観光振興課

長岩崎和也君「ありがとうございます」と呼

ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 答弁はいいですか。 

○委員（山本幸廣君） 答弁は要ります。 

○委員長（大倉裕一君） どなたが答弁されま

すか。（委員山本幸廣君「岩崎課長の心意気」

と呼ぶ） 

 水本次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） いろい

ろ今後のことにつきましてのですね、御心配を

いただきましたと思っております。ありがとう

ございます。 

 確かに、今回、加速化交付金ということで１

０分の１０ということでの財源が確保しながら

スタートするということになりますが、２９年

度以降は、先ほど岩崎課長のほうからもありま

したように、国の補助金支援等は確保しなが
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ら、しかしながら、収益性を上げなければ、そ

この不足分が対応ができないというふうな状況

には確かにあろうかと思います。 

 したがいまして、今御心配いただきましたよ

うに、１つは人材。どういった人材が、どうい

った熱心にといいますか、この事業に対して取

り組むかという人材の確保は大変重要なことと

思っております。こちらの人材につきましても

ですね、十分理事会等でも御検討いただいてで

すね、有能な人材がつくようにということでお

話もしたいと思っております。 

 また、財源の確保の部分の収益についてでご

ざいますが、この収益、これまでよかとこ宣伝

隊におきましては、収益部分というのがなかな

か確保できないという状況がございましたの

で、新たな着地型の商品の事業開発、それと販

売というようなところ、売り込みまでの部分、

マーケティングの全体におきましてのですね部

分を総括的に収益事業に充てられる部分を拡大

していくということでの取り組みのほうをぜひ

やっていただくように要請し、また市も協力し

ていきたいというふうに考えております。 

 随時また、新たなＤＭＯの組織の状況につき

ましては、時間をとって御説明等も報告等もさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。（委員山本幸廣君「はい、理

解をいたします」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 今回のですね、ＤＭＯ

のこの活性化事業についてですね、うちの会派

では余りですね、まだ審議してないのにホーム

ページに載ったり、広報を出している。それは

いかがなもんかと言って、ちょっと私たち会派

でもんだんですけどね。そこのところちょっ

と、次長、どんなふうに思われているのか。 

○委員長（大倉裕一君） 水本次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） 議会等

への報告等もですね、今、御指摘ございました

ように、十分ではないんではないかというふう

な御指摘でございますけれども、今回のＤＭＯ

化、あるいは一般法人化ということにつきまし

ては、１つはこれまでございました、よかとこ

宣伝隊の組織の中でですね、よかとこ宣伝隊の

組織をどうするのかという、一つの独立した任

意団体ではございますが、独立した組織の中で

の話が続けられてきております。その中に市の

ほうも入っております。 

 昨年の９月の議会の所管事務調査の中でです

ね、その動きについては報告をさせていただい

たところでございますけれども、随時いろんな

情報の提供ということで不足があったという点

についてはおわびをいたしたいと思っておりま

す。 

 今後、十分そこらあたりについては考えてま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。ちょっと頭が悪

くて理解でけぬ資料のあっとばってんが、よか

か聞いて。 

 １７ページのね、決算状況。よかとこ宣伝隊

の決算状況の収入のところとだろが、１８ペー

ジのな、グラフの収入の推移というとば見て不

思議に思いませんか。私は理解でけぬとだけ

ど、このつくり方。これは訂正するかなんかし

て出す、――もし間違いなら。間違いじゃなか

なら、これは大きな数字の間違いがあるのか、

どっちかよな、これは。わからん。左の単位が
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間違うとっても、グラフは間違うとるよ。支出

のほうはね、合うとる。収入のほうは合わぬ。

（｢花火ツアーは５名」と呼ぶ者あり）と思う

とだけど、誰か答えてよ、これ。 

 単純に言うよ。収入のな、２６年度のその他

が２１４５万だろう。こんグラフじゃ、８００

０万になっとっけど。それと花火ツアーが一番

大きかっでしょう。花火が一番下から２番目に

来とって、これは数字的にはこれで合うとっと

よ。その上のは全部合ってる、これ。俺、目と

頭がおかしか。 

○委員長（大倉裕一君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい、お答え

します。 

 委員おっしゃるとおり、グラフのですね、作

成上、こちらのほうで間違っておりましたの

で、後ほど修正を加えて提出させていただきた

いと思います。失礼いたしました。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） これ見たら、莫大な利

益の出とっもんね。（｢済みません」と呼ぶ者

あり）ちょっと後で、終わってからでも訂正し

て出してください。どっちが合うとっと。

（｢数字」と呼ぶ者あり）数字のほうが合うと

っと、決算書の。（発言する者あり） 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員（上村哲三君） はい、いいです。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 意見もないようです

ので、なければ、これより採決いたします。 

 議案第５号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第９号中、当委員会関係分について原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

◎議案第８号・平成２７年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（大倉裕一君） はい、本会に戻しま

す。 

 次に、議案第８号・平成２７年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第２号を議題と

し、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）水道局の宮本

です。どうぞよろしくお願いいたします。座り

まして説明させていただきます。 

 議案第８号・平成２７年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号について御説明い

たします。 

 別冊になっております議案書の１ページをお

願いいたします。 

 繰越明許費でございます。第１条、地方自治

法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り

越して使用することができる経費は、第１表、

繰越明許費によります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 款１・項１・簡易水道事業費、坂本地区建設

事業でございますが、本年度坂本地区建設事業

費の１億２８００万円のうち、工事請負費５２

３２万８０００円を平成２８年度へ繰り越すも

のでございます。これは、今年度行っておりま
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す坂本町の段地区と袈裟堂地区の簡易水道を施

設統合し、区域拡張により古田地区を統合いた

します西部簡易水道整備事業でございますが、

古田地区において、ろ過設備等の浄水施設の建

設用地として、地元から用地──無償提供でご

ざいますが──提供いただいたところでござい

ますが、若干狭かったため、設備の配置など内

容の検討に不測の日数を要したことから発注が

おくれたところです。また、段地区では、配管

布設工事については道路幅が狭く、既設給水

管、汚水管、雨水管が混在しており、ルートの

特定や設計に不測の日数を要したことから発注

がおくれ、同じく年度内での完了が困難となっ

たことにより、工事費５２３２万８０００円を

繰り越すものでございます。なお、事業の完了

は平成２８年５月末を予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（大倉裕一君） はい、それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８号・平成２７年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号について、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり、可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２０分 本会） 

◎議案第１０号・平成２８年度八代市一般会計

予算（関係分） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０号・平成２８年度八代市一

般会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説

明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明をお願いします。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい、委員

長。 

○委員長（大倉裕一君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい、それで

は、平成２８年度農林水産部の当初予算編成方

針について御説明をさせていただきます。 

 予算編成としましては、市長提案の市長八策

の基本政策であります、豊かな自然と地域資源

を活用した農林水産業の振興を図ることといた

しております。あと座って説明します。 

 まず、農業の振興についてでございますが、

本市の農業を振興するために、平野部におきま

しては、多様な農作物の栽培を可能にするため

に、排水機場や用排水工事など基盤整備事業に

取り組んでまいりました。また、生産面では、

補助事業を活用して、災害に強い施設園芸や機

械導入による作業の省力化を進めてまいりまし

た。その結果、冬春トマトにおきましては、日

本一の産地として成長してきたところでござい

ます。また、近年はイグサの作付面積の減少に

より、冬場の遊休農地を活用してキャベツやレ

タス、ブロッコリー、ジャガイモなど露地野菜

と水稲を組み合わせた規模拡大型の土地利用型

農業がふえてきている状況にございます。 

 イグサにつきましては、国、県の支援と関係

機関の努力により、産地偽装を防止する地理的

表示保護制度の登録、ハーベスタの再生産、ま

た畳表価格では１枚当たりの平均価格が平成２

６年度２０００円程度で推移するなど、明るい

兆しが見えてきている状況にございます。しか
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しながら、これまでの価格の低迷の影響から、

経営の回復までには至っておらず、まだまだ厳

しい現状にございます。 

 次に、中山間地域の振興についてでございま

すが、東陽町ではショウガ、泉町ではユズやお

茶、坂本町では食味のよい水稲など、地域性を

生かした作物が栽培されております。しかし、

ショウガ以外は生産体制、販売方法などの整備

がおくれているため、ブランド化が進んでいな

い状況にございます。構造面では、農業従事者

の高齢化、担い手の減少、国内における産地間

競争、さらにはＴＰＰ大筋合意による農産物価

格の下落に対する懸念など、農業経営における

不安定要因が増大している状況にございます。 

 このような状況を踏まえ、農業振興の予算編

成方針としましては、農業所得の向上と持続的

発展のために、農産物の品質向上による高付加

価値化、販売額を上げるための安定生産、販売

強化、農業経営の改善の指導、支援等による農

業経営の安定化、農地を担い手へ集積すること

による土地利用型農業の推進、中山間地域の特

性を生かした農産物の振興及び雇用の拡大、さ

らには農業の基本となります担い手の確保、育

成を進めてまいります。 

 また、近年は集中的な豪雨により排水不良田

が発生しているため、県営事業で排水機場の更

新が推し進められており、市としましても、長

寿命化のために用排水路、排水機場、農道の適

切な維持管理に取り組んでまいります。 

 次に、フードバレー推進についてでございま

すが、フードバレー推進につきましては、平成

２６年３月にフードバレーやつしろ基本戦略構

想を策定し、６次産業化、流通促進、輸出促進

を中心に新商品開発事業や新たな販路開拓事

業、海外輸出事業を展開しているところでござ

います。事業実績としましては、平成２７年度

より本格的に事業に取り組み、まだ１年目では

ございますが、６次産業化では新商品が１４品

目開発されました。 

 また、流通促進関係では、八代産農産物など

の契約成立有望案件が４件で、現在協議を進め

ているところでございます。なお、ユズにつき

ましては、既に新規契約が成立し、取引が始ま

っております。 

 次に、輸出促進関係では、八代港から農林水

産物を輸出すること、並びに所得の向上を目的

に、香港、台湾で販売促進、商談会のためのイ

ベントを開催いたしました。初めての試みでは

ございましたが、販売については完売し、また

幾つかの商談もあり、十分に八代をＰＲできた

のではないかと思っております。 

 このような状況を踏まえ、フードバレー推進

の予算編成としましては、地方創生加速化交付

金による補正予算と新年度予算を合わせ、約倍

額の予算を計上いたしているところでございま

す。 

 事業としましては、新規事業を含め、６次産

業化、流通促進、輸出促進事業に取り組み、平

成２７年度以上の実績を上げたいと考えており

ます。 

 次に、地籍調査についてでございますが、国

の予算が伸びない中で、事業費の確保が厳しい

状況ですが、地籍調査は公共事業や土地取引、

課税の適正化、土地にかかわるトラブルの未然

防止など大変重要な事業ですので、早期完了を

目指し、事業の推進を図ってまいります。 

 次に、林業の振興についてでございますが、

本市の森林は、杉が４０年生以上、桧が４５年

生以上の伐採時期を迎えている木が全体の６５

％に達しております。しかしながら、長引く木

材価格の低迷や所得の確保ができず、伐採が進

まない状況にございます。一方で、間伐材など

の需要については、バイオマス発電などへの利

用などが高まっている状況です。また、近年、

鹿、イノシシの生息頭数がふえ、人里近くにま

で出没するようになり、農産物や森林に被害を
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与えている状況が続いております。 

 このような状況を踏まえ、森林振興の予算編

成方針としましては、森林環境保全と木材の循

環を促進するため、八代市木の駅プロジェクト

を初めとした八代産材利用促進事業、伐採コス

トの削減のための作業路の改良、八代港からの

中国や韓国への木材輸出の促進など引き続き取

り組んでまいります。 

 また、鹿、イノシシの被害防止のため、鳥獣

被害対策実施隊により捕獲にも取り組むことと

いたしております。 

 次に、水産業の振興についてでございます

が、本市の水産業はアサリの不漁やノリ養殖の

衰退を初め、漁場環境の悪化等による漁獲量の

減少、価格の低迷など、漁業経営を取り巻く環

境は依然として厳しい状況にございます。 

 このような状況の中、アサリについては、ケ

アシェルや被覆網による栽培漁業がわずかでは

ありますが、効果が出始めてきておるところで

ございます。 

 また、水産資源の確保のため、毎年放流事業

も実施しており、漁獲量の確保にも努めている

ところでございます。 

 鏡町漁協で経営の安定を図るため、これまで

のとる漁業に加え、６次産業化としてカキ小屋

を始められ、本年度は台風災害がありましたも

のの、現在も鏡オイスターハウスは順調に営業

されており、来季以降についてもカキ小屋を核

とした漁業振興を期待しているところでござい

ます。 

 このような状況を踏まえ、水産振興の予算編

成としましては、漁業経営の安定のためのアサ

リの資源回復、魚類、甲殻類などの水産資源の

確保のための放流事業など、また新たな取り組

みとしまして水産資源を活用した６次産業化に

取り組んでまいります。 

 以上が農林水産部の予算編成方針でございま

す。なお、各事業の内容につきましては、黒木

次長より説明いたしますので、御審議方よろし

くお願いいたします。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、黒木農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい、農林

水産部次長の黒木です。座っての説明とさせて

いただきます。 

 それでは、八代市一般会計予算書のまず７ペ

ージをお願いしたいと思います。 

 款５・農林水産業費の歳出でございますが、

総額で３１億９１９０万２０００円を計上いた

しております。一般会計予算総額に占める割合

は５.２８％になります。前年度予算額３３億

１４２０万８０００円と比較いたしますと１億

２２３０万６０００円の減額となっておりま

す。率にいたしまして３.７％の減でございま

す。要因といたしましては、農業基盤整備促進

事業の事業費が減となったためであります。こ

れは、同じ事業メニューで農地中間管理機構と

の連携強化を目的とした農地耕作条件改善事業

が創設され、同事業へ予算が重点配分されたこ

とにより、予算枠が縮小をされたことが主なも

のです。 

 次に、項別で見ますと、農業費が２６億６３

７７万９０００円で、前年度と比較しますと１

億５１８万３０００円の減額、林業費が４億２

３８１万円で５４８万円の減額、水産業費が１

億４３１万３０００円で、１１６４万３０００

円の減額となっておりますが、主な歳出の内容

につきまして、それぞれの目の中で御説明をい

たしたいと思います。 

 ７９ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費では７７５２万６０００円を計上

いたしております。主な事業について説明いた

します。農業委員会事務事業２４９６万５００

０円は、農地法に基づき、適正な農地の維持に
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努めるため、農地の権利移転、農地の転用、農

業生産法人の育成、賃貸借の解約・和解の仲

介、遊休農地対策などに係る経費でございま

す。農業者年金事務事業３０１万６０００円

は、農業者年金基金法に基づき、老後の生活安

定を図るため、農業者へ対して制度の普及、加

入の推進などに係る経費でございます。その他

の事業としましては、担い手の育成確保、農地

の利用集積、国有農地の管理などを行います。

特定財源としましては、農業委員会費補助金５

６０万７０００円、農業委員会委託費３４万

円、農地法に基づく事務費１８２万８０００

円、農業者年金業務事務費４１１万８０００

円、農地手数料３１万３０００円を予定してお

ります。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 目２・農業総務費では、４億５５６５万８０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと４８６万５０００円の増額で、増額の

主な要因としましては、職員３名増によるもの

でございます。節２８・繰出金６４５１万７０

００円は、東陽町、泉町で供用いたしておりま

す農業集落排水処理施設事業特別会計への繰出

金でございます。 

 目３・農業振興費では３億１３１４万２００

０円を計上しております。前年度と比較します

と５６７５万７０００円の増額でございます。

増額の主な要因としましては、新規事業の山村

活性化支援対策事業及び青年就農給付金事業、

機構集積協力金交付事業などの事業拡充による

ものでございます。 

 主な事業について、御説明をいたします。青

年就農給付金事業８５６１万円は、新規就農者

の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、

経営が不安定な就農直後の所得を確保するた

め、最大５年間、１人当たり年間１５０万円を

給付するものでございます。平成２８年度は給

付予定者を５１名と想定し、あわせて夫婦とも

に就農した場合に支給される夫婦特例加算分７

５万円を９名分予定いたしております。特定財

源としまして、青年就農給付金事業補助金８４

１１万７０００円を予定しております。い業振

興対策事業３７９９万円は、畳表張り替え１畳

当たり１０００円を助成いたします畳表張り替

え促進事業７００万円、イグサ専用機械のオー

バーホール等の経費を上限１０万円で助成しま

す、い業機械再生支援事業２８００万円を予定

しております。このほか、熊本県いぐさ・畳表

活性化連絡協議会への負担金１４０万１０００

円などでございます。いぐさ・畳表生産体制強

化緊急対策事業４６７４万３０００円は、ひの

みどりなど優良品種を生産し、高品質な畳表を

生産する組織に対して、移植機などの機械を導

入する場合や畳表に生産履歴を表示するＱＲコ

ードつきタグを挿入する装置に対して、その経

費の２分の１以内で補助するものです。特定財

源としまして、いぐさ・畳表生産体制強化緊急

対策事業補助金４６７４万３０００円を予定い

たしております。 

 ４つ飛びまして、農地利用集積促進事業３５

００万円は、農地を集積し、土地利用型農業を

図る農業者が機械を導入する場合、その経費の

２分の１以内、上限１００万円を補助する事業

でございます。従来の規模拡大の要件を満たし

て実施する件数を３０件、３０００万円、また

中山間地域用として５件、５００万円を予定い

たしております。 

 ２つ飛びまして、中山間地域等直接支払制度

事業３０４５万４０００円は、中山間地域にお

ける耕作放棄地、遊休農地の防止、水源の涵養

など、農地の多面的機能を維持することによ

り、集落機能の再生を図る活動に対して面積に

応じて交付するものでございます。取り組み地

区としましては、八代４地区、１０２９万１０

００円、坂本６地区、６５１万２０００円、東

陽１７地区、１０７１万５０００円、泉２地区
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で１３３万６０００円を予定いたしておりま

す。特定財源としまして、中山間地域等直接支

払制度交付金２０７８万２０００円及び推進事

業交付金６８万８０００円を予定いたしており

ます。機構集積協力金交付事業１９５０万円

は、農地中間管理機構に農地を貸し付けること

により経営転換する農業者、リタイヤする農業

者に対しまして、補助額０.５ヘクタール以下

の場合３０万円、０.５から２ヘクタール以下

の場合が５０万円、２ヘクタール以上７０万円

を交付する経営転換協力金が１２００万円、地

域内の農地を機構に貸した割合に応じて、地域

に交付される地域集積協力金４５０万円、機構

が借り受けている農地に隣接する農地を、機構

を介して担い手に農地を貸し付けた場合に交付

される耕作者集積協力金３００万円を予定いた

しております。特定財源といたしまして、全額

機構集積協力金交付事業補助金を予定いたして

おります。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 営農支援事業２４２万４０００円は、新規就

農者のサポートや人・農地プラン策定地域への

アドバイスなどを直接現場に赴き、行うことに

より、担い手の育成・確保及び農業経営の改善

などの支援を行うための経費で、内訳としまし

ては、営農支援員１名分の賃金などでございま

す。なお、営農支援員２名のうち１名分につき

ましては、特定財源のあります青年就農給付金

事業で予算計上しているところです。 

 地域特産物支援事業３２４万９０００円は、

中山間地域において生産されているショウガ、

ユズ、お茶など高い評価を受けているものの、

生産者の高齢化など多くの問題を抱えているた

め、生産環境の改善を目的として実施する経費

で、泉地区の柚子産地育成対策事業補助金３１

万５０００円、東陽地区の生姜敷き藁ほぐし機

導入補助金２４８万４０００円を予定しており

ます。農地中間管理事業３２４万円は、規模拡

大や経営の効率化を志向する担い手に対して、

農地中間管理機構が農地の賃借を仲介して、集

積・集約化を図り、経営の大規模化や分散圃場

の解消を加速化するための経費でございます。

内訳としましては、臨時職員及び自動車リース

料なとでございます。特定財源としまして、農

地中間管理機構委託金３２４万円を予定いたし

ております。次に、フードバレー流通推進事業

１０５４万７０００円は、国内の流通を促進す

るため商談会、イベントへの参加のための旅費

１４７万６０００円、熊本県立大学との地域連

携による６次産業化支援事業委託５０万円、く

まもと県南フードバレー推進協議会負担金４１

５万６０００円、くまもとうまかもん輸出支援

協議会負担金４３万８０００円、トマトフェス

タ開催補助金１５０万円などでございます。フ

ードバレー輸出促進事業１２６万４０００円

は、海外の流通を促進するための商談会及び展

示会への参加のための旅費などでございます。

なお、フードバレー推進事業につきましては、

先ほど審議いただきました議案第５号で御説明

いたしましたとおり、台湾における八代フェア

の開催、６次産業化や流通アドバイザー委託、

八代産農林水産物等ＰＲ補助金、農水産物輸出

リーファーコンテナ利用補助金等につきまして

は、前倒しで加速化交付金を活用しての実施予

定としております。山村活性化支援対策事業２

５９６万円は、山村の農林水産物や景観、伝統

文化といった地域資源を活用し、農林水産業を

核とした地元の所得、雇用の増大に向けた取り

組みを推進するもので、平成２７年度から２９

年度までの３カ年事業として実施するものでご

ざいます。平成２８年度は東陽地区が９７５万

４０００円、坂本地区が６２９万１０００円、

五家荘地区が９９１万５０００円の山村活性化

支援対策つなぎ資金貸付金を予定しておりま

す。特定財源としまして、全額、山村活性化支

援対策事業貸付金返還金を予定いたしておりま
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す。 

 次に、目４・園芸振興費では９５２万２００

０円を計上いたしております。 

 まず、園芸・果樹振興対策事業２７０万５０

００円は、農産物を鹿、イノシシなどの有害獣

による被害から守るため、電気柵などの設置に

対して補助する有害鳥獣防護柵設置事業費補助

金１００万円、新規事業として一般家庭に向け

た黄色粘着シートの配布を行い、家庭菜園から

農業者への病気拡散を防止するためのトマト黄

化葉巻病対策消耗品費５８万８０００円などで

ございます。環境保全型農業推進事業６８１万

７０００円は、化学肥料や化学合成農薬の５割

低減の取り組みとセットで取り組む営農活動に

対しまして、１０アール当たり４０００円から

８０００円の支援を行うものです。対象面積と

しまして約１００ヘクタールを見込んでおりま

す。特定財源としまして、環境保全型農業直接

支払交付金４９５万円、推進交付金２１万７０

００円を予定しております。 

 目５・農業後継者育成費では１１８万９００

０円を計上いたしております。食育推進育成事

業２５万９０００円は、種まきから収穫、さら

には育てた農作物を調理し食べる体験を通じ

て、食べ物の栄養価や伝統料理のおいしさを再

発見してもらう八代市親子食育体験教室を予定

しています。なお、本事業はふるさと八代元気

づくり応援基金活用事業として実施するもので

す。特定財源としまして、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金２１万２０００円、諸収入

７０００円を予定いたしております。農事研修

センター自主事業９３万円は、農業経営に必要

な知識及び技術を習得するための八代市農業技

術者養成講座、農業者がみずから研修を受ける

研修経費に上限２万円、２分の１以内で補助し

ます八代市農業後継者育成支援事業、婚活事業

などを行う農業後継者育成協議会負担金などで

ございます。 

 目６・農事研修センター費では、３４３１万

１０００円を計上いたしております。前年度と

比較しまして、２９８万円の減額でございま

す。減額の主な要因としまして、人件費による

ものでございます。土壌分析診断事業５５万４

０００円は、生産コストの低減及び品質向上な

どを図るため、９項目の成分分析を行うもので

ございまして、特定財源としましては、農事研

修センター施設使用料、土壌分析手数料など９

７万８０００円を予定いたしております。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 目７・畜産業費では、１０９万７０００円を

計上いたしております。主な事業としまして

は、鳥インフルエンザ対策として、防護服の購

入経費、食肉流通施設及び食肉センターの警備

業務委託なとでございます。 

 目８・農地費では、１３億８３３４万４００

０円を計上いたしております。前年度と比較し

ますと、１億７９４３万９０００円の減額でご

ざいます。減額になりました要因としまして

は、農業基盤整備促進事業が国の農地中間管理

機構との連携強化方針により事業費が縮小され

たことが主なものです。 

 主な事業につきまして、御説明をいたしま

す。上から３つ飛びまして、排水機場維持管理

事業５２５６万９０００円は、市が管理する排

水機場１４施設の重油代、電気料、修繕料、運

転業務委託料などに係る経費でございます。 

 １つ飛びまして、市内一円土地改良整備事業

１億９８０３万４０００円は、市内の集落排水

路、かんがい排水路、農道などの維持改修に係

る工事費等でございます。主な事業としまして

は、集落排水路改修１６カ所、６１１２万円、

農道改良１０カ所、４８７０万円、修繕料１３

９０万円、原材料支給１１２６万７０００円な

どを予定いたしております。特定財源としまし

て、市債８５０万円、農村環境計画策定事業補

助金５４０万円などを予定しております。非補
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助土地改良融資事業９２００万円は、かんがい

排水路改修など７カ所に係る工事費でございま

す。特定財源としまして、全額、排水路改修事

業分担金を予定しております。県営土地改良事

業負担金事業１億３９１０万円は、県営で実施

する土地改良事業に対して、市負担分を支払う

ものです。事業としましては、海岸保全事業３

地区、経営体育成基盤整備事業５地区、地域水

田農業支援排水対策特別事業１地区、湛水防除

事業１地区、基幹水利ストックマネジメント事

業２地区を予定いたしております。特定財源と

しまして、市債１億２４７０万円を予定してい

るところです。土地改良融資償還補助金事業２

億７０６６万７０００円は、土地改良区などが

日本政策金融公庫から借り入れている地元負担

分につきまして、市が事業負担しなければなら

ないものに対して、償還補助を行うものです。 

 ３つ飛びまして、多面的機能支払交付金事業

３億１２９７万７０００円は、農業・農村の有

する多面的機能の維持・発揮を図るため地域の

共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な

保全管理を目的に実施するもので、事業主体へ

の交付金３億１０４５万７０００円の内訳とし

ましては、水路の泥上げなど農地や農業用水路

等を保全管理する活動に対して補助する農地維

持支払いとして９９８０万３０００円、資源向

上支払いのうち、水路等の軽微な補修など地域

資源の質的向上を図る活動に対して補助として

６６６９万２０００円、施設の長寿命化のため

の活動に対して補助としまして１億４３９６万

２０００円でございます。取り組む地区としま

しては、全体で４９カ所でございます。特定財

源としまして、多面的機能支払交付金事業補助

金２億３２８４万２０００円、推進交付金２５

２万４０００円を予定しているところです。１

つ飛びまして、農業基盤整備促進事業４２６１

万３０００円は、前年度より３億４５３万７０

００円の減額となっております。その主な要因

は、増減理由で御説明いたしましたとおり、国

の農地中間管理機構との連携強化方針により、

予算配分が減額されたためでございます。事業

内容としましては、農業用用水施設改修の助成

となっております。特定財源として、熊本県農

業農村整備事業補助金２５５６万７０００円、

市債１５３０万円を予定しております。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業

１１４３万円は、平成３０年度に国から採択予

定であります県営鏡町文政地区経営体育成基盤

整備事業の基礎資料として、換地・相続関係調

査及び地形図を作成する経費でございます。特

定財源としまして、熊本県農業農村整備事業補

助金１７１万４０００円、農山漁村活性化プロ

ジェクト交付金事業補助金５７１万５０００円

を予定いたしております。農地耕作条件改善事

業１億３４４４万５０００円は、農業の競争力

強化に向けて、農地中間管理機構による担い手

への農地の集積・集約化を加速化するため、従

来の農地・農業水利施設の整備等に加え、農業

者の自力施工も活用した農地の区画拡大や暗渠

排水等の耕作条件の改善を進めるため、平成２

７年度から新たに始まった事業であります。事

業内容としましては、農業用用排水路の改修を

予定いたしております。特定財源としまして、

熊本県農業農村整備事業補助金２７３８万６０

００円、農地耕作条件改善事業補助金５９２０

万円、市債４２９０万円を予定しているところ

です。 

 目９・水田営農活性化対策推進事業費では、

２０４７万円を計上しております。事業としま

しては、米需給調整総合対策事業４９１万５０

００円は、水稲の生産調整推進のための臨時職

員の賃金及び八代地域農業協同組合への推進事

務費補助金などでございます。特定財源としま

して、新需給システム推進事業費補助金２６２

万７０００円を予定しております。戸別所得補
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償推進事業１３９５万５０００円は、農業者に

対し制度の説明会の開催、申請手続の指導支

援、現地確認事務などを行う八代市農業再生協

議会へ補助する経費でございます。特定財源と

しまして、全額、戸別所得補償推進事業補助金

を予定しております。 

 目１０・地域農政特別対策事業推進費では２

４７万３０００円を計上しております。担い手

育成総合支援事業２２５万円は、認定農業者の

育成確保、農業経営の法人化、集落営農の組織

化などに係る経費でございます。特定財源とし

まして、元気な認定農業者づくり事業補助金１

５０万円を予定しております。 

 目１１・農業研修施設管理費では３９８７万

円を計上しております。前年度と比較しますと

４０７万円の増額でございます。増額の主な要

因としましては、説明欄の上から１行目、龍峯

農業研修所管理運営事業で屋根防水工事、２行

目農村運動広場管理運営事業の郡築運動広場で

トイレ改修工事を予定しているためです。その

他の事業費の内訳としましては、農林水産部で

所管いたしております各種施設の維持管理のた

めの経費でございます。 

 ８４ページをお願いします。 

 目１２・地籍調査費では、３億２５１７万７

０００円を計上しております。地籍調査事業の

進捗率は２７年度末で５５.２１％を予定して

おります。平成２８年度の調査ですが、八代地

区が０.７８平方キロメートル、東陽地区１.９

６平方キロメートル、泉地区１０.６３平方キ

ロメートルを予定いたしております。計画どお

りの調査が済みますと、進捗率は５７.５９％

となります。現在の事業費でいきますと、全体

完了予定年度は平成６０年度ごろと思われてお

ります。特定財源としまして、地籍調査事業費

補助金１億２７５７万５０００円を予定いたし

ております。 

 項２・林業費につきまして御説明をいたしま

す。目１・林業総務費では、７２７０万５００

０円を計上いたしておりますが、職員９名分の

給料や職員手当等の人件費が主なものです。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 目２・林業振興費では、１億６９５３万６０

００円を計上しております。前年度と比較しま

すと５０３７万５０００円の増額でございま

す。その主な要因としましては、昨年度まで補

正予算で対応しておりました緑の産業再生プロ

ジェクト促進事業が、平成２８年度につきまし

ては、当初予算に計上したことによるものでご

ざいます。事業について説明をいたします。森

林整備事業６９５７万３０００円は、作業路等

修繕費５００万円、林道・作業道舗装用原材料

代４５１万９０００円、森林整備を促進するた

めに下刈り、干ばつなどの経費を一部助成しま

す森林環境保全整備事業補助金６００５万４０

００円でございます。１つ飛びまして、木材利

用促進事業２１９２万円は、木の駅プロジェク

トの運営を行う実行委員会へ助成を行う八代木

の駅プロジェクト運営経費７３２万円、八代産

材を利用した住宅の新築、増改築に対して、新

築で上限２０万円、増改築リフォームで１０万

円を上限として補助します八代産材利用促進事

業補助金５００万円、皆伐に伴う木材運搬に係

る費用を１立方メートル当たり１０００円助成

いたします原木生産促進事業補助金９００万円

などでございます。特定財源としまして、地方

創生推進交付金３９６万円を予定しておりま

す。１つ飛びまして、有害鳥獣被害対策事業１

７９７万９０００円は、鳥獣被害対策実施隊に

係る隊員１７０名への報酬２８９万円及び費用

弁償３２０万４０００円、鹿捕獲に要する経費

の助成２２００頭分、１１００万円、ハンター

保険料に助成します有害鳥獣捕獲対策補助金６

８万円、林産物の被害防止のための電気柵助成

としまして、林産物被害対策事業補助金１０万

円などでございます。特定財源としましては、
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特定鳥獣適正管理事業費補助金２２０万円を予

定いたしております。次に、緑の産業再生プロ

ジェクト促進事業４５３２万１０００円は、熊

本県の緑の産業再生プロジェクト促進事業を活

用して、大型の高性能林業機械や木材関連施設

を導入するための経費に対して、国２分の１、

県１００分の５を助成するものです。事業内容

としましては、新港町の高原木材が製材施設装

置・リングバーガー及び丸棒加工機の導入を予

定しております。特定財源としまして、全額、

緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金を予

定しているところです。 

 目３・林道維持費では、４３５１万１０００

円を計上いたしております。事業としまして

は、市内一円林道維持事業で、林道施設整備修

繕費４００万円、林道除草作業業務委託費１０

２７万７０００円、林道等修繕工事請負費１８

００万円、林道鶴平線舗装工事８５０万円、生

コンなど原材料費９５万５０００円などを予定

しております。特定財源としまして、市債１０

００万円を予定しておるところです。 

 目４・林道新設改良費では、１億３８０５万

８０００円を計上いたしております。前年度と

比較しますと５０８１万６０００円の減額でご

ざいます。減額の要因といたしましては、林業

専用道八竜山線開設工事及び林道岩奥南川内線

舗装工事が平成２７年度完了したことが主なも

のです。事業としましては、市内一円林道新設

改良事業２４９６万８０００円は、幹線林道菊

池人吉線に係る賦課金及び受益者組合助成金の

償還金４２２万５０００円、治山林道協会負担

金１２３万３０００円、林業専用道菖蒲谷線開

設事業１９０１万円などを予定しております。

特定財源としまして、森林・林業・木材産業基

盤整備交付金２６６万円、林業専用道開設事業

補助金９６９万円、市債６６０万円を予定して

おります。道整備交付金９８０９万６０００円

は、林道７路線の舗装事業６５５０万円、林道

２路線の改良事業１８６０万円などを予定して

おります。特定財源としまして、道整備交付金

３７９５万８０００円、森林・林業・木材産業

基盤整備交付金８６４万円、市債４８３０万円

を予定しております。 

 次に、８６ページをお願いいたします。 

 項３・水産業費につきまして、御説明いたし

ます。目１・水産業総務費では３７９７万円を

計上しておりますが、職員５人分の給料や職員

手当等の人件費が主なものです。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 目２・水産業振興費では、６６３４万３００

０円を計上しております。前年度と比較します

と１１８６万円の減額でございます。減額の要

因としましては、大鞘漁港、植柳漁港の長寿命

化を図るための水産物供給基盤機能保全事業に

おきまして、現在、漁港の機能保全計画策定業

務委託中でありまして、委託結果を踏まえ、関

係機関との協議調整を行い、今後の整備方針等

を検討決定することとしておりまして、本年度

の予算計上を見送ったことが主なものでござい

ます。主な事業ごとに説明をいたします。１つ

飛びまして、漁場環境保全事業３２１９万円

は、魚の生息環境の保全、船舶航行の安全及び

漁業操業の効率化を図るための漁場環境の整備

調査に係る経費でございます。事業としまして

は、鏡町地先のアサリ漁場の削土、覆砂を行う

熊本八代海地区水産環境整備事業負担金１００

０万円、八代・昭和・鏡地先への航路標識設置

に対する補助金１００万円、海面、内水面の清

掃に対する清掃補助金１７５万２０００円、協

議会負担金１７７０万７０００円などでござい

ます。特定財源としましては、熊本八代海地区

水産環境整備事業分担金２５０万円、地方創生

推進交付金３７万円を予定しております。環境

生態系保全事業１２５万５０００円は、鏡町漁

協が行いますアサリ復活のための干潟の耕う

ん、保護区の設定、有害・食害生物の除去、モ
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ニタリングなどに対する県協議会への負担金で

ございます。２つ飛びまして、栽培漁業振興事

業２１００万２０００円は、主に水産資源の回

復増大を図るため、クマエビ、ヒラメ、ハマグ

リ、アユなどの放流経費としまして２０１８万

５０００円を予定しております。水産基盤整備

交付金事業４５０万円は、熊本県水産基盤整備

交付金を活用し、水産資源の回復増大に資する

事業や共同利用施設の整備等に対する支援を行

うもので、事業といたしましては、県営事業に

より造成されたアサリ覆砂漁場の機能向上を図

るため、八代漁協及び鏡漁協が実施しますアサ

リ稚貝着底促進事業と八代漁協の種苗供給施設

──増殖センターになりますが──改修事業を

予定しております。特定財源としましては、水

産基盤整備交付金４３３万３０００円を予定し

ております。地域水産業活性化支援事業３００

万円は、漁協及び漁業者を初め、水産業者が水

産振興策やブランド化等による水産物の高付加

価値化、６次産業化への取り組みを支援するも

ので、補助率は２分の１以内、上限５０万円、

浜の活力再生プランを作成された漁協が実施す

る場合は上限１００万円を補助するものです。

特定財源として、地方創生推進交付金１５０万

円を予定しております。長くなりましたが、以

上で農林水産業費の説明を終わります。 

 続きまして、１１６ページをお願いいたしま

す。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費で１０

００円を計上いたしております。これは存目の

ための計上をいたすものでございます。 

 以上で、款５・農林水産業費及び款１０・災

害復旧費の説明を終わります。御審議方よろし

くお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 皆さんにお諮りした

いと思います。 

 質疑は午後から行いたいと思いますが、御異

議ございませんでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、午前中の

審議は第５款・農林水産業費及び第１０款・災

害復旧費の説明までとし、休憩をいたします。

午後は１時から再開いたします。 

（午後０時１０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０１分 開議） 

○委員長（大倉裕一君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中に説明のありました平成２

８年度八代市一般会計予算の第５款・農林水産

業費及び第１０款・災害復旧費について質疑を

行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本隆一君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） お尋ねいたします。 

 款５・項１の農業費の目８の節１８にありま

す多面的機能支払交付金事業というのがござい

ますですよね。──今、質問よかったっです

か。 

○委員長（大倉裕一君） いいですよ。 

○委員（橋本隆一君） で、その中の御説明を

ですね、ちょっとイメージがちょっと自分わか

ないもんですから、もう少し説明をしていただ

けるとありがたいなと思ったもんですから。

（｢何ページかな」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ８２ページ。 

○委員（橋本隆一君） ８２ページになりま

す。 

○委員長（大倉裕一君） 下から３段目、多面

的機能支払交付金事業。 

○委員（橋本隆一君） 済みません、ちょっと

マスクしているもんで、声がこもって申しわけ

ないです。 

○委員長（大倉裕一君） ３億１２９７万７０

００円について。 
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○委員（橋本隆一君） はい。（｢概要版の１

７ページやん」と呼ぶ者あり）はい。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。それで

は、多面的機能支払交付金事業につきまして御

説明いたします。 

 この事業はですね、平成２６年度から農地維

持支払事業として、その当時、──ちょっと済

みません。以前はちょっと事業の名前が違った

んですけども、（｢ああ、そうですか」と呼ぶ

者あり）近年は多面的機能支払交付金事業と申

します。 

 この目的はですね、農地を農地として維持し

ていくために行うものでして、中身的には地域

資源と申しますが、具体的に言えば農地、水

路、そういう農業の必要な施設、そのような基

本的な施設などの機能がですね、その地域の農

業集落と一体的に、環境面も含めまして多面的

な機能を発揮していくために、地域がみずから

行っていただく活動に対して支援をするもので

ございます。 

 また、２５年度までにはですね、その活動内

容も維持支払事業と申しまして、基本的な活動

だったんですが、近年、中身が向上いたしまし

て、資源向上支払いという名前で申しますけれ

ども、用水路とか、農道とかの施設の維持から

機能、修繕及び更新、そのような施設の保守活

動のほうも対象になるような事業になってまい

りました。負担割合につきましては、国が５０

％、県が２５％、市が２５％を補助しておりま

す。で、地元地域は１００％の交付金をいただ

いて活動していただくと、こういう流れになっ

ております。 

 本年度予定をしております金額の、先ほど申

しました活動内容別に少しお話いたしますと、

農地維持支払活動、これに約９９８０万予定し

ております。この作業の具体的な中身は、のり

面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補修、

そういった基本的な、昔で言われれば公役で活

動なさっていた、そういう活動に支援するもの

でございます。 

 それから、資源向上支払いと、これには２つ

中身が分かれてございますが、１つは質的な向

上を図る活動、これは基本的な施設そのものの

簡易的な修繕、用水路であれば目地をとり直す

とか、砂利の道路の穴ぼこを補修するとか、そ

ういう活動と思っていただければよろしいかと

思いますが、これが６６６９万円を予定してお

ります。それから、施設の長寿命化、これは施

設そのものを新しく変えたり、用水路を新しい

材料に変えたり、そういった活動に行うため

に、これは１億４３９６万円を予定しておりま

す。 

 それから、推進交付金というのも１つ、この

中には入っています。これは市町村が１００％

補助を受けて、事務的な推進活動を支援するた

めに必要なお金を交付されております。具体的

に言えば、委託の職員さんを１人お願いしてお

ります。この人件費を１００％国庫補助で使わ

せていただいております。それから、啓蒙活動

や組織の立ち上げに必要なパンフレット類、そ

ういうものもこの事業で賄っております。 

 以上で説明を終わります。（委員橋本隆一君

「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございま

す。済みません、ちょっとマスク着用にて、ち

ょっとこもった声で申しわけありませんが、イ

メージとしてなんですけども、その地域を通っ

ている用水路ですね、農業用水路が護岸ちょっ

と崩れていると、ずうっと。それば地域の人た

ちが手出しばしてからしようかなと思ってるん

たけれども、そういったときに活用できるとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 基本的には
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今、委員御指摘のとおりでございますが、この

活動を行いますには、その地域を設定して、そ

この地域の活動の組織の立ち上げが、まず必要

となります。従来は、農業者を含めたですね、

地域の皆さん方が組織に入っていただかないと

採択が難しかったんですけども、制度が、その

採択はちょっと今緩やかになっております。農

業者だけの活動、それから地域を巻き込んだ活

動、先ほども申しました段階的な活動に準じて

ですね、組織の中身が必要になりますけども、

基本的には今、八代市が全体の地区内のです

ね、農用地の８０％をこの活動でやりたいとい

う計画で推し進めておりますが、実質、今組織

化されているのは５０％強でございます。その

一番の問題が、地域のその組織の立ち上げが少

し困難が極めておりますので、そこの方あたり

をもう少し推進してですね、範囲を広げていき

たいと思っております。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） ありがとうございま

す。その組織の立ち上げに関しても指導とか支

援とか、こういうやり方ができますよというこ

との御指導はできるわけですかね。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） まず、組織の

立ち上げにつきましては、基本的には要請があ

れば、地元の説明会の参加も十分しておりま

す。実際的には隣の地区が活動してるのを見ら

れた周辺の代表の方々が、随時八代市役所のほ

うにおいでいただいて、面談とか、そういう活

動も随時行っております。 

○委員長（大倉裕一君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい、理解できまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい、ちょっと二、三

点。まず、山村活性化支援対策事業ですね。こ

れ、昨年の１２月からもう始まっとると思うけ

ど、対象地区がたしか中山間地の支払基金対象

地区を中心にしなければならないというような

縛りがあったような気がすっとですが、この対

象区としては、東陽、泉の五家荘と坂本となっ

ていますが、これを東陽町全体とかですね、泉

町全体、それから坂本町全体のエリアで取り組

むというような形の制度に移行するような働き

かけなんかはできないんでしょうか。 

○委員長（大倉裕一君） 田島農林水産政策課

副主幹兼政策係長。 

○農林水産政策課副主幹兼政策係長（田島功一

郎君） ただいまの御質問ですけれども、対象

地域につきましては、この事業の対象地という

ところで、坂本、東陽、泉、これは旧山村振興

法といいますか、山村振興法に指定されている

ところは対象になるというところで、東陽につ

きましては河俣地区だったですかね、そちらが

主に入っておるところですけれども、東陽全体

でも活動するといった場合には、地域は中心は

その河俣地区というところで指定をいたしまし

て、東陽全体でも活動はできるというような一

応仕組みになっております。ただ、その範囲に

つきましては、旧八代のほうでいきますと、山

村振興法かかってませんので、旧八代のほうは

できないという形で、ほかの坂本、東陽、泉に

つきましてはできるというような形になってお

ります。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） いや、そうなんです

か。いや私が聞いたところじゃですね、坂本あ

たり、東陽でもそうだったっですが、何かもう

坂本と言えば鶴喰とか百済来とかですね。まあ

鶴喰地区が中心に今度やっとる予算だろうとい

うふうに聞いとりますが、そこだけに当てはめ

られるもんでていうようなことを聞いとっとで
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すよ。 

 御存じのように、坂本は７６部落あってです

ね。そういうところばっかりですよね、はっき

り言ってね。平野部のほうが少なかっですか

ら。そういうところでも、何かそこ指定がなけ

れば全然対象地区にならないというふうに聞い

て、困っておられて。ほかの自治会の人たち

は、だから、そこに応援体制で行ってその地区

をやるというふうなことに聞いとったっですよ

ね。だから、そこんところをお尋ねしたかった

っですが、エリア全体でやれという意味の、よ

く俺には理解でけぬとだけど。 

○委員長（大倉裕一君） いいですか、田島係

長。 

○農林水産政策課副主幹兼政策係長（田島功一

郎君） はい。坂本につきましては、今おっし

ゃられましたように、中心になるのは鶴喰と百

済来という形になっておりますけれども、当然

その地区の方々がこの事業に取り組まないと、

ほかの地区もできないと。で、ほかの地区で、

この活動、事業に参加する場合には、今おっし

ゃられましたように鶴喰、百済来、こちらを中

心とした、そこ、成果目標でいきますと、雇用

の人数をふやすとか、所得をふやすといったよ

うなところの成果目標としては、鶴喰、百済

来、こちらで成果を出さなきゃいけない。た

だ、それ以外の地区の方々も、一体的な活動と

して一緒に取り組んでいくことは可能というよ

うな形をとってございます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） もう一つ、よかね。だ

ったら、ほかの地区の、例えば、農耕地のです

ね、生産量アップ所得向上に向けた取り組みも

同時にやっていいというわけですか。 

○委員長（大倉裕一君） 田島係長。 

○農林水産政策課副主幹兼政策係長（田島功一

郎君） はい、おっしゃるとおりでございま

す。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 済みません。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 今委員から、

中山間についての御質問があったんですけど

も、実は多面的機能支払交付金、うちが所管し

ている地区も今お話が出ました坂本鶴喰、坂本

田上――（委員上村哲三君「たがみ」と呼ぶ） 

 百済来下、百済来上、４地区をですね──あ

っ、申しわけありません。地区名が間違ってお

りました。４地区も、こちらの多面的機能支払

交付金事業も活動させていただいております。 

 そこで、今御質問が出た地域が確定せんばで

けないというのは、ひょっとしたらこちらの活

動事業のことじゃなかろうかと思いまして、今

補足説明いたしました。（委員上村哲三君「あ

あ、２つあっとか」と呼ぶ） 

 はい。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員、よろしい

ですか。 

○委員（上村哲三君） はい、わかりました。

もうちょっと私も勉強してみましょう。２つあ

るとですね。 

○委員（村川清則君） ちょっといいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） はい、８１ページの園

芸振興費の中で、トマト黄化葉巻病対策とし

て、ことしから一般家庭向けに黄色の粘着シー

トを配布するということですけれども、具体的

な配布の方法とか５８万８０００円ついており

ますけれども、この根拠といいますか、単価と

何件ぐらい見込んでおられるのかをお願いしま

す。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 山本農業振興課長兼

食肉センター場長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠
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君） こんにちは、農業振興課山本です。今、

委員御質問の件でございますが、黄色粘着シー

トの、トマト黄化葉巻病対策におけるシートの

配布ということで、こちらが計算しました内容

を申し上げますと、推定対象面積は５ヘクター

ルと。その５ヘクタールの内容としましては、

家庭菜園を対象に今度は捕殺誘引をお願いする

ということで、家庭菜園を１戸当たりで２０平

米と計算しまして、トマトの栽培地域でござい

ます地域、金剛、郡築、昭和その付近の近辺、

それとほかのところも含めたところで２５００

戸で計算しまして、２０平米の２５００戸とい

うことで５ヘクタールと計算を基本にしまし

て、１０アール当たりのその枚数といいます

か、それを逆算しますと、４平米に１枚で１戸

当たりが５枚と、で１０アール当たりで２５０

枚の予定で計算をしております。この配布の方

法といいますか、それにつきましては、本庁及

び各支所の農林水産地域事務所をお願いをいた

しまして、そこで家庭菜園をつくられて御協力

をいただくように周知をいたしまして、御希望

の一般家庭の皆様方の希望により、それを本庁

と地域事務所とで配布をして対応するような今

予定にしております。 

 以上でございます。 

○委員長（大倉裕一君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 各家庭から取りに行か

れるわけですか。 

○委員長（大倉裕一君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい、基本的には我が家には家庭菜園が

あるよと。で、このシルバーリーフコナジラミ

を撲滅するために、捕殺誘引をするために、協

力をいただく家庭の方々に基本的に本庁及び地

域事務所等に希望をしていただいて取りに来て

いただくということで、今のところ考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（大倉裕一君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） 素直にそれを取りに行

かれるのかなって、ちょっと心配ですけれど

も。夏場の家庭菜園のトマトとか、ほかの野菜

にしても、もうほぼ１００％に近いほどホーム

センターで苗を購入されて植えられるわけで

す。だから、その辺で何か対策とれんかなとち

ょっと思っております。ぜひ御一考願えればと

思います。 

 それとこの間、ちょっと若いトマト農家の人

間と話してて、ことし、どうしても耐病性の品

種というのは味が落ちます。市場から評判がい

いトマトというのは、耐病性以外の品種です。

ということで、自分はうまいトマトづくりを目

指してるから、耐病性はつくらないということ

で植えられているんですけれども、今の時点で

１割強がやはり病気にやられとるということ

で、ぜひこう、――以前は農家に対しても３分

の１補助というのがあったんですけれども、ぜ

ひ頭の中心部に置いといていただいてお願いし

ます。これは要望です。 

○委員長（大倉裕一君） 要望ということで、

はい。 

○委員（上村哲三君） はい、よかですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） い業振興対策事業と、

それからいぐさ・畳表の生産体制強化緊急事業

に関連してお尋ねをしますが、平成２７年度か

ら２８年度にかけてですね、イグサ生産農家が

約１割近く減るんじゃないかというお話を昨年

伺っとったっですが、現実はどのような形にな

ってますかというのが１つ。また、その主な理

由を聞かせていただければというふうに思いま

すが。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠
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君） 済みません。今委員お尋ねの栽培面積、

戸数が減っているのじゃないかということで、

今直近といいますか、ことしの２月の２４日時

点の速報値等で考えていきますと、戸数が昨年

が２７年産で４３８戸が、２８年産では４１４

戸、２４戸減るというような予定で、昨年に比

べますと、マイナス５％の数値になります。 

 栽培面積については、５１７ヘクタールとい

うことで、ことしの２７年産が５６５ですか

ら、それから見ますとマイナス８％という面積

になっております。戸数と栽培面積は以上でご

ざいます。 

 そうすると、減ってくる理由ですかね。（委

員上村哲三君「考えられる理由でいいです」と

呼ぶ） 

 一番のもとは高齢化ということで、結局、も

うやめると。その面積につきましては、ほかの

方に継いでいただくように、こちらのほうも周

知はいたしますが、お願いもしますが、なかな

かやはり高齢化には勝てないという問題がござ

います。その付近が一番大きな原因かなという

ふうには思っております。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） もう高齢化ということ

が原因であれば、農業自体をやめるということ

につながっていっているんでしょうか。それと

も、恐らく行政のほうからもね、転作あたりの

一応御相談というのはやってらっしゃるという

ふうに思うんですが、そこのところはいかがで

すか。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい。 

○委員長（大倉裕一君） 田中農業振興課副主

幹兼農産係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 農業振興課、田中です。今、委員がお尋ねに

なった件ですけれども、今年度やめられました

２４戸につきましては、済みません、まだ追跡

調査のほうを行っておりません。 

 昨年度やめられた方につきまして、県の普及

のほうと一部追跡調査を入れた結果ですけれど

も、約半数のところが、ほかの作物への転化を

行われました。その他の約半数の方につきまし

ては、今、私どもの課長からありましたけれど

も、やはり高齢化という部分で、もしくは体調

的な面でイグサの作付自体をやめられていらっ

しゃるところが出ております。 

 御存じのように、イグサにつきまして、御夫

婦、やはり２人最低でも作業員がいないと作業

が成り立たないところですので、どちらか片方

が例えば体調を崩されるというふうなことが出

てしまったときに、もうイグサをやめるしかな

いというような状況でございますので、今のと

ころ、約半数、やめられる方の半数ですね──

が、やはり高齢化といいますか、体調面という

ことになります。 

 今回のやめられます２４戸につきましても、

今、県の普及のほうと追跡といいますか、やめ

られた理由については今年度調査を入れる予定

にしております。 

 以上です。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい、わかりました。

せっかくのことだからですね。まあ体調のこと

を言われるとどうしようもないんですが、やは

りそこには農地集積の話も出てきておりますか

らですね。そのあたりの指導をまたできれば、

ほかの作付に変えるですね、転作の奨励あたり

をですね、十分今後はやっていってもらえれば

なというふうに意見として言っておきたいとい

うふうに思います。 

 続けてよかですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員どう

ぞ。 
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○委員（上村哲三君） 林道維持管理事業につ

て、市内一円の土地改良整備事業の中で、林

道、農道、――こら違うた。 

 林道整備について１つお尋ねしたいんです

が、今、維持管理関係で年間どれぐらいの事業

を予定してあっとですかね。例えば、林道関係

は、開設してから幾年か置いてから舗装という

ような形になっていくんでしょう、たしか。何

か置く期間が必要というふうに聞いております

が、その関係で開設したものの、まだ舗装関係

が成り立ってなくてですね、昨年の台風あたり

の問題でですね、そこが林道が生命線になった

って言われた地区があるわけですよね。で、せ

めてそこの舗装整備あたりが十分に進めばです

ね、市道あたりが潰れたり、国県道が潰れたり

した場合でもですね、迂回路としてですね、十

分利用できるのでというような話を聞いたもん

ですから、今お尋ねするんですが、予算的には

余り高額に上がっとらんごたっようだから、ど

のような計画でやっていくのかなと思って。路

線自体は多いからですね、開設したものの、ど

の程度進んでいるのかなと思ってですね。 

○委員長（大倉裕一君） はい、沖田水産林務

課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） 水産林務課の

沖田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 市内一円の林道維持事業でございますが、例

年予算額としましては４０００万相当で確保し

ておるところでございますが、現在は林道鶴平

線の舗装工事並びに坂本から東陽、泉管内の林

道の簡易な修繕等を実施しているところでござ

います。 

 で、委員御指摘の林道の舗装に関しまして

は、路線数も多いということもございますの

で、今、道整備交付金事業その他を利用しまし

て、既設林道の舗装の進捗を図っているところ

でございます。道整備交付金自体が事業計画５

カ年になっておりますので、現在の計画は昨年

度から平成３１年度までという５カ年計画の中

で現在整備を進めているところです。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 近ごろの林道の開設あ

たりを見とればですね、本来の結局木材切り出

しあたりのですね、中心的な役割を果たすのも

含めですね、集落と集落をつなぐ中で林道整備

をして、その間に当然山地があるということが

当たり前なんですけど、そういう形で開設して

こられとるのが幾つか見られるわけですね。だ

から、そこんところあたりが、私が先ほど質問

の中でいざというときのですね、災害に対して

のですね、やっぱり命の道としてですね、利用

できるという面からですね、効果は倍に上がる

んじゃないだろうかなというふうにも思います

ので、今後の整備計画に対して、やっぱりそう

いうところをもう一回起点終点のところを見直

してですね、ぜひ。さしよりまあ、よくのりが

崩るっとですけどね。のりが崩れて大変なんだ

けど、さしより舗装ばしといてもらえればです

ね、のりの撤去もね、土砂撤去もやりやすいで

しょうけんでから、そういうところを主体的に

早く進めていってもらえればなというふうにお

願いをしておきたいというふうに思います。意

見として。 

 それともう一個よかですか。続けてもう言い

ませんので。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 今度水産関係ですが、

二枚貝のですね、アサリあたりの漁場復活に向

けた動きということで、今度も鏡町あたりが出

てきてるんですが、以前経済委員会にやはりい

たときに海面調査あたりでもですね、二見とか

ああいうのほう行きましたけど、近ごろ、二見

のほうのやつがあんまり出てこないんで、あそ

こは漁場が全然復活しとらぬしですね、どうな
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ってるのかなというのが１つあります。何か県

の関係で覆砂事業で幾分かやられたというの

は、何か数年前に聞いたような気がするんです

が、二見あたり、それから金剛地先あたりはど

うなってますか。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、それで

は、アサリ関係につきましてお答えをいたしま

す。 

 まず、平成２３年６月の大雨によりましてア

サリが壊滅的な被害を受けたということで、そ

の後、市としましても、資源の回復を図るため

にケアシェルなどの稚貝を確保しながら、そこ

で母貝をつくって、産卵を促進しながら、また

資源の回復に努めるという事業でございます

が、その成果が正直なところ、今、数字として

はあらわれておりませんが、最近の状況をお伝

えしますと、平成２７年度ですね、本年度中に

八代漁協管内、これは八千把の地先でございま

すが、わずかではございますが０.８トン、そ

れと二見漁協管内３トン水揚げがあっておりま

す。（｢ああ、そうなんだ」と呼ぶ者あり）は

い。それとケアシェル内で育ったアサリにつき

ましても０.１トン、千丁のほうから出荷がさ

れていると。金剛につきましては、もうこれは

ごくわずかでございますが、２８キロというこ

とで、まだ資源の回復には至っていない状況で

ございます。 

 ただ、県と市が共同して調査を年に２回やっ

ておりますが、稚貝の数は明らかにふえている

という中で、アサリが年に２回卵を放つわけで

すが、その後、衰弱した固体が大雨による影響

をなくして、今現在死滅しているというような

状況がございまして、具体的に何が原因かとい

うところまで解明までは至っていないんです

が、それが育ってくるのに今期待をしていると

ころです。そして、食害対策としては、チヌ、

カモ、ナルトビエイの被害というのがかなりご

ざいますが、それに対しましても被覆網を設置

して、食害対策に努めているところで、資源と

しての復活がもうここあと数年で数字として上

がってくるのに期待をしておるところでござい

ます。 

 それともう一つ、実は２７年度ですね、鏡地

先、これは北新地の地先になりますが、数年ぶ

りに潮干狩りに開放をしております。これはあ

くまでも推定でございますが、その潮干狩りで

とれたアサリが約８.６トンというふうに推定

をしております。はい、ということで幾分かの

復活の兆しは見えてきているのかなというのが

現状でございます。 

 以上です。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 私が以前水産業関係い

たんでね、漁師さんに話が、月６０万ぐらいア

サリで上げよんなったですもんね、１件で。す

ごいやっぱりそれだけでも高額になったという

時期があったのを覚えておりますから、それは

もうほとんど鼠蔵から金剛の人たちやったんで

ですね。それからすっと、もうこれは泣くに泣

けぬような数字ですよね。今の話聞くとです

ね。ぜひやっぱりこの水産基盤整備交付金事業

をですね、精いっぱい生かしてですね、もう一

回やっぱりそういう漁場の復活ですね。精いっ

ぱい向こうの組合の人たちと話しながらです

ね、復活させてもらいたいなというふうに思い

ます。農業にかかわらず、水産業のほうもです

ね、後継者がいなくてですね、大変厳しい状態

に置かれているというのも聞いておりますし、

舟出浮きの組合も大変組合員さんが減ってきて

ですね、大変厳しい状態ありますのでですね、

八代は昔から港と徳渕が整備されたころからで

すね、鹿児島、天草の船は全部来よったわけ

で、５７号線が、天草五橋が整備されてからで
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すね、こんな状態になってきましたけどです

ね、昔はやっぱりキビナゴの相場あたりは八代

で決まっとったと。八代で水揚げして、お金に

変えて米と油を積んで帰って、それがいい循環

になって本町が栄えてきたという歴史があるわ

けですよ。だから、そういう形がですね、やっ

ぱり、――もう今はもう港変わったからです

ね、あれだけど、やはり漁業者の方たちをです

ね、もう一回復興させてやるという取り組みを

ですね、昔から産地ですのでですね。だから、

ぜひこういう基盤整備事業あたりのね、国、県

からいっぱい引っ張ってきてから、まずは漁場

回復というのから始めてですね、精いっぱいお

願いしたいというふうに思います。意見として

お願いします。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 青年就農給付金事業で

すけど、これは４５歳未満の所得が２５０万以

下だったですかな、これで大体年間１５０万。

今回は５１名。これはほとんど農業出身の方で

すかね。お尋ねします。 

○委員長（大倉裕一君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） お手元の

予算書に掲載しておりますのは５１名というこ

とで計算しておりますが、現在受給されている

方は４０名でございます。１１名を見込んだと

ころでの予算計上ということになっておりま

す。で、現在、受給していらっしゃる方の内訳

といいますか──でございますが、８名の方が

非農家からの参入という状況で、あとの方は家

が農家だったりという、独立自営就農という要

件がございますので、親とは別経営というよう

なことでの経営になってはおりますが、そうい

う出身の方々。今申しましたように、非農家か

らは８名でしたか、そういった数字になってお

るところでございます。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。矢

本委員。 

○委員（矢本善彦君） 夫婦は何名ですか。 

○委員長（大倉裕一君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この夫婦

特例加算につきましては、現在いらっしゃらな

い、受給していらっしゃる方がいらっしゃらな

い状況でございます。この制度自体は以前から

ございますんですが、当然うちのほうとしまし

ても説明はしてきておるんですが、申請までは

至っていないと。せっかくこうした制度がござ

いまして、若い夫婦で頑張っていらっしゃる方

々、こういう制度を活用していただきまして、

営農支援といいますか、そういう経営の安定に

つなげていただきたいという思いから、来年度

は支援室におきまして積極的に推進していこう

というふうなことで、今回予算に計上しておる

ところでございます。 

 で、それを現在受給の方々の分を調べました

ところ、大体対象が９名ほどいらっしゃるとい

うふうなところで９名分を載せて計上してある

ところでございます。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） そうなると、みんなト

マトハウスですかね、作物は。 

○委員長（大倉裕一君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。現

在、受給しておられる方々の経営作物につきま

しては、露地野菜、それからトマト、いろいろ

いらっしゃいます。（委員矢本善彦君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 
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○委員（山本幸廣君） 今回の予算書を目を通

させていただきました。先ほど来、垣下部長か

らの説明がありましたですね、冒頭ですね。そ

の中でも、大変厳しい新しい事業取り組む等々

の中でも総合的に説明がありました。それか

ら、黒木次長からの詳細にわたる予算書の説明

等々の数字に分けてもですね、内訳についても

概要等も説明をいただきました。 

 私は、前回一昨年は決算審査におりました。

決算審査におりまして、私の横に今委員がおら

れますけども、矢本委員が委員長だったかな。

（委員矢本善彦君「はい」と呼ぶ）委員長で、

決算審査の委員長報告をし、そしてまた監査の

指摘もあっております。最終的に、私はその委

員長の報告、監査の委員の監査意見書のものも

意見書を見ながらですね、今回担当の方々と一

緒に考えてみたいと思うんです。 

 総括の中で今私申し上げておりますが、まず

はですね、決算審査ではですね、第１次産業の

発展に、地方経済の活性化を図るためには第１

次産業の発展が必要であると、これに重点を置

きなさいということなんですね。国から来た農

業関連の予算等もですね、配分しながら、いか

に農業所得を上げていくかということをです

ね、努めなければ、自主財源の確保を十二分に

確保しなさいという、これは監査委員の意見書

の指摘がしっかりしてあります。そういう中

で、決算審査終えて、新しい年度にその決算審

査をですね、反映をして、新しい予算年度に予

算の編成し、査定をし、そしてまた予算提案を

するという形の中でですね、部長を初め、担当

の職員の方々は大変苦労なされて要求をし、厳

しい査定を受けて、そしてまた、今回予算書を

つくられました。 

 前年度、そしてまた現年度をですね、振り返

りながら、担当の職員というのはやっぱり日々

一秒一秒を無限の法則の中で大事にしながらで

すね、平成２８年度の予算書ができ上がったわ

けですね。そういう中で、ずっと数字を私は並

べてみたんですが、要はまさにこの１次産業、

特に農工商というのはこれはもう稼げるところ

なんです。今、八代の財政状況見てもですね、

稼げるというですね、この言葉を大事にしてい

かれておられると思います。稼げる農業という

のをですね、今は──商工は後から来ますが、

款の農林水産業と項の農業費の中からですね、

目を通させていただいた中で、まずは１点目は

７９ページから８７ページまでの款の中でです

ね、８０ページの農業振興費、この中で私は抜

本的に質問するような気がしたという方はです

ね、そのように思っていただいて結構なんです

が、振興費の３億１０００万からですね、項の

農業費の下の８１ページの園芸振興費から農業

後継者、農事研修センター等に振興策について

の予算というのはですね、ほとんど前年度と変

わらないような状況であるということを、まず

数字をですね、前年度の予算書と今回の予算

書、２８年度の予算書を見比べながらですね、

私はそんなに数字がですね、変わっているよう

な気がしません。変わっていないというのをで

すね、節のところから皆さん方見てください。

節のところですね。後から詳細に当たっては、

また後から質問させていきますが、そういう中

で振興費というのがですね、まずは８０ページ

の農業振興費の３億１０００万、ここらあたり

をずっと見てみますと、予算額の財源の内訳を

見てください。財源の国県支出の中で一般財源

と、これについてはですね、一般財源を見てい

ただきますとわかるように、一般財源と国庫支

出のこの割合をですね、私出してみたところが

６億ぐらいと、あとは一般財源がほとんど主な

んですね。そういうのをまず見比べていただけ

ればと思います。 

 そこで、部長が最後の委員会でありますの

で、一昨年の決算審査、監査の意見書を踏まえ

ながらですね、前年度から今年度に、どの部分



 

－37－ 

にこれだけの予算配分の中で反映をしたんだと

いうところがあればですね、お答えいただき、

そしてまた、部長ばかりじゃありません、次長

も含めて担当の課長、係長でも結構です。今回

については、農業費の中でですね、こういうと

ころに振興策の中で力点を置いたんだと。大変

そしてまた財政部との折衝の中では厳しかった

と、この部分についてはというところがあれば

ですね、お答えいただければと思います。まず

は、そこからですね、お聞きさせてください。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） 今回の予算の

作成に当たりましては、先ほど予算編成方針の

中で少し述べさせていただきました。先ほども

たくさんいろいろ述べたんですが、私が一応基

本と考えておりますのは、現在の基幹作物のト

マト、イグサ、水稲は、そこは持続的発展を狙

ってやりたいと。これがやっぱり今基幹作物基

本でありますので、ここはちゃんとした支援が

必要だろうなとは思っております。 

 今までは農家、水産業も林業もそうなんです

けども、つくって販売すると。販売につきまし

ては、なかなか弱いところがあったというふう

なところで、フードバレーを核とした販売戦略

を今後どうするのか。今までの販売だけではど

うしても行き詰まってくるんじゃなかろうかと

いう心配がありましたもんですので、そのあた

りの販売をどうするのかと。そこの中で水産に

おきましては、まず生産におきましては、基本

的にはやっぱりアサリだろうと思ってます。こ

れをどうにかして復活したいと。もう長年やっ

てきております。やっと今最近少し効果が出て

きておりますので、ここをぜひですね、早く復

活をさせたいと。そのための支援が必要という

ふうに思っております。 

 それとあと、水産業につきましては、加工品

がほとんどございません。そのあたりで新規の

事業といたしまして、加工、６次産業化で新た

な商品開発をし、付加価値をつけた販売をやり

たいというのが水産業については思っておりま

す。 

 それと林業につきましては、作業道路とか、

いろいろそういったのはもう絶対不可欠です。

必要になります。皆伐、間伐に出すためには必

要です。これはやっぱりちゃんと計画を立てて

やっていく必要があると。その事業をしなけれ

ばならない。 

 それとあと林業につきましては、なかなか皆

伐が進まない。売っても、切っても全然もうか

らない、所得が上がらない。そのためには、じ

ゃ、どうするのかというところで、一昨年から

木の駅プロジェクトというのを立ち上げまし

た。初めて、多分今までなかった試みだと思い

ます。ここの中で新たな林業所得を見出そうと

いうふうなところで、ことし２８年度で２年目

になりますけれども、これにつきましてはぜひ

成功をさせたいと。で、これを今、泉、東陽で

すけれども、これを坂本まで持っていって、林

業の活性化に結びつけたいというのが、林業に

はもうぜひやってもらいたいし、やらなければ

いけないと思っております。 

 あとイグサなんですが、先ほどありましたよ

うに、面積が非常に減ってきております。こと

し２月に、国のほうにアクションプランという

のを出しました。で、これは販売だけではなく

て、どうやって面積をふやしていくのかという

ようなのを計画を出したところです。これをつ

くらなければハーベスタの支援が受けられない

というのも一つありましたんですけれども。 

 イグサにつきましては、非常に新規参入が難

しいというところで、そのあたりを今後検討す

るようなことをぜひしなければいけない。施設

園芸でしたら、ハウスを、田んぼにありますか

ら田んぼを借りたり、購入すれば、すぐ新規で

入られるんですが、イグサの場合は、自分の家
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の小屋で作業するのがほとんどです。というこ

とは、誰かに引き継ぐというのがなかなか難し

い業種です。そこで、なかなか新規参入が難し

い。で、高齢化でだんだん減っていくというよ

うな、今そういった状況になっていますので、

今後イグサをふやすためには、そのあたりをど

う解決していくのかというのを力を入れてやっ

ぱりやっていきたいと。具体的な事業について

はちょっとあれなんですけども、そういった思

いで今回は予算を計上したつもりではおりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、部長からですね、

販売に力を入れるということで、詳細にわたり

説明がありました。私はもうそれは前決算審査

でもそういう要望があった中でですね、やはり

部長の信念というのを私は今お聞きすることが

できました。まあ、部長以下でありますけれど

も。 

 私が思うのは、今回のこの予算書を見ても新

規事業というのは案外少ないんですよね。少な

いですね。で、なぜかといいますと、いろんな

問題が今、監査委員からの意見書の中で指摘が

あったのがですね、いかに税収を高めるかとい

うことなんです。税収を高めるかとなったら、

私はその販売に力を入れる。これはもう部長が

言われたとおりだと思います。これは我々議会

も一緒になって販売戦略をせにゃいかぬ。その

前にですね、やはり農家というのは、まずは土

づくりだと思うんですよ。この土づくりに力を

入れる。そして、その後はやっぱり後継者が少

なくなってきたなと、人づくりをせにゃいかぬ

と思う。土づくり、人づくり、あとは３つは何

かということをですね、考えたときに、私はや

っぱし一番大事なのがですね、この作物をいか

にいいものをつくるかということ、これが３つ

目なんですね。それがおのずと農家の所得とい

うのにはね返ってくるんです。それは今、部長

が言われたような販売戦略をせにゃいけませ

ん、つくったものは。その３つの中で、土づく

りと作物づくりというのに、どうやって新しい

事業の中で取り組むかというのが、これは農業

政策の中で一番大事な、私はその担当部だと思

うんですよ。その中で出てきたのが営農の支援

事業という中で出てきておりました。これも２

人の二百何十万計上してあったんですが、二百

四十何万なんか、私はそういう中では２人って

こだわる必要ないんじゃないですかと思うんで

すね。八策の中で２人ということを言ってきた

んですが、やっぱり３人でも４人でも５人でも

いいじゃないですかと私は思います。ここらあ

たりはひとつ検討してください。 

 同時に、この８１ページを見てください。園

芸振興費、農業後継者の育成費、これははっき

り言って比較して４万円ですよね。農業後継者

育成費、分析は先ほど来、黒木次長から説明が

ありました、自主事業を含めてですね。今、農

業後継者というのはどれぐらいおられるのか、

その数字をまず示してください。 

 それと、その下の款の農林水産業の中で農事

研修センターのこの前年度と比べた中で、先ほ

ど来説明がありました人件費ということだった

ですね。人件費という、黒木次長は説明があり

ましたね。その中での今の比較の中で△の２９

８万、この△ですね。その人件費というのはど

のような人件費なのかですね、詳細に説明して

ください。その２点だけですね、させていただ

いてから、また質問しますので、よろしく。説

明してください。 

○委員長（大倉裕一君） 小堀課長。（委員山

本幸廣君「営農支援のとは部長でも次長でも結

構よ。私の今の要望が、――委員長、よろしい

ですか」と呼ぶ） 

○農林水産政策課長（小堀千年君） まず、現
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在の後継者といいますか、新規就農者の数でご

ざいますが、平成２７年度は３８名でございま

した。ちなみに、ここ３カ年ほどの調査の結果

を申し上げますと、２５年が３５名、２６年が

やはり３５名。で今申しましたように２７年度

が３８名といったところで、ここ数年は３０名

を超えたところで推移してきているところでご

ざいます。それから、農事研修センター費の２

９８万ほどの減と、この内訳が人件費といった

説明が次長のほうからございましたが、もう少

し具体的に申し上げますと、農事研修センター

４名の職員がおりますが、この職員の人事異動

による人件費の減で、人員自体４名は変わって

おりませんが、異動で給料、手当、共済費等の

合計が２１０万ほど減と。このほか、昨年、農

事研修センターの駐車場の照明灯が老朽化によ

り破損といいましょうか、倒壊の危険がござい

ましたもんで、その交換が昨年は６０万ほどあ

ったというふうなところ。 

 それから、分析のため、ＣＥＣという項目、

分析するための機材関係に１０万と、昨年はあ

った。これが今年度そのまま減ってきたと。合

わせまして２９８万程度減となったところでご

ざいます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 説明ありがとうござい

ます。まずは今説明があった農業後継者の育成

費の中でですね、数字も示されていただきまし

た。２７年が３８名ということでありますが、

その中で右の欄の説明のところを見てくださ

い。節と説明のところですね、担当部は申しわ

けないんですが、食育については２５万９００

０円、一昨年が４万円でしたので、これについ

ては２５万９０００円、農事研修センターの自

主事業はですね、ことしは、一昨年が１１０万

ぐらいあったのが、今回については９３万とい

うことなんですね。で、３８名という方が今回

の新規就農者であるということになれば、おの

ずと数字としては、この右の欄というのは上が

るのが通常じゃないかと思うんですよね。その

自主事業、どういうふうな自主事業をされる

か。新たな、ここらあたりをですね、後継者の

育成をするわけですので、新規就農も含めてで

すね、私は予算計上をもう少ししてよかったん

じゃなかろうかと。そしてまた、新しい新規事

業をですね、しなければ、よそのやはり農業の

産地、他県にですね、負けるというふうなです

ね、私は気がしてならなかったから、今その質

問をしているんですけれども、そこらあたりに

ついての見解を聞かせてください。その下の農

事研修センターの説明についてもありました。

これについては、先ほど次長から人件費とあり

ましたけれども、ことしも一昨年の──ことし

は４人ですけれども、一昨年に私は決算審査で

質問した経緯があります。病気療養で、これは

欠席があったとかなんかで、これは私は記憶で

すので、そこらあたりについては間違いがあれ

ばですね、訂正をさせてください。間違いがな

いと思います。そういう中で、ことしは予算計

上に４人の計上をしてありますね。４人。その

中で人件費と言われましたので、２９８万とい

うのは一昨年度そういう一つの欠員があったか

ら、その見通しで２９８万計上されたのかです

ね。その中でも４人という一つの計上の中でな

ぜ△になるのかと、私は不思議でならないんで

すね。そこらあたりをお聞かせいただき、それ

をまず簡単に結構です。こういうこと、こうで

ありますからと、私が理解すればいいことであ

りますので、そこらあたりちょっと聞かせくだ

さい。 

○委員長（大倉裕一君） 小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 先ほど人

件費の減が２９８万のうちの２１０万ほどが人

件費の減といった御説明いたしましたが、人員

的には４人と変わってないんですが、当然若手
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職員とベテラン職員といった給料の差がござい

ます。この人事異動によりまして、職員が１名

変わったことによりまして、これだけの差が出

てきているといったところでございます。 

 それから―― 

○委員長（大倉裕一君） 農業後継者の費用が

上がっていないところの見解―― 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。農

事研修センターの自主事業でございますが、御

指摘のとおり１７万９０００円ほど、昨年の予

算から減額となっておるところでございます

が、これにつきましては、この主な事業でござ

います農業技術者養成講座というのを、この事

業の中でやっておりますが、昨年は宿泊を伴う

研修を計画しておりました。そういった関係で

予算もそれなりの予算を確保したところでござ

いますが、なかなか宿泊研修という部分に参加

をいただけないといいますか、厳しいといった

状況もございましたもんですから、本年度とい

いますか、来年度につきましては日帰りの研修

というようなところで計画したところでござい

まして、その分が減額になったところでござい

ます。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございま

す。小堀課長、要はこの予算書を見た中で、私

が今その質問をしているわけでありますので、

よろしければ新規事業が冒頭なかった──もう

少ししなさいよという質問でありますので、そ

こらあたりについてはやはり受講する方々、そ

してまたそういう後継者、新規就農者の方々を

含めてでありますけども、やはり魅力ある事業

をするのかしないのかということにかかってく

ると思うんですよね。だからこそ、人づくりな

り、やはり作物づくりのその根底というのはど

ういうところに彼たちが魅力を持って、農業に

取り組む中でですよ、そして農業所得を上げる

という、そういう事業をしてほしいというふう

に、これはもう要望しておきますからですね。 

 その下の農事研修センターの中でですが、土

壌分析の診断事業、これが一昨年より減ってお

りますよね、５５万４０００円でしょう。一昨

年が１００万ぐらいありましたでしょう。今回

減っていますよね。となりますと、土壌分析診

断というのはもう農事研修センター、これしか

ないんですよね、今のところですね、事業的

に。私は、なぜ──これは毎回のように農事研

修センターの充実をしなさいということで、私

の自民党の先輩議員が、この農事研修センター

をですね、大変しつこく質問された大先輩がお

られます。これは、昔やはり農事研修センター

で泊まり込みで研修した中で、大変後継者の心

のつながり、そしてまた宿泊しながらですね、

勉強した恩師の気持ち等々を言われた方が質問

されたことを耳に今でも聞こえてくるような気

がしてなりません。そういう中で、鏡に移転を

８年前にしたわけでありますけども、ここらあ

たりの充実をしてほしいということを常に言っ

ておりましたが、土壌分析の診断事業にもとも

と私が携わったときにはですね、移動車があっ

たんですね、分析移動車というのが。今ありま

すか。検診移動車。 

○委員長（大倉裕一君） はい、柿本農林水産

政策課副主幹兼農事研修センター所長。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） はい、今御質問の件ですけ

れども、分析診断車というのは以前ございまし

て、ただ車のほうが非常に老朽化しておりまし

たもんですから、それを軽乗用車に変えまし

て、分析車ということではないんですけども、

そういったことで車の交換をやっております。

それで、車的な機能はなくなったわけですけど

も、その分を地域のほうに入ってですね、出張

回収みたいな試みを前年度からやっておりまし

て、今年度も山間部とかが持ってきにくいとい
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うような要因で、なかなか土壌分析の件数が上

がっていない部分もありましたもんですから、

そこら辺をさらに今後詰めていきたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 柿本所長ありがとうご

ざいます。ぜひともですね、そのように。今の

今回の予算書については、これは予算編成を修

正せろとは言われませんから、ことし１年間は

この予算でやっていただきたい。来年度に向け

てはですね、新しい検診指導車をですね、現地

に個々の就業農業者の方々とその現地でです

ね、その分析の結果をしながら、その作物の生

育状況を見ながらですね、やはり診断をすると

いうことをですね、私は考えていただきたい。

これがですね、本当の農業のまちとしてです

ね、何か先駆的なＩＴの中でですね──これか

らＩＴの時代です。そういう中で、すばらしい

検診車をですね、購入できるように垣下部長の

置き土産としてですね、私はぜひともですね、

これを財政部にお願いしていただきたいという

強い要望をしておきます。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） はい。ほかにござい

ませんか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） はい、８５ページ

の、先ほど説明がありましたけれども、八代産

材利用促進助成金ということで予算が組まれて

います。その中でリフォームに対して助成を行

うというので、新築に対しては４５０万、それ

から増改築やリフォームに関しては５０万とい

うことで、この概要にはね、明記されておりま

すけれども、もう少しこれを詳しく説明してい

ただけませんか。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、八代産

材の利用促進事業の中の住宅助成についてのお

答えをいたします。 

 住宅助成の新築に関しましては、坪数に補助

単価４０００円を掛けまして、上限を２０万円

といたしておるところでございまして、増改

築、リフォーム、これは平成２５年度から追加

で取り組んできてるところでございますけれど

も、これは坪数に対しまして１万円の補助、上

限を１０万円としております。で、予算上は、

リフォームに対しましては５件を想定をしてお

るところでございますが、これまでの実績を申

し上げます。平成２５年度新築に関しましては

４３件、増築リフォームが１件、２６年度新築

が２９件、増築リフォームが２件、２７年度に

関しましては現在進行形でございますが、新築

１７件、リフォーム増築がゼロという結果にな

っております。ということから、うちとして

は、もう少し申請が上がってもいいのかなとい

うことで、希望を込めて予算を確保しておると

ころです。 

 以上です。（委員笹本サエ子君「ありがとう

ございます」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） ありがとうございま

した。この住宅リフォームに関しては、この間

ですね、議会でも多くの方が一般質問等にも取

り組んでおります。直接のね、担当じゃないと

思いますけれども、やはり八代産材をね、大い

に活用するという意味でも、私は積極的にね、

担当課からもプッシュしていただきたいと思う

んですね。大事な事業が熊本県内でも八代はお

くれてるということになっておりますので、こ

の点についてはね、ぜひ担当課からもプッシュ

していただきたいと強く要望しておきたいと思

います。 
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 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ２点ほどですね、質問

させてください。 

 ８３ページ、款・農林水産の項の農業費の中

での目の９なんですが、水田営農活性化対策推

進事業費、これの前年度と本年度を比較した中

で１００万程度、比較が増になっております

が、先ほど来、部長からもいろんな総合的な振

興策も含めてあったんですが、米づくりという

のがほとんど出てこないんですよね。言葉にも

あんまり出てこないんですけども、米の問題と

いうのは避けて通れないＴＰＰの問題がありま

す。これはもうはっきり言ってから、ＴＰＰの

関税がなったときには、米は大打撃でありま

す。これはもう今の価格の３分の１には絶対な

るだろうというふうなことまで言われておりま

すが、ここらあたりについての今、この数字を

ですね、見ましたところ、戸別補償の、所得に

ついてのこの１３００万についてはですね、私

はこれはもう一昨年も１４００万ぐらいでした

ので、大体変わらないと思うんですけれども、

飼料米が新しく新規で今回１６０万計上してあ

りますね。飼料米の拡大支援事業とともに、普

通米というとは、米のですね、飼料米じゃなく

してから普通米ですね。これに取り組む予算も

計上してないんですけども、今までずっとあり

ました。ここらあたりのですね、普通米米づく

りの支援、この事業をですね、どう取り組まれ

るのか、そこらあたりをひとつ聞かせてくださ

い。予算計上がしてないというのをですね、ま

ずは目がそちらのほうに行ったもんですからで

すね、数字としては。 

○委員長（大倉裕一君） 答弁はどなたです

か。田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 委員御質問の普通米の振興対策という部分の

予算については、確かに今年度計上しておりま

せん。現在、八代市の米に関してですけれど

も、現在は飼料用米それと飼料用稲の作付が急

激に伸びている――すみません、飼料用稲はか

わりません。飼料用米のほうの作付が非常に伸

びているというところで、逆にそれは八代市に

限ったことではございませんで、九州において

は、非常に飼料用米の作付面積がふえていると

いうのが現状でございます。その中で、飼料用

米に関しましては売り先がきちんと確保できな

い。要するに契約になりますので、売り先をき

ちんと担保するという部分がございます。その

中で今回１６０万を計上しているのは、この１

６０万におきまして、ソフトグレインサイレー

ジと言いますけれども、稲の粒をですね、水と

乳酸菌と一緒に密封しまして、それで半発酵の

状態で牛とか家畜の餌についてのものについて

実証試験を行うという事業でございます。こう

いう形でですね、少しでも付加価値をつけて飼

料用米の売り先をまず確保するというのが、現

在、八代市の米をつくっていらっしゃるところ

で飼料用米のほうは伸びておりますが、そうい

うところの売り先を今後もきちんと担保するた

めに、今年度はこちらのほうの事業で予算を計

上させていただいているという状況でございま

す。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 田中係長か課長かわか

らぬけれども、今新しい事業をなされるという

のは、私は反対じゃないんですよ。これはすば

らしい事業なんですよね。だから、今説明があ

ったんですけども、これは飼料用米にして、国

がですね、この方針をずっと飼料米については

ですね、国内の需給の中で確保しようと、国の

政策の中でこの事業というのは進んでいるんで
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すよね。だから、やっぱり地方としては、やっ

ぱり米作地帯、水田地帯についてはですね、こ

の事業は進めるべき。十二分にですね、今言わ

れたような説明のようなやり方の中でですね、

推進をしてください。これは、私は何もありま

せん。事業はしていただきたいと思いますが、

その米に関して、飼料米が進んでいるとき、面

積を普通米の割合と飼料米の割合の数字を示し

てください。──委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 後から資料、個人的で

も結構です、聞かせてください。わかります

か。（農業振興課副主幹兼農産係長田中和彦君

「はい」と呼ぶ） 

 どうぞ。 

○委員長（大倉裕一君） はい、田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 平成２７年度の経営所得安定対策のデータで

ございます。まず、八代市の水稲の作付面積の

合計が４８７６ヘクタールでございます。この

中で、加工用米の作付面積が約５７０ヘクター

ル、主食用ですね──食べるための作付面積が

３５４ヘクタールということになっておりま

す。数字上で見ますと、現在、八代市において

は主食用よりも加工用のほうの作付のほうが上

回っておるという状況でございます。（発言す

る者あり）済みません、３０００ですね。失礼

しました。（発言する者あり）失礼しました。

主食用米のほうが３５４０ヘクタールでござい

ます。済みません、私の単価が間違っておりま

した。加工用米はそのままですね、５７０ヘク

タール。（発言する者あり）済みません。（発

言する者あり）申しわけございません。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 質問の趣旨をよく理解

していただきたいと思うんですけども、加工米

についても普通米であるわけですよね。飼料米

についての、私は比較はどうですかと質問した

んですね。飼料米の面積。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい、済みません。 

○委員長（大倉裕一君） はい、田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 済みません、飼料用米のほうが７６０ヘクタ

ールでございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ４８００の中での飼料

米は７００ということで、私は推進をしなさい

ということの推進派でありますが、やはり売り

先をしっかりしてから売り掛けがないようなで

すね、状態をしっかりつくっていただきたい、

確保していただきたい、これが私の要望です。

ですから、普通米、加工米を含めて、普通米に

ついてをですね、その施策というのが現になか

ったということを、計上してないということを

認められましたので、よろしければ部長、力強

くこの米づくりにはですね、力点を置いてくだ

さい。よろしくお願いしときます。 

 次、よろしいですか、続けて。 

○委員長（大倉裕一君） はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 水産部です。款の農林

水産業費と項の水産業費、８７ページ。 

 本年度と前年度を比較して△の１１００万、

△でありました。見送った理由についても沖田

課長から説明をいただきましたので、これにつ

いては後のしっかりしたですね、港の整備等に

ついてはことし検討していかれるということで

ありますので、大変歓迎をしております。やは

り整備をしなければ、船は外に出ることもでき

ません。漁業をですね、漁獲をすることもでき

ません。そういうことで、本当に苦労があった

中でのですね、この計上だと思いますし、また

担当としてはですね、日ごろの努力に感謝をし
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ております。 

 その中で栽培漁業の振興として、私のこれは

要望であります。これが大体一昨年も本年度も

ほとんど２１００万ぐらいで変わりません。こ

の予算の概要の説明の中でもですね、稚魚につ

いても、そしてまた、いろいろと毎年どれだけ

の予算をつけられるかって、苦労なされて、財

務部は、まあこれくらいでよかろうと言ったか

もしれません。けれども、本当に先ほど来、上

村委員からも質問がありましたように、水産業

の発展というのを考えた中でですね、いかに上

村委員が言われました、あのやはり蛇籠からで

すね、漁獲高、水産の振興の中で漁獲高の中で

にぎわいがあったというのをですね、そういう

のがかかれば、アサリ貝の稚貝から、アサリ貝

そしていろんな稚魚があります、この概要の中

でですね。それを養殖という一つの立場に立っ

てですね、考えていただければ、私はその養殖

の研究をですね、どんどん、どんどん八代海、

そしてまた、八代の水産業の方、漁業者の方々

にですね、やっぱし認識をしていただいて、そ

の養殖技術の向上の中でも何かの事業をしてい

ただきたい。ただ、ばらまくだけじゃなくして

ですね。ばらまくのも大事であります。これは

もう自然にばらまくわけですけんで、私は、こ

れはこの予算でも少ないんじゃなかろうかと。

大変沖田課長あたりは苦労なされて、財務部は

理解できなかったと思う。財務部の方々、財政

わかりませんけども、まずははっきり言ってか

ら海面調査あたりに行っていただければすぐわ

かると思います。魚がいません。なぜいないの

かということをですね。水質の調査も、私たち

は議会としては海面調査をやります。その中

で、その現地を見るわけですので。まず担当部

じゃなくしてから、財政財務部がですね、まず

見ることが大事ですよ。 

 そういうことで、栽培漁業の振興事業をです

ね、よろしかればことしはこのままで行って、

そしてまた、財政部にもですね、理解できるよ

うな、そしてまた、漁業者の方々に夢を持たせ

るようなですね、そういう新しい研究の中での

事業を進めて項目をつくっていただきたいとい

う強い要望でありますし、沖田課長がどんどん

上に上がられるのにはですね、私は絶対その予

算は、この水産振興費の中で出てくると、来年

までは見届けていきたいと思っておりますの

で、強い要望をしておきます。 

○委員長（大倉裕一君） 要望でよろしいです

か。 

○委員（山本幸廣君） 要望で結構です。じ

ゃ、何か見解があればひとつよろしく、沖田課

長。（笑声） 

○委員長（大倉裕一君） はい、沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） しっかり頑張

っていかなければならないと改めて感じたとこ

ろでございますが、少し栽培漁業に関しまして

御報告なりさせていただければと思います。 

 放流事業に関しましては、平成２６年度から

１０００万円を増額して取り組んできたところ

でございます。委員おっしゃるように、今から

つくり育てる漁業へとの転換が必要だろうとい

うことで、鏡のカキ養殖がその先進的な事例に

今なってるというような状況で、アサリに関し

ましても、今までは稚貝を放流して、それを成

貝になして漁獲をするという手法を取っており

ましたが、先ほど御説明しましたように、ケア

シェルで稚貝を母貝に育てたりとかいう資源の

回復に努める、それらの取り組みが最近、漁民

の方の理解を得られるようになってまいりまし

た。漁業者の方と一体となって連携しながら、

さらに進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。今、沖田課長から鏡のカキの関係を言われ
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ましたけれども、私もですね、ちょうど２５日

ぐらい前に、長崎県、佐賀県にカキ養殖から、

そしてまたカキを食べさせるところに行ってま

いりました。ところがどっこい、あそこはもう

はっきり言ってから、佐賀県はそれで飯食うぐ

らいのですね、そういう観光のにぎわいです。

ちょうど観光バスが１００台ぐらい来てました

ね。漁場を４カ所ぐらい見に行きまして、そこ

で昼飯食べてからですね。まあ、それは見事な

もんです。まず行ってください。見事なもんで

す。あれで大体何億というといけませんけれど

も、大変な億の金を上げとるということをお聞

きしてですね。そういうことを考えた中で、鏡

なり、八代の漁協、今回鼠蔵に仕掛けようかな

と私は思ってるんですけれども、それくらいの

ですね、にぎわいでありますので、鏡について

もですね、漁業についても一生懸命、１つじゃ

なくて３つ、４つできるような市の支援という

のをですね、していただければなと思います。 

○委員長（大倉裕一君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい、結構です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 忘れておりました。地

籍調査事業です。提案の説明の中でもですね、

全体の進捗率は平成２６年度末で５２.６８％

というですね、２８年の対象事業のエリアも八

代で０.７８平方キロ、東陽で１.９６平方キ

ロ、泉１０.６３平方キロと。最終年度は平成

６０年というふうな説明でしたが、あと３２年

ありますわな。もう合併したから、こういう形

になっとっとかなとも思うんですが、１９名し

かいない中でですね、対応していくのにこうい

う分散させた形でいくのがいいのか、集中し

て、例えば、山から攻めてくる。私のところの

エリアがやったときですね、もう年寄ってしも

うて、山の区分もわからんごんなってきよると

いうような話が相当長い間あってですね、坂本

も長いこと、予定年度を越えてやってきまし

た、その中で、泉、東陽となったらですね、も

う高齢化も５割超えてくるような中でですよ、

あと３０年て言うでしょう。恐らく地権者も

ね、もう全然、わかっとっても登れないとか

ね、行けない。推進委員さんを頼んでもね、推

進委員さんは全部が全部自分が知っとらすわけ

じゃなかっですけん。この人たちも今から３０

年ていうならね、幾つになんなっですかていう

話ですよね。 

 これ、どうですか。何か集中して、例えば、

山んほうから平野に攻めてくるとか。恐らく平

野が進まないのは筆数が多かけんでしょう。山

間部は、筆数が少なくて面積が広かけん、これ

だけ進んでいく計画になっとっとでしょうけど

ですね。そこんところ、そういうふうに予測を

すっとですが、分散するよりも集中してやると

いうふうには考えられるとですかね。それとも

もうちょっと、――これは、県がある程度割り

振って、予算決めてくるけんですね。人員ふや

しても、それはあとは単独の持ち出し分でしか

なかろうけんで、地籍調査にかかる費用という

のはですね。それでもどうにかしようというよ

うなことはなかですよね。どうですか、そこの

ところは。本当あと３２年って言ったら、誰も

いなくなる、そのほうがね。 

○委員長（大倉裕一君） はい、橋本地籍調査

課長。 

○地籍調査課長（橋本勇二君） 課長の橋本で

す。ただいま上村委員さんの御質問内容ですけ

ど、決算委員会のほうでは、地籍事業の完了年

度ですね、平成５６年度で終わらせておりまし

たが、本年度末に若干単価等改変がありました

関係で、再度見直しを行いましたところ、今回

の一般質問で答弁させていただきましたとお

り、最終年度が平成６０年度ということで若干
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後退いたしました。そうすると、今、上村委員

御心配のですね、これからあと３２年もかかっ

ていくのに、現地の境界を知る人たちも高齢化

してだんだん少なくなっていく。地籍調査とし

ては、もうちょっと早くできないかというよう

な御質問ですけど、例え話の中でありました、

分散してやったほうがいいのか、それとも片側

からですね、集中的にやったがいいのかという

お考えもありますけど、実際現在の状況としま

しては、泉、東陽の山間地域の調査につきまし

ても、集中してやるためには、事前の所有者等

の調査もデータ的に多くなりますし、あと実際

は山間地域の境界等につきましては、国有林関

係等の境界がございますので、そちらにつきま

しては、営林署の立ち会いが必要となります。

そちらの事業量もかなりですね、多くなりまし

て、担当の職員さんも少ないもんですから、集

中的にやるにはちょっと現状では無理な面がご

ざいます。 

 なかなか高齢化率も高くなりまして、おっし

ゃるとおりなんですけど、国の事業費につきま

しても若干ですけど、単年度当たりの事業費、

これもカットがされてきておりますので、なか

なか大規模に展開するようなこともできなくな

っております。また、委員御心配の１９名体制

で現在やっておりますけど、そちらのほうもか

なり職員の数をふやさないことにはですね、一

度に大きく面積を広げることは難しい状況にあ

ります。現況の状況についての説明となりまし

たが、よろしくお願いします。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 苦しい胸の内は、十分

もう以前から知っとるからわかっとるけどです

ね。まず最初に取りかかってから終わるまでの

年数とね、今の計画年数がほとんど変わらぬよ

うな状態っていうのがね、やっぱりあらこれき

ついなというふうに思うわけですよ。国のほう

の予算が減らされてきておるということだから

ですね、しようがない部分があっとですけど、

うちあたりがそいけん、一時期ね、持ち出しを

ふやしてやった時期もあったですよね。もうち

ょっと早うせんかいということで。一つには、

やっぱり終わったところと終わってないところ

のですね、やっぱり不公平感が３０年にわたっ

て続くと。確定したところはちゃんと書類的な

整備してしまえば、それからすぐ課税対象にな

ってくるわけですけんで。そういうことからす

れば、やっぱりこの同じ八代管内にあっても

ね、やっぱりこれだけ違ってくるというような

ことは確かに現実としてありますよね。だか

ら、本来なら短期間に集中してすべきものだけ

ど、そういうふうには許さない、人も許さな

い、財政力も許さないというふうなことでです

ね、苦しい立場でしょうが、先に何らかの新し

いですね、手のつけようがあったらですね、そ

んなふうな形をぜひ模索してですね、本当に恐

らく３０年先はわからなくなるというふうに

ね、思いますのでですね。事前調査というのが

やっぱり大事かなというふうに思いますので、

補助的な意味からもね、そっちのほうをある程

度進めといてから、本格的に入るというのがで

すね、やっぱり、――そっちのほうの事業に少

し予算でもやっぱり回しとったほうがいいのか

なと。補助的な部分もですね、事前準備をしと

けばですね、いいのかなというふうに思うとき

もあります。もうちょっと何か合理的なやり方

がないのかなというふうにも思うわけですが、

ここ何十年も続いてきたことだからですね、も

う一概に今ならんと思いますが、ぜひですね、

きついながら、これも地籍もやった人でない

と、この苦しさ知りませんもんね。夏場の山の

苦しさというのをですね、山間地においては。

だから、やっぱりその苦労もわかりますのでで

すね、ぜひ合理的な進め方を今後やっぱり計画

して進めてやってください。たった数年の間に
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ね、やっぱり８％近い年度は遠くなっちゃった

んで、最終完了年度がね。そういうことで、昔

からしたら、大変整備された今地籍調査事業の

部分に入ってきてますからですね、御苦労です

が、頑張ってやっていただければなというふう

に思っています。一応希望として言っておきま

す。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か、１つ。 

○委員長（大倉裕一君） 要望ですので、大丈

夫。 

○委員（山本幸廣君） 答弁、よか。要望でよ

か。（委員上村哲三君「はい、よかです。私は

終わりました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど村川委員からの

質問がありましたトマト黄化葉巻病対策の新し

い、新規の事業でありますね。これは私は本当

の関係の、特に垣下部長初め、担当の職員の方

々には心から感謝いたします。さっきも私が要

望したこの新規、なぜ黄化葉巻病対策が出てな

かったんか、予算が計上してなかったんかとい

うことで質問をした中でですね、この新しい事

業の中でも、先ほど来、村川委員から質問出ま

したように、家庭菜園の農業者へのですね、病

気の拡散を防止するという中で、その配布の仕

方というのは先ほど指摘がありましたですね。

これについては、村川委員言われた、やはりあ

あいうところにですね、お願いをして配布する

のが一番いいと思いますし、またＪＡにまずは

お願い、役所の本庁じゃなくしてＪＡと、そし

てまたいろんな出荷団体がありますよね。そう

いうところについてもですね、大体そういうと

ころに配布すれば近所の方々、市内の方々大体

わかるんですよね。で、そういうことで農家に

も──非農家の方々おられます。だから、ここ

らあたりについてもですね、団体営の方と出荷

団体、それと今のナフコとかそういうホームセ

ンターとかですね、そういうとこに販売を徹底

していただきたいと思います。 

 それから、チラシの問題の４５万６０００円

計上してありますね。この４５万６０００円、

この横に等という、などということがどこどこ

でも出てくるんですけれども、これがなければ

いけないんですけれども、この啓発のチラシの

４５万６０００円、これも私は大事な事業だと

思います。これについてはですね、予算の内訳

の中で。と同時に、もともとは農家に対して１

０アール当たりに何枚ということで農家に配布

をしとったのが現在それができないという予算

計上の中で、財政が厳しいということの中と同

時に、村川委員が言われた１割か何割は今でも

黄化葉巻病というのが発生しておるんだという

ことでありますので、今後、ここらあたりにつ

いても現地を調査しながらですね、検討をして

いただき、もし異常発生がしたときには補正で

も組むというですね、そういう対策はしっかり

とっとっていただきたいと思います。 

 同時に、黄化葉巻病のですね、周知徹底をす

る中でもですね、講習会等をですね、開く。こ

の等の中に講習会等もですね、していただけれ

ば。もし予算が足らぬときは予備費からでも結

構だと思いますので、どうかひとつそこらあた

りについては御検討方していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○委員長（大倉裕一君） 豊田農業振興課主幹

兼園芸畜産係長。 

○農業振興課主幹兼園芸畜産係長（豊田浩史

君） 豊田でございます。黄化葉巻病対策につ

きましては、まず、一般の家庭菜園に対する粘

着板の配布は、今回予算に計上しております

が、トマト生産農家さんに対する対策としまし

ては、例年啓発チラシを配布しまして、また巡

回して圃場に作業されていらっしゃる農家さん

直接どうぞ御協力くださいということで、６月

２０日から８月２０日までのトマト栽培自粛期
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間、それを呼びかけております。といいますの

は、２カ月間圃場にトマトがないということに

なりますと、黄化葉巻病もシルバーリーフコナ

ジラミの生息域がなくなるわけですので、その

間で自作への黄化葉巻病の持ち込みがなくなる

ということが研究されております。ですから、

その期間、植物がない状態を２カ月間つくれば

いい。ただ、その期間に一般の家庭菜園では、

トマトやナス、あとキュウリなど栽培されてお

りますので、そこからの圃場への持ち込みを防

ぐために今回予算を計上したところでございま

す。 

 一方で、農家さんによりましては、早い栽培

をされる場合もございますので、そちらのほう

もですね、ぜひとも八代市全体としての協力を

お願いするということで、早植えされていると

ころには個別にですね、伺いまして協力をお願

いする。しかしながら、植えられたらもうどう

しようもないんですね。ですから、そういう場

合は防虫ネットなどの徹底した施設をお願いす

るなどということをしてまいりました。 

 今回は、講習会とは申しませんが、全ての生

産団体、出荷団体さんを、４月に入りまして、

皆さん一堂に会したところでですね、この栽培

自粛期間の徹底、それと農家側によります黄化

葉巻病の徹底対策というのをですね、一度全生

産関係者で共通認識を持って、八代市全体で撲

滅に取り組みましょうという農家側への呼びか

けをまず第１段階でしていきたいということ

で、現在、県と一緒に調整しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 豊田係長、本当ありが

とうございます。ぜひとも実行実施していただ

き、そして加えて県と国交省にね、やはり球磨

川の左右の堤防の除草も含めて、県も一緒で

す。そこらあたりについてはですね、早目ので

すね、コナジラミが発生する前の段階で、私は

草刈りをしていただくようにお願いをしておき

ます。 

 もう一つでありますけど、ことしは７００

万、畳の張り替えの事業が７００万計上してあ

りますね。その一昨年の実績をちょっと聞かせ

てください。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 委員お尋ねの、実績でございますが、平

成２４年ぐらいからよろしゅうございますか。

（委員山本幸廣君「２６年からよか」と呼ぶ） 

 はい、じゃ２６年でございますが、予算額５

００万に対しまして決算額４７１万４０００円

です。利用者数は４５２戸です。平均畳がえ数

が１０.４畳ということになっとります。ちな

みに、ことしの平成２７年の現在、３月の頭の

予定の数値を申し上げますと、これは参考でご

ざいますが、決定じゃありません。利用者数が

４４３名、４４３戸です。それで、今のところ

の決算額に近いといいますか、予算内で４８３

万５０００円の３月の着地予定数ということ

で、今把握しております。平均畳数が１戸当た

りが１０.９畳ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 課長ありがとうござい

ました。これからひとつ張りかえの推進の運動

を進めていただき、市の中心市街地の活性化も

含めてありませんけども、言葉が出ますけど

も、この畳産業の消費の拡大をですね、どんど

ん、どんどん進めていくためにも、この事業を

効果的にですね、予算が消化できるように体制

をつくっていただくように切にお願いし、また

要望しておきます。 

 以上です。 
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○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で第５款・農林

水産業費及び第１０款・災害復旧費についてを

終了いたします。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午後２時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３９分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明を願い

ます。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 池田経済文化交流部

長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それで

は、議案第１０号・平成２８年度八代市一般会

計予算、第６款・商工費、第９款・教育費の関

係分につきまして、後ほど宮村総括審議員兼次

長が詳しく説明をいたしますが、私のほうか

ら、各分野ごとの主な施策につきまして御説明

するとともにですね、方針の一端を述べさせて

いただきたいと思います。済みませんが、座っ

て説明をいたします。 

 まず最初にですね、御承知のとおり平成２７

年度組織機構改革に伴いまして、商工政策課、

それから観光振興課、国際港湾振興課、文化振

興課、それからスポーツ振興課のですね、５課

体制の経済文化交流部が新たに設置されており

ます。多岐多様なですね、行政運営が求められ

ますけれども、そのためにはですね、情報共有

など５課の連携がより重要だと感じておりま

す。 

 それではまず、商工振興関係でございます

が、最初に商業振興の施策として、新たに熊本

県小規模事業者おうえん資金制度等の利用者に

対しまして、信用保証料の補給制度を創設をい

たしまして、小規模事業者等の経営支援並びに

創業支援を考えております。また、八代市の商

業振興、商店街の活性化につきましても、商店

街活性化事業と各種制度を実施いたしまして、

商工会、商工会議所等ともですね、連携しなが

ら取り組んでまいりたいと思います。 

 次に、工業振興関係としましては、積極的に

企業訪問を実施いたしまして、企業誘致に努め

てまいりたいというふうに考えております。な

お、平成２８年度からはコールセンターを初め

とした事務系企業の誘致制度及びフードバレー

構想に関連した食関連産業設備投資支援事業を

新設し、さらなる地域振興と雇用の拡大に努め

てまいりたいというふうに思います。 

 最後に、雇用関係としましてはですね、直近

の八代管内の有効求人倍率１.３９倍と高い数

値になっておりますが、企業側と求職側とので

すね、ミスマッチや製造業、介護福祉関係など

の業種では慢性的な人手不足か続いておりま

す。 

 そこで、雇用の拡大及び安定を図るためにで

すね、特に高校新卒者の地元雇用促進に関し、

今後もハローワークや県などの関係機関と連携

を図ることはもとより、地場企業、魅力発信事

業など、若者の地元就業促進策を講じてまいり

たいと思います。 

 次に、観光振興に関しましては、外国人観光

客を含む多種多様な嗜好を持つ旅行者の満足度

を高め、観光客の入り込み数をふやしたいと考

えておりまして、一般社団法人ＤＭＯやつしろ

とも連携しながらですね、着地型観光推進事

業、海外誘致促進事業などの実施を予定いたし
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ております。 

 特に、着地型観光推進事業としてですね、市

内における農林漁業を初めとする地域資源を再

発見し、それを新たな観光資源に磨き上げ、観

光商品として売り出す八代きなっせキャンペー

ン事業の展開を予定いたしております。また、

本年は八代妙見祭のユネスコ無形文化遺産登録

や全国山・鉾・屋台保存連合会総会の八代大会

が予定されており、文化振興の取り組みと連動

しながら観光客誘致に努めてまいりたいという

ふうに思います。 

 さらに、今年度も多くの海外大型クルーズ客

船寄港が予定されており、外国人観光客の本市

での消費を促すため、引き続き受け入れ体制の

整備や海外に向けてのアプローチを実施するこ

とといたしております。 

 次に、八代港の振興についてでございます

が、国際コンテナ貨物の集積につきましては、

県及び港湾事業者との連携によりまして、平成

２６年には過去最高を記録し、平成２７年は中

国の景気後退の影響はありましたものの、ほぼ

横ばいの取扱量となっております。また、昨年

には平成１１年の航路開設以降、通算２０万Ｔ

ＥＵを達成したところでございます。しかしな

がら、国際貿易港としての地位を確立するため

には、大型ガントリークレーンの設置とあわせ

て、新たなコンテナヤードの整備に向けた早期

の取り組みが必要となることから、港湾管理者

であります熊本県に対しまして、本市だけでは

なく県南地域の官民一体となった要望活動を行

ってまいりたいと考えております。 

 なお、八代港の知名度の向上や経済効果が期

待されますクルーズ客船につきましては、これ

までの誘致活動の成果があらわれ、平成２７年

度には１１隻の海外からの寄港があり、平成２

８年度も同程度の寄港が予定されております。 

 八代の歴史文化はもとより、県南地域を観光

資源として周遊いただけるよう、積極的なＰＲ

を行ってまいりたいと思います。 

 また、クルーズ船の寄港に際しましては、今

後も貨物船優先を原則としながらも、最大限の

入港調整をお願いしてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、文化振興関係についてですが、教育費

のうちですね、経済文化交流部が所管をいたし

ております事業について御説明をいたします。 

 まず、文化財の保存管理関係では、国指定史

跡の八代城跡群につきましては、平成２７年度

から２９年度までの３カ年かけまして、保存活

用計画の策定を進めております。また、八代妙

見祭関係では、全国山・鉾・屋台保存連合会の

総会が、本市におきまして１１月２２日と２３

日に開催されます。さらに１１月末から１２月

初めにかけまして、妙見祭を含みます全国３３

の山・鉾・屋台行事がユネスコ無形文化遺産に

正式に登録されるものと期待されております。 

 今後も、本市の文化財のより一層の保存継承

に努めますとともに、八代の宝から世界の宝へ

と羽ばたく妙見祭につきましては、保存振興会

を初め、関係機関と連携を密にし、保存活用に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、スポーツ振興についてでございますけ

ども、まず体育施設関係ですが、主な整備事業

といたしまして、大規模なスポーツ大会等の誘

致を進めるため、スポーツコミュニティ広場の

現在１４面あるテニスコートを１６面とするた

めのコート増設工事及びそれに伴う駐車場拡張

工事を実施いたします。また、本市には弓道遠

的競技、アーチェリー競技ができる場所がない

ことから、鏡武道館内の近的場に併設し、遠的

場の整備を行います。 

 今後もスポーツの普及促進を図り、本市のス

ポーツによるまちづくりを推進してまいりたい

と思います。 

 スポーツ振興関係につきましては、２０２０

東京オリンピックを契機としまして、オリンピ
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ックや国際大会への本市出身選手の出場を目標

に、ＮＰＯ法人八代市体育協会が実施する八代

市トップアスリート育成事業への補助を引き続

き行ってまいりたいと思います。また、オリン

ピックを初めとする大規模なスポーツイベント

は、スポーツをする、見る、支える全ての人を

魅了し、市民のスポーツへの関心を向上させる

ものであることから、２０１９年のワールドカ

ップラグビー、２０２０年の東京オリンピック

・パラリンピック大会の代表各国のキャンプや

２０１９年の女子ハンドボール世界選手権大会

など、このような大規模スポーツイベントに関

連した大会や合宿等を誘致するため、関係団体

と連携し、誘致活動を行うことといたしており

ます。この後、予算の内容につきましては、宮

村総括審議員兼次長が説明をいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、宮村経済文化

交流部総括審議員兼次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、皆さんこんにちは。（｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）今御紹介いただきました経

済文化交流部の総括審議員兼次長の宮村でござ

います。私のほうで説明させていただきます。

長くなりますので、座って説明させていただく

ことをお許しいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 それでは、議案第１０号・平成２８年度八代

市一般会計予算のうち、経済文化交流部関係に

つきまして説明させていただきます。 

 予算書の１６ページをまずお開きいただきた

いと思います。 

 １６ページでございます。款６・商工費の当

初予算額は１５億２８０５万５０００円を計上

いたしております。前年度予算額が１４億３７

５０万７０００円ですので、比較いたします

と、９０５４万８０００円の増額となっており

ます。また、９款・教育費のうち、文化振興課

及びスポーツ振興課関係の合計当初予算額は、

記載はされておりませんが、８億２４５９万５

０００円を計上しております。前年度予算額が

６億２７６４万１０００円でございますので、

比較いたしますと１億９６９５万４０００円の

増額となっております。商工費と教育費の関係

分の当初予算額の合計額が２３億５２５６万

円、昨年度比較いたしますと２億８７５０万２

０００円の増となっております。なお、当初予

算額に占める割合といたしましては３.８９％

となっております。 

 それでは、歳出の予算の内容について説明さ

せていただきます。恐縮ですが、説明欄の記載

事項の主なものについて説明させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ８７ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費の予算額は３億２０５２万１０００円を計

上いたしておりまして、前年度比較２６９１万

７０００円の増額となっております。増額の要

因といたしましては、再任用職員１名を含む職

員２名増員と給与改定によるものでございま

す。財源内訳のうち、特定財源の国県支出金５

万９０００円は、県支出金で計量法に基づく商

品量目の立入検査に関する県支出金でございま

す。 

 それでは、説明欄をごらんください。一般職

３億２０２５万６０００円は、商工政策課、国

際港湾振興課、観光振興課、泉支所の地域振興

課の担当職員及び再任用職員３９名分の給与及

び手当等でございます。 

 以上で商工総務費の説明を終わります。 

 次のページをお開きください。 

 目２の商工振興費の説明をさせていただきま

す。予算額は、９億５８１９万４０００円を計



 

－52－ 

上しており、前年度比較としますと６２９４万

１０００円の増額となっております。増額の主

な要因といたしましては、ホールの舞台機構設

備改修費を含むハーモニーホール管理運営事業

が４７９５万３０００円の増、企業振興促進条

例に基づく適用工場奨励措置を含む工業振興補

助助成事業が３２２８万７０００円の増、フー

ドバレー事業が２２５０万円と中小企業魅力発

信事業が１０２万８０００円、これいずれも新

規事業でございまして、全額増額となっており

ます。一方、減額となりました要因といたしま

しては、商店街活性化補助金の減額を含む商店

街活性化事業が３９８万３０００円の減、昨年

度体育館の修理をしましたサンライフ八代管理

運営事業が７９４万円の減、コンテナ利用助成

金の減額を含む八代港ポートセールス事業が２

０５３万８０００円の減、クルーズ客船誘致事

業が５２５万７０００円の減によるものでござ

います。財源の内訳のうち、国県支出金１５７

５万円は、全額地方創生推進交付金でございま

す。地方債４４６０万円は、ハーモニーホール

の舞台装置の修繕に伴う合併特例債でございま

す。その他の５億４３万円は、資金融資制度預

託金の元金収入５億円とハーモニーホールの使

用料３９万４０００円等でございます。 

 説明欄をごらんください。商工振興費に関す

る説明欄の２行目の八代港ポートセールス事業

１億４２３５万５０００円は、旅費といたしま

して３３３万１０００円、アドバイザー委託料

として２６０万円、ポートセミナー負担金とし

て６０万円、八代港ポートセールス協議会負担

金として１８０万円、コンテナ利用助成金とし

まして１億３２２０万円等を予定しておりま

す。昨年度比較、ポートセミナー負担金６０万

円の減額は海外セミナーの隔年開催による減額

分となっております。また、コンテナ助成金の

２０３０万円の減額は、利用実績に基づき積算

したものでございます。また、コンテナの取扱

量は、平成２６年過去最高の取扱量となり、昨

年は２万ＴＥＵを目指し努力いたしましたが、

中国経済の減速等の影響を受け、昨年の取扱量

は空コンテナを含み１万７７８２ＴＥＵとなっ

ております。 

 説明欄の次のクルーズ客船誘致事業は、旅費

といたしまして６５万８０００円、クルーズ客

船寄港に伴うイベント開催費用負担金としまし

て１８４５万円、また八代市、人吉市、水俣市

及び上天草市の４市連携による事業負担金とし

て３０万円等を予定しております。今年度は、

海外クルーズ船が１０隻、国内船が１隻、計１

１隻の寄港があり、来年度も同程度の寄港が予

定されております。 

 １つ飛ばしまして、商業振興対策事業は、八

代商工会議所に９５０万円、八代市商工会に２

５６２万円をそれぞれ補助する予定としており

ます。 

 次の、商工業資金貸付・出資事業は、中小企

業資金融資制度預託金として５億円、資金融資

制度保証料補給金として１２２０万７０００

円、信用保証料補助負担金として１９０万円を

予定しております。 

 預託金制度の概要を若干説明させていただき

ます。八代市中小企業資金融資制度要綱で、金

融機関は、市の預託金の２倍以上の自己資金を

加え、融資枠を設定し、融資を実行するものと

しております。そのため、来年度の積算根拠と

しまして、平成２７年１０月末現在の融資残高

が９億１７００万円、要領に従い、本市の預託

金額が、３分の１の３億６００万円必要となり

ます。また、新年度での新たな融資見込み額を

過去３年間平均で予測しますと、５億６７００

万円となり、本市の預託の必要額が１億８９０

０万円となります。融資残高と新たな融資見込

み額の合計額に対する必要額が合わせて５億円

が必要となるものでございます。また、資金融

資制度保証料補給金の２６年度実績といたしま



 

－53－ 

して１６１件、９３４万９０００円となってお

り、前年度と比較いたしまして１１件減、４１

５万円の減となっております。来年度から熊本

県創業支援資金融資制度により融資を受けてい

た方に対し、今まで信用保証料の２分の１を補

助していますが、創業促進を図るため、負担軽

減と雇用の維持拡大につなげるため、一定の条

件を付して全額を補給する予定でございます。

さらに、小規模事業者おうえん資金融資制度を

新設いたします。県の小規模事業者を対象とし

た小規模事業者おうえん資金制度の融資利率、

保証料の引き下げに伴い、市といたしまして

も、県小規模事業者おうえん資金制度の融資を

受ける中小企業者さんに対し、信用保証料の２

分の１を支援する予定としております。 

 次の商店街活性化事業は、各商店街振興会や

連合会等が実施されますソフト・ハード事業に

対する補助として１５００万円、商店街通行量

調査業務委託及びがらっぱ広場管理委託料等を

予定しております。 

 １つ飛ばしまして、ハーモニーホール管理運

営事業は、指定管理業務委託料としまして２４

７２万４０００円、修繕料といたしまして、市

民ホールの調光装置の取りかえ改修費が４７０

０万円、舞台の電動昇降装置のワイヤーロープ

取りかえ修繕料が３２０万２０００円、工事請

負費といたしまして、地デジ化により不要とな

りましたハーモニーホールの北側の電波反射障

害地区の設備の撤去工事費２６２万８０００円

等を予定しております。指定管理者は、株式会

社イズミテクノで、管理期間は平成２７年度か

ら３１年度までの５年間、契約により委託料は

毎年度前年度委託料の１０万円の減額となって

おります。 

 次の工業振興補助助成事業は、企業振興促進

条例補助金として７１０７万７０００円、内訳

は工場等建設補助金対象企業が５社、用地取得

等補助金対象企業が２社、雇用奨励金対象企業

が９社、実数９社を予定しており、その他、新

技術・新製品研究開発支援事業補助金として３

００万円、工業振興協議会補助金として８４万

６０００円等を予定しております。 

 次の、雇用促進対策事業は、新規学卒者を含

む若年労働者やパートタイムの雇用就業等に対

する職業相談・紹介業務の相談員資格取得の賃

金などとして３０７万３０００円、就職に必要

な資格取得の経費を一部助成する就業資格取得

支援補助金として１００万円等を予定しており

ます。なお、来年度から、求職者に対するさら

なるサービス向上を図るため、職業紹介対象職

種のうち、建築、土木、港湾関係業種を拡充

し、就職率の向上を図る予定としております。

職業相談事業の今年度２月末でございますが、

──の実績といたしましては、２８５４件の利

用があり、１１４名の就職につながっていると

ころでございます。 

 次のサンライフ八代管理運営事業は、指定管

理業務委託料として１０５４万円、体育館のＬ

ＥＤランプの取りかえ費としまして１５９万９

０００円などを予定しております。今年度の利

用実績、１月末現在でございますが、３万２９

８６人の利用者があっており、指定管理者は、

一般財団法人サンライフ八代、指定期間は平成

２６年度から３０年度までの５年間となってお

ります。 

 次に、働く婦人の家管理運営事業は、指定管

理業務委託料として１６３０万円、床改修費な

どとして６３万２０００円等を予定しておりま

す。１月末現在の今年度の実績といたしまして

は、主催講座に１万６００人が参加されており

ます。指定管理者は、一般社団法人八代市弘済

会で、指定期間は平成２７年度から３１年度ま

での５年間となっております。 

 次の企業誘致対策事業は、旅費として１５０

万円、パンフレット印刷代として１４万７００

０円、企業調査業務委託料として３５万４００
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０円、熊本県企業誘致連絡協議会負担金として

３０万円などを予定しております。今年度の企

業訪問実績は、延べ市内企業２０６社訪問、県

内企業２１社訪問、県外企業４２社あるいは団

体を訪問しております。なお、来年度からコー

ルセンター等オフィス系の企業の地方移転が活

発であることから、積極的に誘致の促進を図っ

てまいりたいと思っております。 

 次のフードバレー事業は、フードバレーやつ

しろ基本構想を踏まえ、地方創生推進交付金を

活用した新規事業で、市内の小規模企業者を含

む食関連中小企業が、事業拡大や生産性の向上

に係る設備投資等を行う際の経費の一部を補助

するもので、フードバレー事業を促進するため

食関連企業の活性化を図るものでございます。

具体的な内容といたしましては、補助対象経費

の１０％を補助し、１５社程度を予定しており

ます。財源の２分の１は国の交付金を予定して

おります。 

 次の中小企業魅力発信事業も、地方創生推進

交付金を活用した新規事業でございまして、市

内中小企業等が、高等教育機関以上の学生を対

象に受け入れを行う場合に支援するものでござ

いまして、１企業限度額５万円、２０社１００

万円を予定しております。また、地場企業の採

用力向上セミナーの開催の会場使用料２万８０

００円等も予定しております。財源の２分の１

は、国の交付金を予定しております。 

 次の中小企業販路開拓支援事業も、地方創生

推進交付金を活用した事業でございまして、中

小企業販路開拓支援事業補助金として２５０万

円、経営者人材育成支援事業補助金としまして

５０万円を予定しております。販路開拓支援事

業は、自社製品等の販路拡大のための展示会や

商談会等に出展する際の経費の一部を助成する

ものです。経営者人材育成支援事業は、経営者

を対象としまして見識や判断力の向上のため開

催するセミナーの受講経費の一部を助成する予

定としております。 

 以上で目２・商工振興費の説明を終わりま

す。 

 続きまして目３・観光費の説明をさせていた

だきます。 

 平成２８年度は予算額２億４９３４万円を計

上しておりまして、前年度と比較しますと６９

万円の増額となっております。増額の主な要因

といたしましては、着地型観光推進事業が４０

０万４０００円、ふれあいセンターいずみ及び

農林産物流通加工施設管理運営事業が３３２万

４０００円の増によるものでございます。減額

の要因といたしましては、全国花火競技大会が

７００万円の減によるものでございます。財源

内訳の特定財源の国県支出金８６万８０００円

は、九州自然歩道管理委託金と県有公園施設管

理委託金の県委託金となっております。地方債

１０７０万円は、東陽交流センターせせらぎの

施設整備分となっております。その他の財源２

６８４万２０００円は、まちづくり交流基金か

らの繰入金としまして、着地型観光推進事業に

１０６０万８０００円、スリーデーマーチ事業

に１０００万円、合わせて２０６０万８０００

円、入場料収入としまして、東陽石匠館の入館

料７０万円、指定管理者からの納付金としまし

て、日奈久温泉施設２４０万円、広域交流地域

振興施設──よかとこ物産館ですが、２３０万

円などとなっております。 

 それでは、説明欄をごらんください。観光費

の説明欄の２つ目、観光施設あり方検討会事業

は、２６年度に検討会を設置し、市が所有する

４７の観光施設の効率的・効果的な配置運営等

のあるべき姿を検討しているものでございまし

て、来年度で３カ年計画の最終年度となります

予算は、６回分の外部委員の謝礼と費用弁償等

を予定しております。なお、今年度のあり方検

討会は、学識経験者等８人の委員により現地視

察を含む検討会を６回開催、１７の観光施設の
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あるべき姿について検討いただき、２月の２５

日に検討会の会長及び副会長より市長へ提言報

告いただいたところでございます。報告内容に

つきましては、本日の委員会の所管事務調査に

て説明させていただく予定となっておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 次の観光漁業基地管理運営事業は、黒島基地

のバイオトイレと桟橋手摺修繕料、中島基地の

桟橋船着き場と手摺り修繕料として、合わせて

１０６万２０００円、中島基地のトイレ汲取り

手数料として５８万４０００円、三ツ島、黒島

の清掃委託料として２０万円等を予定しており

ます。 

 次の海外誘致促進事業は、平成２４年度から

実施しておりまして、全額熊本県観光連盟に委

託予定としております。この事業は、欧米やオ

ーストラリアなどの外国人誘致を行うもので、

県や県観光連盟と共同し、海外の旅行業者やマ

スコミ関係者等を観光地へ招待し、魅力を伝え

ることで、外国人観光客の誘致を図ることとい

たしております。今年度は３カ国３６０人の誘

致の見込みとなっております。 

 次の観光振興事業は、合宿応援補助金としま

して７７万２０００円、大会等運営補助金とい

たしまして１９５万円などとなっております。

平成２７年度２月末実績といたしまして、合宿

応援補助金は３件で延べ宿泊数２０４泊につな

がっております。大会運営補助金は２２件で、

延べ宿泊数３２０１泊につながっております。 

 次の八代ブランド事業は、本市の魅力を広く

情報発信するとともに、伝統工芸品や特産品の

振興や販路拡大等の活動を行うものでございま

す。熊日ふるさとメール掲載広告料として６１

万８０００円、八代亜紀さんに御協力いただ

き、八代イメージアップ事業業務委託料として

２１６万円、屋外広告業務委託料として５０万

円、これまで実施してきました販路拡大支援事

業とよかとこ宣伝隊事業を集約いたしまして、

観光物産イベント等業務委託事業といたしまし

て１５０万円、地域ブランド化の促進を図るた

めの商標登録を行う団体に経費の一部を支援す

る地域ブランド商標登録支援事業といたしまし

て２０万円を予定しております。なお、地域ブ

ランド商標登録支援事業の補助率は２分の１で

限度額１０万円を予定しているところでござい

ます。 

 次の観光交流事業は、市内アンテナショップ

電気代１４万４０００円、各種広告宣伝関係費

は一部を着地型事業へ移管し、７５万６０００

円、県観光連盟外各種協議会等負担金としまし

て１０２万円等を予定しております。 

 次の着地型観光推進事業は、地元の関係団体

や旅行業者及び県などと連携し、市内観光素材

を磨き上げ、旅行商品を開発し誘客を図るもの

でございます。ガイドブック作成委託料としま

して３００万円、きなっせ八代観光キャンペー

ン事業委託料として５００万円、体験観光実施

委託料として８０万円、城下町やつしろお雛祭

り委託料としまして１１２万３０００円等を予

定しております。 

 次の日奈久温泉観光振興事業は、日奈久温泉

の観光振興の活性化を図るためのイベント等の

事業に対し補助しております。丑の湯祭り、大

綱早引き、９月は日奈久で山頭火、火流の彩な

どへのイベントへの補助金を予定しておりま

す。 

 次の泉観光振興事業は、泉地域の多彩な観光

資源の魅力向上と活用を推進し、観光客の増加

による活性化を図るものでございます。観光パ

ンフレットの作成委託料としまして１５８万８

０００円、山岳遺産活動支援受入体制整備業務

委託料として５０万円、五木五家荘ＧＯＧＯプ

ロジェクト実行委員会負担金として５０万円、

泉観光協会補助金として８１万円、紅葉祭実行

委員会補助金として９５万円、五家荘イベント

補助金としまして９７万円等を予定しておりま
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す。 

 次の全国花火競技大会は、全額実行委員会へ

の負担金を予定しております。昨年度まで、よ

かとこ宣伝隊が実施しておられましたバスハイ

クツアーを、よかとこ宣伝隊が解散の予定であ

ることから、花火実行委員会で開催する予定し

ておりまして、バスハイクでの収益が花火実行

委員会の収入となることから、７００万円の減

額としたところでございます。 

 次の九州国際スリーデーマーチ事業は、事務

局の臨時職員の共済費あるいは賃金として１５

０万４０００円、実行委員会への負担金として

１０００万円を予定しております。２７年度の

参加者は、海外９カ国２３人を含む１万９０４

９人の参加となっております。 

 次の妙見祭事業は、テレビ新聞等広告ＰＲ事

業委託料として１５０万円、ＰＲ用の妙見祭ポ

スター作成、プログラム印刷、仮設トイレなど

の設置撤去費として、八代妙見祭保存会実行委

員会へ１８０万円を補助する予定としておりま

す。 

 次の坂本ふるさとまつり事業から、平家いず

みお茶まつり事業までは、それぞれ４００万円

を実行委員会へ負担金として、支出を予定して

おります。２７年度のそれぞれのイベントごと

の内容と入場者は、坂本ふるさと祭りが９００

０人、せんちょうい草の里まつりが９４００

人、ふる郷愛鏡祭が１万４５００人、東陽しょ

うが祭りが１万８５００人、平家いずみお茶祭

りが５５００人、合計５万６９００人で、昨年

度比較いたしますと４５４０人の増になってお

るところでございます。 

 次の観光物産案内所、新八代駅管理運営事業

は、光熱水費として１７８万２０００円、観光

案内所業務委託料の２人分として３７０万９０

００円、新八代駅の八代市観光物産案内所のＪ

Ｒ賃借料として３６万３０００円等を予定して

おります。なお、来年度はＤＭＯに委託予定と

しているところでございます。 

 次の観光案内所八代駅管理運営事業は、管理

運営業務委託料１名分として１８５万５０００

円、観光案内所のＪＲ賃借料としまして２３万

９０００円等を予定しております。来年度は新

八代駅同様、ＤＭＯに委託予定としているとこ

ろでございます。 

 次の松中信彦スポーツミュージアム管理運営

事業は、ＡＥＤバッテリー購入と突発修繕料と

なっております。なお、平成２７年度から、よ

かとこ物産館との一体とした指定管理となって

おりまして、委託料の支出はございません。指

定管理者は株式会社肥後畳表中央市場で、指定

期間は２７年度から３１年度まで５年間、よか

とこ物産館とあわせて管理いただいておりま

す。 

 次の広域交流地域振興施設よかとこ物産館管

理運営事業は、突発修繕料２０万円を予定して

おります。なお、納付金額は２３０万円となっ

ております。 

 次の日奈久温泉施設ばんぺい湯・東湯管理運

営事業は、ばんぺい湯の渦巻きポンプの取りか

え料及び突発修繕料といたしまして１０２万

円、温泉センターの駐車場用地の賃借料として

６０万７０００円、西湯閉館に伴う激変緩和策

としての日奈久温泉施設等利用料といたしまし

て７０万円、ばんぺい湯の外壁塗装工事費とい

たしまして４８６万５０００円等を予定してお

ります。納付金額は２４０万円で、指定管理者

は九州総合サービス株式会社、指定期間は平成

２４年度から２８年度までの５年間となってお

ります。なお、今申し上げました日奈久温泉施

設等利用料は、西湯の廃止に伴う激変緩和策と

いたしまして、対象を日奈久に住所を有し、平

成２６年度中１年間に１８０日以上西湯を利用

され、かつ居住家屋又は敷地内に浴槽を備えた

浴室を有しない人を対象とし、１人１００円割

引券を１００枚交付するものでございます。ま
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た、昨年１１月２８日に開催いたしました西湯

利用者に対する説明会におきまして、御要望の

ありました東湯の営業時間拡大を検討している

ところでございます。 

 次の日奈久観光交流施設ゆめ倉庫管理運営事

業は、観光案内所業務を含む指定管理業務委託

料として８００万円等を予定しております。指

定管理者は、九州総合サービス株式会社、指定

期間は平成２７年度から３１年度まで５年間を

予定しております。 

 次の日奈久観光施設管理事業は、日奈久温泉

イベント広場の管理や日奈久公衆トイレの清掃

業務及び織屋、憩いの広場にあるからくり時計

の保守点検など施設管理委託料などとして９６

万６０００円等を予定しております。 

 次のページをお開きいただきたいと思いま

す。さかもと温泉センタークレオン管理運営事

業は、トイレと脱衣所の修繕料といたしまして

１３４万３０００円、公用車の購入費といたし

まして１０２万９０００円、指定管理委託料と

して２３００万円を予定しております。坂本温

泉の３施設、いわゆるクレオン、憩いの家、さ

かもと館の指定管理者は、さかもと温泉センタ

ー株式会社で、指定期間は２６年度から３０年

度までの５年間となっております。 

 次の坂本憩いの家管理運営事業は、浴槽の排

煙窓及びサッシ等の修繕料として１１０万円、

指定管理委託料として７７０万円を予定してお

ります。 

 次の交流広域センターさかもと館管理運営事

業は、突発修繕料といたしまして５０万円、指

定管理委託料としまして５５０万円、多目的広

場の管理委託料として５０万円等を予定してお

ります。 

 １つ飛ばしまして、東陽石匠館管理運営事業

は、嘱託職員３名分の賃金として４０３万７０

００円、電気料といたしまして１３９万７００

０円、エントランスホールと展示室の空調機の

設置工事費として２６４万１０００円などを予

定しております。 

 １つ飛ばしまして、東陽交流センターせせら

ぎ、菜摘館管理運営事業は、せせらぎのろ過装

置熱交換機の洗浄及び大浴場の脱衣室や洗い場

の改修工事等といたしまして１８０万円、源泉

水中ポンプの入れかえ工事といたしまして１０

７１万７０００円、指定管理料といたしまして

１２９６万円、土地借地料といたしまして８４

万９０００円などを予定しております。指定管

理者は、株式会社東陽地区ふるさと公社で、指

定期間は２７年度から２８年度までの２年間と

なっております。 

 次に、五家荘観光施設管理運営事業は、修繕

料といたしまして、渓流キャンプ場のバンガロ

ーの非常用照明及び台所垂れ壁修繕、同じくバ

ンガローの前の橋かけかえ、左座家の配電盤ケ

ースの取りかえ、緒方家の屋根の改修、久連子

古代の里のボイラー修繕料といたしまして３１

７万１０００円、平家の里の松の木等木の伐採

業務委託料といたしまして１０２万１０００

円、８施設の指定管理委託料といたしまして１

８１９万円などを予定しております。指定管理

者は、五家荘地域振興会で、指定期間は平成２

７年度から３１年度までの５年間となっており

ます。 

 次のふれあいセンターいずみ及び農林産物流

通加工施設管理運営事業は、ふれあいセンター

の高圧受変電設備改修といたしまして２６５万

７０００円、指定管理委託料といたしまして１

１３２万円などとなっております。指定管理者

は、株式会社いずみ、指定期間は平成２６年度

から３０年度までの５年間となっております。 

 次の泉観光施設管理運営事業は、二本杉公衆

トイレの修繕料等といたしまして１２０万円、

公衆トイレ６カ所の清掃業務や浄化槽維持管理

等の委託料としまして３０１万円などを予定し

ております。 



 

－58－ 

 以上で目３・観光費の説明を終わります。 

 次に１１２ページをお開きください。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費は１億５８２３万７０００円を計上し

ておりまして、前年度予算額と比較いたします

と６１２５万８０００円の減額となっておりま

す。増額の主な要因といたしましては、舞台つ

りもの設備の改修工事を含む千丁文化センター

施設整備事業が９２１万円の増、同様に舞台つ

りもの設備の改修工事を含む鏡文化センター施

設整備事業が３２６万２０００円の増によるも

のでございます。一方、減額の主な要因といた

しましては、厚生会館施設整備事業が７５２４

万３０００円の減によるものでございます。こ

れは、平成２７年度に厚生会館西側の国有地購

入費とホール内の壁の修理費が含まれていたた

めに減額となっているところでございます。特

定財源のその他２２２５万２０００円は、厚生

会館、千丁・鏡両文化センターの施設使用料及

び自主文化事業の入場料等が主なものでござい

ます。 

 説明欄をごらんいただきたいと思います。一

般職５１９４万７０００円は、厚生会館、千丁

文化センター、鏡文化センター職員７名分の人

件費でございます。 

 次の厚生会館自主文化事業は、公演宣伝用ポ

スター、チラシ、チケット、新聞折り込みチラ

シ等の印刷製本費といたしまして１１７万６０

００円、看板製作や入場券販売手数料といたし

まして７９万３０００円、自主文化事業委託料

といたしまして４３３万４０００円等を予定し

ております。自主文化事業の内容といたしまし

ては、鑑賞普及型事業といたしまして、ひとり

でできるもん＆エグスプロージョンＬＩＶＥ、

共催事業オペラ・ロはロボットのロ、共催事業

まどかぴあ舞台創造プログラム「集え！演者た

ち」九州ツアー、県立劇場舞台芸術ネットワー

ク事業フラメンコ×箏×ピアノＴＲＩＮＩＴＹ

の４事業を予定しております。また、舞台芸術

体験型事業としまして、中学生以上を対象に演

劇ワークショップを開催予定としております。

また、学習型事業は、高校演劇舞台技術講習会

や高校演劇大会及び中学生音楽教室の３事業を

予定しております。 

 次の千丁文化センター自主文化事業は、自主

文化事業委託料といたしまして４１５万８００

０円等を予定しております。自主文化事業の内

容といたしましては、鑑賞普及型事業といたし

まして、開館２０周年記念事業綾戸智恵コンサ

ート、舞台芸術普及型事業としまして、ホワイ

エライブｅｎを開催する予定としております。 

 次の鏡文化センター自主文化事業は、自主事

業業務委託料としまして１７０万円を予定して

おります。自主文化事業の内容といたしまして

は、鑑賞普及型事業といたしまして、市原悦子

の朗読とお話の世界を開催、市民参加型事業と

いたしまして、かがみふるさと音楽祭の開催を

予定しております。 

 次の厚生会館管理運営事業は、光熱水費１０

８０万円、舞台照明操作卓無停電電源装置取替

工事外施設整備修繕料といたしまして１９１万

７０００円、舞台技術委託、清掃・守衛業務委

託のほか、機器設備の保守点検など委託料とい

たしまして、２６７２万８０００円等を予定し

ております。 

 次の千丁文化センター管理運営事業は、光熱

水費といたしまして３９８万円、舞台技術、清

掃・守衛業務、機器設備の保守点検などの委託

料といたしまして６７４万２０００円等を予定

しております。 

 次の鏡文化センター管理運営事業は、光熱水

費といたしまして７３５万７０００円、修繕料

といたしまして１５７万８０００円、舞台技

術、清掃・守衛業務のほか、機器設備の保守点

検など委託料といたしまして１２３１万７００

０円等を予定しております。 
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 次の厚生会館施設整備事業は、引き込みケー

ブルの改修工事を予定しているところです。 

 次の千丁文化センター施設整備事業は、舞台

つりもの設備のブレーキ電源ユニットなどの改

修工事を予定しております。 

 次の鏡文化センター施設整備事業は、舞台つ

りもの設備のモーターを制御するインバーター

類の部品交換等の改修工事を予定しているとこ

ろでございます。 

 次のページをごらんください。 

 目６・文化財保護費は、１億９３８万６００

０円を計上しております。対前年度比４７３万

円の増額となっております。増額の主な要因と

いたしましては、観客の増加が予想されます妙

見祭につきまして、安全柵の設置や警備員の増

員など安全対策費の増額を含む伝統文化財保存

事業が１８８万円の増、全国山・鉾・屋台保存

連合会総会の本市開催に伴う全国山・鉾・屋台

保存連合会総会関係事業が１０２万９０００円

の増及び職員給与経費が２９０万円の増による

ものでございます。 

 減額の主な要因といたしましては、市内城跡

保存整備事業が２２３万円の減によるものでご

ざいます。特定財源の国県支出金２６３万７０

００円は、史跡等保存活用計画等策定費国庫補

助金１５９万７０００円と埋蔵文化財緊急調査

費国庫補助金１０４万円でございます。そのほ

か５８７万６０００円は、やつしろ文化振興寄

附金２５２万５０００円とやつしろ文化振興基

金からの繰入金２５０万円、書籍・ガイドブッ

ク等の販売収入など８２万円等でございます。 

 説明欄をごらんいただきたいと思います。一

般職７７０６万７０００円は、課長、課長補佐

を含む職員１０名分の人件費でございます。 

 １つ飛ばしまして、伝統文化財保存事業は、

国指定重要無形民俗文化財である八代妙見祭の

神幸行事を保存継承及び神幸行列の安全対策管

理補助金として６３１万円、文化遺産を生かし

た地域活性化事業として、妙見祭ＰＲ費や用具

・衣装の整備、協議会の運営費補助としまして

１５６万４０００円を予定しております。 

 １つ飛ばしまして、指定文化財保存管理事業

は、昨年３月に国の記録作成等の措置を講ずべ

き無形の民俗文化財に選択されました八代・芦

北七夕綱の調査負担金としまして６０万円、市

指定文化財安養寺修理ほか市指定文化財保存整

備費補助金としまして１０４万１０００円、鏡

が池鮒取り神事等１６民俗文化財保存団体に対

しまして、文化財維持管理費補助金といたしま

して７１万８０００円、また八代市文化振興基

金活用事業としまして、県指定文化財笠鉾蜜柑

及び市指定文化財亀蛇等の修理補助金として２

５０万円等を予定しております。 

 次の埋蔵文化財管理活用事業は、出土遺物や

民俗文化財、発掘調査の記録・図書等の整理業

務委託料としまして１６７万９０００円が主な

ものでございます。 

 次の文化財保護啓発事業は、史跡めぐりや学

校等への出前講座、説明板設置等啓発事業を行

うもので、来年度は文化財遺産ガイドブック増

刷及び文化財標木建てかえ等を予定しておりま

す。 

 次の埋蔵文化財緊急発掘調査及び保存処理事

業は、埋蔵文化財包蔵地と周辺を開発する場合

の事前試掘確認調査等を市の負担で実施するも

のでございます。また、八代海干拓遺跡群の国

指定史跡化を図るために、遺跡の資料収集や調

査等を行うもので、来年度は干拓史料のデジタ

ル化作業等の業務委託料といたしまして１４５

万３０００円等を予定しております。 

 恐れ入ります、次のページをお開きくださ

い。説明欄の２行目、やつしろ文化振興基金事

業は、平成２３年７月にイオン九州株式会社、

マックスバリュ九州株式会社と締結しました地

域振興に関する協定に基づき、寄附金をやつし

ろ文化振興基金に積み立てるもので、やつしろ
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がめさんＷＡＯＮカードを活用して支払われた

金額の０.１％が寄附されるものでございま

す。 

 次の文化行事事業は、文化祭実行委員会への

企画運営委託料といたしまして１１１万８００

０円、伝統文化の後継者育成を目的に実施する

まちの先生派遣事業として、八代市文化協会へ

の委託料として５８万２０００円を予定してお

ります。 

 １つ飛ばしまして、市内城跡保存管理事業

は、国指定やつしろ城跡群、古麓城跡、麦島城

跡、八代城跡を保存活用するため、平成２７年

度から３カ年で、八代城跡群保存活用計画を策

定することといたしております。この計画づく

りに必要な地形図を作成するための古麓城跡航

空レーザー測量等業務委託料４３２万円等を予

定しております。 

 次の全国山・鉾・屋台保存連合会総会関係事

業は、平成２８年度開催する八代大会担当臨時

職員１名分の賃金といたしまして１２１万４０

００円等を予定しております。 

 次の伝統芸能伝承館整備事業は、八代妙見祭

保存振興会より提言を受けた伝統芸能伝承館に

つきまして、庁内委員及び外部委員で構成する

検討委員会において検討するもので、外部委員

の報償費と旅費となっております。 

 以上で、教育費のうち、文化振興課関係、目

３・文化施設費及び目６・文化財保護費の説明

を終わります。 

 続きまして、社会体育費につきまして説明い

たします。予算書は１１４ページでございま

す。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目１・社

会体育総務費は、４９７１万９０００円を計上

しております。昨年度と比較し、３６２万８０

００円の減額となっております。減額となりま

した主な要因といたしましては、昨年度は２６

３万８０００円で公用車を購入したことによる

ものでございます。 

 説明欄をごらんください。一般職４０５６万

３０００円は、前年度と同数の課長と振興係職

員の５名分の人件費でございます。 

 ２つ飛ばさせていただきまして、社会体育団

体補助金事業は、ＮＰＯ法人八代市体育協会の

事業費への補助金といたしまして４２０万円、

八代市スポーツ推進委員協議会の事業費への補

助金といたしまして１３０万４０００円を予定

しております。ＮＰＯ法人八代市体育協会は、

スポーツ人口の拡大や競技力の向上、生涯スポ

ーツの推進、市民の体力・健康づくり事業等を

実施しておられます。また、八代市スポーツ推

進委員協議会は、地域の団体などがスポーツ活

動を行う際に実技の指導や助言を行うととも

に、各種スポーツ行事等へ参画し、市民の健

康、体力の向上に貢献していただいているとこ

ろでございます。 

 次のトップアスリート育成事業は、オリンピ

ックなどの国際大会で活躍できる競技者の輩出

を目指すものでございます。選考委員会で選考

されました指定選手にフィジカル、メンタルな

ど各種トレーニングを実施するほか、選手の競

技特性やレベルの向上のために必要な大会、強

化合宿への参加支援を行うもので、２８０万円

を事業主体であるＮＰＯ法人八代市体育協会へ

補助する予定としております。 

 次のページをごらんください。 

 目２・社会体育事業費は２８９６万９０００

円を計上しております。前年度の予算と比較い

たしますと２６８万５０００円の増額となって

おります。増額となりました主な要因といたし

ましては、来年度県民体育祭が阿蘇市で開催さ

れ、宿泊費を必要とすることから、県民体育祭

事業費が３５９万８０００円の増になっており

ます。減額となりました主な要因といたしまし

ては、県スポーツ推進委員研修会が熊本市で開

催されるため、宿泊費が不要となることから、
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スポーツ推進委員関係事業費が１５８万３００

０円の減によるものでございます。特定財源そ

の他の４００万円は、ＡＢＣバドミントン大会

開催に伴います地域活性化センターからの助成

金でございます。 

 説明欄をごらんください。 

 説明欄の２行目、スポーツ推進委員関係事業

は、８３名のスポーツ推進委員の報酬といたし

まして２７３万１０００円、スポーツ推進委員

の研修会や協議会、会議等への出席旅費といた

しまして８４万９０００円等を予定しておりま

す。 

 １つ飛ばしまして、市民体育祭事業は、市民

体育祭の運営業務委託料の１９１万７０００円

がその主なものでございます。また、今年度か

ら新たに八代市民体育祭の競技種目といたしま

して、八代市障害者スポーツ競技フライングデ

ィスク競技を実施し、４４名の方々が参加され

たところでありまして、２８年度以降も実施予

定としております。市民体育祭全体では全２５

競技種目に約３７００名の参加を見込んでおり

ます。 

 次の各種スポーツ大会出場奨励事業は、九州

大会以上のスポーツ大会に出場する選手などに

対しまして出場奨励補助を行うもので、６５０

万円を予定しております。平成２７年度から小

中学生の九州・西日本大会出場時の奨励金を１

人３０００円から５０００円に増額いたしまし

た。また、１０名以上で出場した場合には１０

名を超過した人数に２０００円を乗じた額を加

算し得た額を限度額として設定するなど、出場

奨励補助内容を見直しております。２６年度の

実績といたしまして、申請１５９件、６２４人

に５７１万６０００円を補助しております。 

 １つ飛ばしまして、県民体育祭事業は、平成

２８年度に阿蘇市で開催されます県民体育祭へ

の選手派遣業務委託料といたしまして７１８万

円等を予定しております。昨年９月１２日から

１３日まで熊本市で開催されました県民体育祭

では、総合２位の成績を収めることができまし

た。なお、弓道とクレー射撃の２競技につきま

しては優勝しております。 

 次のスポーツ拠点づくり推進事業は、全国小

学生ＡＢＣバドミントン大会運営負担金として

６００万円等を予定しております。平成１９年

度から開催されているこの大会は、地域活性化

センタースポーツ拠点づくり推進事業の認可事

業として１０年目となるところです。なお、２

９年度から３１年度までの３年間は、八代市で

の開催延長が決定しているところでございま

す。今年度の実績といたしましては、８月１４

日から１６日までの３日間の大会に、全国から

３２７人の選手が参加、大会スタッフ延べ１２

７６人、観客数約４５００人でございました。

また、継続して行われました選抜選手強化合宿

には、全国からの選抜強化選手が４４名、県内

及び市内からの選抜選手が７名、指導者４名が

参加し開催されております。 

 次の大規模スポーツ大会等誘致事業は２０２

０東京オリンピック・パラリンピック大会前に

実施されるキャンプ等を誘致するため、検討委

員会を設置し、関係機関へ働きかけることとし

ております。報償費、旅費等６３万６０００円

を予定しております。 

 次に、目３・社会体育施設費４億７８２８万

４０００円を計上しております。前年度と比較

いたしますと、２億５４４２万５０００円の増

額となっております。増額の主な要因といたし

ましては、スポーツコミュニティ広場のテニス

コート増設及び駐車場造成整備工事を含むスポ

ーツコミュニティ広場施設整備事業が１億９４

３１万４０００円の増、遠的場整備工事を含む

鏡総合グラウンド施設整備事業が３５８０万５

０００円の増、第六中学校の夜間照明施設改築

工事を含む夜間照明施設整備事業が２７５０万

円の増によるものでございます。一方、減額の
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主な要因といたしましては、一般職員の給与、

手当等が１名減に伴い、７７７万円の減による

ものでございます。特定財源の地方債３億１４

７０万円は合併特例債です。その他９８０万１

０００円は、学校グラウンド等の夜間照明や千

丁、坂本、鏡、東陽、泉の各体育施設の使用料

収入が主なものとなっております。 

 説明欄をごらんください。一般職２１９４万

円は、管理係職員３名分の人件費でございま

す。 

 次に、体育施設管理一般事務事業は、ＡＥＤ

の購入費といたしまして２５９万２０００円等

を予定しております。体育施設に１１台、貸し

出し用として１台、計１２台を設置する予定と

しております。 

 次に、体育施設管理運営事業は、説明欄にあ

りますように、総合体育館から球技場までの８

施設に係る指定管理委託料といたしまして６７

１５万円、体育施設予約システム委託料として

１７５万円、市民プールのコインロッカー等備

品購入費といたしまして１８２万７０００円、

小アリーナ屋根下の補強工事ほか突発修繕を含

む修繕料といたしまして３００万円等を予定し

ております。なお、指定管理期間は、平成２６

年度から２８年度まで３年間で、指定管理者は

ＮＰＯ法人八代体育協会となっております。 

 １つ飛びまして、千丁体育館管理運営事業

は、光熱水費としまして１８８万円、体育館照

明取りかえ修繕料等としまして５７万円、清掃

業務及び管理委託料として６８万７０００円等

を予定しております。 

 次のページをごらんください。 

 一番上、千丁テニスコート管理運営事業は、

テニスコート人工芝の一部張りかえと人工芝の

固着部分の修繕料として１０８万円等を予定し

ております。 

 次に、千丁グラウンド管理運営事業は、東グ

ラウンドバックネットの修繕料として２９万７

０００円、西グラウンドの芝生広場の管理業務

委託料として２１万円等を予定しております。 

 次の鏡総合グラウンド管理運営事業は、光熱

水費として４５４万５０００円、総合グラウン

ド時計設置改修ほか施設整備修繕料としまして

２５０万円、プールや総合グラウンドの機器等

保守管理委託料として８２６万６０００円等を

予定しております。 

 １つ飛ばしまして、東陽スポーツセンター管

理運営事業は、光熱水費といたしまして３９１

万６０００円、照明バトン昇降ワイヤーロープ

取りかえほか修繕料としまして１８０万円、非

常用発電機保守点検ほか設備点検委託料として

２１５万円等を予定しております。 

 ２つ飛ばしまして、夜間照明施設管理事業

は、施設の電気料として２７３万５０００円、

夜間照明制御盤改修及びランプ取りかえ等修繕

料といたしまして１８０万円等を予定しており

ます。 

 次の総合体育館施設整備事業は、舞台つりも

の装置ワイヤー・ロープ類の取りかえ修繕料と

いたしまして２８１万７０００円、アリーナ照

明安定器の取りかえ修繕料として３４５万６０

００円を予定しております。 

 次のスポーツ・コミュニティ広場施設整備事

業は、テニスコート増設工事といたしまして１

億９７８９万４０００円、駐車場整備工事費と

して６０００万円等を予定しております。 

 次の鏡総合グラウンド施設整備事業は、全額

遠的場整備工事費を予定しているところでござ

います。 

 次の東陽スポーツセンター施設整備事業は、

全額消防設備修繕料を予定しております。 

 次の夜間照明施設整備事業は、第六中学校夜

間照明施設改築工事実施設計業務委託料として

５０万円、同施設の改修工事費として２７００

万円を予定しております。 

 以上で教育費のうちスポーツ振興課関係、目
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１・社会体育総務費、目２・社会体育事業費、

目３・社会体育施設費の説明を終わらせていた

だきまして、経済文化交流部関係の説明を終了

させていただきます。御審議よろしくお願いい

たします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） お尋ねいたします。 

 当初の御説明のときに、今回の、本議会の中

でもちょっと一部議員の方からも御指摘があり

ましたが、商店街の振興費ですね。今回の減額

の要因といいますか、どういった内容が減額さ

れてるのか、ちょっとお聞かせしていただきた

いと思うんです。 

○委員長（大倉裕一君） 川野商工政策課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 商工政策課の

川野でございます。 

 今回の商店街活性化事業の減額の内容という

ことでございますけど、商店街の活性化事業の

中には各種イベントの助成とかですね、あとは

商店街再生事業ってありまして、空き店舗とか

に助成する事業がございまして、こちらの空き

店舗のほうをですね、過去３年間の実績を見て

みまして、今まで予算を獲得させていただいて

いたんですけど、その平均からしますと、ちょ

っと利用がなかったということで、その利用を

勘案しまして、３００万強の減ということにさ

せていただいております。あとは変わりなく一

応予算をつけさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 内容は理解できまし

た。確かに市の働きかけと支援とですね、それ

から地元の商店街の皆様方の御努力も必要だと

思いますけども、例えば、そういった空き店舗

の活用に対してですね。活用について商店街の

方々と協議をするとか、あるいは周知広報を図

るとか、そういったところはどのような形でさ

れたのか、ちょっとお聞きしたいと思うんです

が。 

○委員長（大倉裕一君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 空き店舗活用

につきましては、今、商店街の振興組合の若手

の方々とちょっと協議をさせていただいて、ど

のような形でそういう店舗の有効活用ができる

かというのを研究をですね、今させていただい

ております。そのことについては今後進めてい

きたいということで考えておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（大倉裕一君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい、理解できまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連でよろし

いですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、橋本委員からも質

問がありました。この問題について、部長初め

担当の方々にお伺いをいたします。 

 まずもって、堀口議員が一般質問をなされ、

一般質問で冒頭でしたが、その答弁の中で財政

部長が答弁をしましたよね。財政部長が答弁し

た中で、少し部長あたりが御理解していただき

たいと。私も憤りを感じてる一人でありますの

で。本市の発展のために商店街の活性化に向け

て一生懸命取り組んでいただいている方々に対

する配慮不足であったと実感しておると、大変

申しわけなく思っておりますという、財政部長

は、ここでまずは陳謝といいますか、その反省
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不足であったということをですね、ここでおこ

とわりをされております。 

 同時にですね、今後も中心市街地で活性化に

ぎわいの創出に向けた施策を、本市の発展のポ

イントと位置づけ取り組んでまいりますので、

御理解をいただきますようということで、財政

部長はここで発言をされておるんですね。 

 担当部の部長、次長はどう感じていますか。

この質問に対して財政部長の答弁に対して、ど

こまで理解されておりますか。まずは、そこを

答えてください。 

○委員長（大倉裕一君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。商

店街振興についてのお話かと思いますが、商工

業というのは、商業、それと工業、これは大き

な２本の柱ということで理解をいたしておりま

す。商店街の振興につきましてもですね、いろ

いろと施策等も、先ほどもお話ございましたよ

うに、いろんな施策を展開しながら、どうにか

活性化に結びつけたいということで、一生懸命

行政のほうとしてもですね、努力しているつも

りではあるんですけれども、予算の確保等につ

きましてもですね、精いっぱいのいろんな施策

を盛り込みながら、新たな展開等も考えながら

ですね、ぜひ振興を図りたいということの気持

ちは十分持っておりますので、そういった気持

ちで一生懸命仕事をさせていただいているとい

うことで御了解いただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そこで８８ページ。

今、質問、関連でありますので、商店街の活性

化事業の一昨年とことしを見ても３８９万、宮

村次長から説明がありましたね。そして、今、

課長から振興協議会と協議中であるということ

でありますが、私たちは議会人でありまして、

議会から申すれば、これは決算委員会のです

ね、私たちが議員の方々、決算委員の委員の方

々、私も一緒だったんですけども、大変厳しく

指摘をしております。本町アーケードにおける

空き店舗の状況について質問をしたんです。こ

こで、執行部から、本町一丁目から通町商店街

振興組合までの全２１８店舗のうちに１７.７

％は空き店舗なんだと。これについてはです

ね、しっかりと市内の各商店街に補助事業の周

知を図るとともに、商店街の活性化に向けて頑

張りますというふうなですね、頑張っていただ

きたいというふうに私たちは委員からですね、

決算の委員長に取りまとめてほしいということ

でですね、これは執行部にですね、特別委員会

からですね、執行部にこの委員長の報告をし

て、それは執行部はそれに取り組むというよう

な状況になっとるわけですね。これはもう皆さ

ん方がですね、これをしっかりですね、皆さん

方取り組んでいただければですね、商店街の補

助事業含め空き店舗についてもですね、その中

心市街地の活性化で何かの事業を私は掲示すべ

きだったと思うんですよ。 

 今、私が例を申し上げますと、私は年末に約

十七、八日ぐらい本町に飲食業店、飲食し、そ

してまた、飲み屋さん等にも、スナックもたく

さんのところに行きました。そのところで言わ

れたのがですね、かえって私は怒られてきたご

たっふうなんです。飲みに行ってから、食べに

行ってから。なぜかといいますと、教職員の不

祥事がありましたね。まずは養護学校の教員の

あの不祥事、それと今回については選管の職員

の不祥事等々で私は一番心配しているのはこの

中心市街地が、今回の春の歓送迎会でどれくら

いの商店街に影響するだろうかということを大

変今心配しております。もう１２月の月はです

ね、半減だそうだったですよ。居酒屋さんも、

そしてまた、いろんな飲食業店の方々もキャン

セルが多かったということは、誰でもがそれは

知ってることなんですね。 

 そういう中からですね、今回についての選管
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の職員の不祥事、これについても私は歓送迎会

等々は大変控えるだろうというふうな気がいた

します。これによって、また中心市街地という

のは疲弊をしますですね。その中で、このよう

予算書を見た中でもですね、はっきり言ってか

ら中心市街地の活性化の予算というのはどこに

もないということなんですね。だからこそ、堀

口議員があのような質問をされたんです。財政

部長としては、はっきり言って申しわけなかっ

たと、計上しなかったと。担当部がこのことを

ですね、理解しなければですね、何の意味がな

いんですね。商店街の活性化というのは、中心

市街地の活性化というのはですね。その中でこ

れだけの予算の計上、三百何十万、予算の削

減、予算の減が一昨年はなってるという中で、

今後、振興協議会と協議をしますということな

らばですね、まだ商店街の活性化事業というの

はことしはふえておかなきゃいけないんです

よ、大体。今の課長の説明の中ではですよ。ふ

えておかないけないですよ。空き店舗事業も含

めてですよ。私はそう思うんですが、いかがで

すかね。 

○委員長（大倉裕一君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい、確かに

予算のほうはですね、減となっておりますけ

ど、活動のほうは商店街の活性化ということ

で、今度はクルーズ船も入ってまいりますの

で、そういうところも含めたところで、商店街

の中でイベントで人を商店街に呼び込もうとい

う、そういう事業も予定をしているところでご

ざいます。 

 それから、先ほど空き店舗の埋まっていく率

ですけど、平成２７年度が新たに５店舗が入っ

たというところで、こちらのほうでこれから進

めていかなければならないんですけど、こちら

も空き店舗を減らすという意味では、商店街の

振興組合と一体となってやっているところでご

ざいますけども、過去の、先ほど何遍も申し上

げまして申しわけないんですけど、過去の実績

を勘案してというところで予算化になってしま

ったというところでございます。 

 今後はですね、こういうことないように、空

き店舗を今から有効に活用することは進めてい

かなければならないという認識でおりますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 川野課長、その気持ち

はわかるわけでありますけども、空き店舗につ

いて、私も１２月のときに、空き店舗のずっと

あそこの数を、四丁目から一丁目まである程度

把握をしてまいりました。 

 その中でですね、空き店舗を活用してこられ

た方がですね、一心太助さん、乾物屋さんであ

りますが、ここに私も突然、私の友人と買い物

に行きました。珍しいところだなという感じを

持ってですね。ところが、やはり空き店舗の活

用にですね。そこで私も買い物をですね、はっ

きり言ってから、いろんなその店主の方とです

ね、若い店主の方でしたが、お話しながらです

ね、言われたのがですね、私も大変何万かとい

う、万で買ってまいりましたからですね。その

ときに言われたのが、市内からですかというこ

とで、市内からですということで言いました。

名前も何も言わなかったんですが、そのときに

言われたのがですね、私は、１２月の３０日で

この店舗を閉めたいと思いますと言われたんで

す、その方がですね。なぜですかと言ったら、

お客がもう半減いたしましたと、一昨年よりで

すね。それで、そういうこと言わないで、どう

かひとつ店を続けてくださいということでお話

をいたしました。その後ですね、ある方々から

の情報が入りまして、その方がある──これ三

笠屋さんという方のところにですね、ちょうど

行かれてからお話があったそうです、買い物に

行かれたときに。ある八代の市民の方々が大変
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買い物に来て、勇気を与えていただきましたと

いうこと。私と友人でしたからですね。そうい

うことで続けますということの御報告が私にあ

りました。そして、私と堀口議員と２人でその

一心太助さんの店主に会いに行ったんですが、

たまたまそのときは早期にもう閉店されておら

れましたので、その後、堀口議員にあとは行っ

ていただきたいということでおつなぎをして、

堀口議員も行かれたというふうなことをお聞き

しております。今でも続けておられると思いま

すが、そういう中でですねやっぱり勇気を与え

ることも大事なんですね。 

 そしてまた、空き店舗の利活用についてはで

すね、私はこのように１７.３％という空き店

舗があるじゃないですか、通町も含めて。これ

は積極的なですね、やっぱり対策を打たなきゃ

いけないと、私は思います。 

 そういうことで、今回の予算についてはです

ね、不服でありますけども、今、川野課長が言

われたように、クルーズ船の客船等についても

ですね、これははっきり言って、じゃ、船客は

どれくらい八代市内で買い物をしております

か。そこらあたりをまず知らせてください。ど

れくらいしておるのか。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（大倉裕一君） はい、桑原理事兼国

際港湾振興課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い、お世話になっております。国際港湾振興

課、桑原でございます。ただいまの山本委員の

お尋ねでございますけれども、合計１１隻寄港

いただいておりますが、その中で８月の１２日

に寄港しておりますマリナー・オブ・ザ・シー

ズ、これにつきましては、ＭＥＲＳ関係で緊急

の入港ということもございましたけれども、乗

客が３２４８名か、この方々につきましては緊

急ということもございまして、八代城跡、商店

街とイオン、また貸し切りバス１台ではござい

ますが、日奈久温泉のほうに回っていただいて

いるというところでございます。ほかも数台に

おいて、ほかの船で何台か八代のほうを回って

いただいたというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 課長、本当に説明しに

くいようなですね、質問をして申しわけなかっ

たんですけども、やっぱし船客が八代市内で買

い物をどれぐらいするかというのが、この商店

街の活性化、空き店舗にもですね、つながって

いくわけなんですね。これを一緒になってやっ

ぱり商工費というのはですね、計上してあるわ

けですね。この数字を見てもですね、やっぱし

クルーズ船については約５００万ぐらいふえと

りますよね。その中でいかにクルーズ船が八代

市内で、中心市街地で買い物をし、八代市の史

跡を歴史を文化を見る、そしてまた学ぶ。そう

いう中で言われたように、そういうのをです

ね、積極的に、これは旅行代理店と、答弁があ

ったじゃないですか、一般質問で。旅行代理店

と常にですね、密接な関係になって、大型的な

ですね、感覚を持っていかなければですね大型

クルーズ船の、今の状況だったら、全部農免道

路から、臨港線から全部バスはよそのバスで、

何の効果というですか、私はほとんど効果がな

ってないような気がしてならないんです。その

中でクルーズ船の中でですよ、これでことしが

１１隻かな、２８年がですね。来年は２９年度

は知事は６０隻と言われとっでしょう。それは

間違いないんですか、６０隻というのは、知事

さんが言われる、――はい、どうぞ次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦



 

－67－ 

君） はい、知事がおっしゃっているのは来年

度じゃなくて再来年度６０回という――（委員

山本幸廣君「再来年度、３０年度、――いや、

いつでもいいですよ」と呼ぶ）２９年と。（委

員山本幸廣君「来年というのは、来年は２９年

度じゃなかと」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 年度じゃなくてです

ね、年で発言されていますね。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） １年先のことで――（委員山本幸廣君

「１年先でしょう」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長済みませ

ん。来年でしょう、２９年でしょう。（経済文

化交流部総括審議員兼次長宮村明彦君「年でい

うと、そうですね」と呼ぶ） 

 そうでしょう、年で言えば。だから、はっき

り言って、６０隻については、先ほどの予算見

てくださいよ。じゃ、この予算でいいんです

か。１８４５万、これはクルーズ船の、これは

中身については、私も負担金わからないんです

けど、負担金について教えてください。１８４

５万、この負担金。汽船の寄港の経費の負担金

の内訳をちょっと教えてください。これつなが

ってきますから。 

○委員長（大倉裕一君） 桑原課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） そ

ちらのほうは２８年度の４月からの予算でござ

います。（委員山本幸廣君「それはわかっと

る、わかっとる。それはわかるけん」と呼ぶ） 

 はい、その予算につきましては、海外からの

クルーズ船１０隻分と国内の豪船飛鳥Ⅱの１隻

分、合計の１１隻分を計上させていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 課長ありがとうござい

ます。その内訳がはっきりいたしましたので、

２９年度は６０隻だったら、どれだけの予算に

なりますかというふうな方になるんですよ、来

年度にはですね。そういうのを考えて、この予

算って莫大なクルーズ船の、――効果はないけ

れども、これだけの寄港費がどんどん、どんど

んかさんでくると。しっかりしとってください

よ、これは。 

 そこでですね、私なぜこういうことを言うか

といいますと、本当景気が悪いですよ、今、市

内、どこ行っても。もういいことはほとんど今

言われませんね。怒られるのは議員さんばかり

です、はっきり言ってから。物すごく怒られま

す、どこ行っても商店街行ったら。中心市街地

へ行ったら特に怒られますね。いろんな苦情が

あります。だから、そのような予算を削減をす

るなら削減をする、ふやすならふやす中で、そ

の対策というのは、と課題というのは絶対見出

してください。真実の対策と課題をですね。課

題があって、その対策は立てるわけでしょう、

新年度というのはですね。それと反省をする中

で反省をしっかりせにゃいかぬ、ですね。そし

てまた、条件整備をしていく。これが現実とし

て、現場で踏まえた中でしていただきたい。こ

の予算書、今回の予算書を見た中でも。ほとん

ど変わらないんですけども、中身については絶

対新規事業じゃありませんけど、中身について

もどうやって変えるかというのは増減するんで

す、予算というのは。これをですね、私は今回

についてそのように感じましたので。あとにつ

いては、まだ委員の方々が質問されますので、

あとにとっておきたいと思いますので、よろし

いです、委員長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 大変恐縮でございますが、訂正をさせて
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いただきたいと思います。先ほど、クルーズ客

船の誘致事業につきまして、今年度は海外クル

ーズ船が１０隻、国内船が１隻、計１１隻と申

し上げましたが、これは１１隻は年でございま

して、年度にいたしますと、１隻、海外クルー

ズ船が１１隻、国内船は同じ１隻、合計の１２

隻となります。恐縮でございますが、訂正をお

願いいたします。（委員山本幸廣君「はい、よ

かです」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 八代全国花火競技大会

についてでございますけども、私、何回か一般

質問してるんですけど、一番いいときにです

ね、第２４回バス台数が４１２台、去年は１７

１台、こういう減少になったのはどのように思

われておるか。また、２６年度は３２００万の

市の負担だったですけど、今度は７００万の減

で３０００万になってる、この関係ちょっと教

えてください。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 岩崎観光振興課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） こんにちは

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）再びマスク着

用にて失礼いたします。全国花火競技大会のツ

アーバスの台数が減ったというような原因につ

きましては、御存じのとおり、クルーズ船等で

博多、長崎等へ非常に大型のバスが使われてい

るというようなことが、まず１点。それと、道

路運送法の改正によりまして、コストが高くな

ると。要するに運転手を２人つけなくてはいけ

ないということで、ツアーのコストが上がるこ

とによって、ツアーの料金がかさむと。それに

よって、ツアーのお客さんが減少するというこ

とで、どうしてもツアーの台数、当然入り込み

数、そういったものが減少してきているという

ふうに思います。ただ、今年度までにおきまし

ては、八代よかとこ宣伝隊のほうで営業努力を

されてきましたけれども、スタッフの数に限り

がありまして、そのあたりの体力の脆弱化、そ

ういったものも一つの原因かというふうに考え

ております。 

 それから、予算が、負担金が昨年度までとい

いますか、今年度ですね、平成２７年度までは

３７００万、今回の提案しています予算が３０

００万ということで、７００万減少してるとい

うふうなことでございます。これにつきまして

は、先ほどＤＭＯの資料の中にもございました

とおり、年々先ほどのツアーバスの減少に伴い

まして収入が減ってきているというふうなこと

です。平成２７年度におきましても、約９００

万程度の収益にしかならないというような現状

があっております。毎年収入が減ってきてると

いうようなこと、それから天候にも非常に左右

されるようなイベントであることというような

ことから、新しくＤＭＯやつしろが立ち上がり

ますが、初年度から非常に大きなリスクを背負

うということになりますので、暫定的に平成２

８年度におきましては、全国花火競技大会の実

行委員会のほうで、ツアーバスを収支関係を持

ちまして運営していきたいというふうに思って

おります。そのようなことから、収入が実行委

員会のほうにプラスになるというようなこと

で、その分を７００万円を減額してるというよ

うなことでございます。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） はい、わかりました。

観客数もですね、１万人ぐらい減ってますもん

ね。少しマンネリ化してきたのかなという感じ

はいたします。 

 今、山本委員も言われましたように、景気も

低迷していますしですね、なかなか厳しいと思
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います。 

 そこでですね、やはり民間のやはり協賛です

ね。協賛をどのように思っておられるか、ちょ

っとお聞かせください。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） お答えしま

す。 

 協賛につきましても、もう例年大体横ばいの

状態というのが、現状があります。昨年、静岡

県の袋井の花火大会に、うちのスタッフが視察

に参りました。そのときの参考になりましたの

は、まず、実施主体が商工会議所であるという

ふうなことです。その中で非常に驚いたのは、

協賛金が一番多いので１１００万というような

ことです。商工会議所が主体ということで、そ

この会員の方々が大口の協賛をされてるという

ふうに聞いております。席の売り方が、うちの

場合には、個人に席を売るというようなことな

んですけれども、協賛企業に売るというような

形で、その協賛額に応じまして席を設定すると

いうふうなやり方をされてるというようなこと

で、非常にそのあたり、これまで個人がメーン

で販売していたものをそういった企業協賛とい

うようなやり方も今後視野に入れながら、協賛

金の増、あるいは入り込み客数の増に努めてい

ければなというふうに考えております。 

 以上です。（委員矢本善彦君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ８８ページ、商工費の

ところの商工の振興費のところなんですが、先

ほど来も言いましたが、企業誘致の予算が一昨

年とそんな変わらないんですけれども、さっき

説明がありましたね。内容については、企業の

訪問の旅費が１５０万、企業の誘致のパンフレ

ットの印刷、企業調査。大体ことしは企業誘致

をこれだけ頑張ろうという意欲の中で、企業誘

致の対策の担当の職員は何人おるのかな、ちょ

っと示してください。 

○委員長（大倉裕一君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 今、係長を含

めまして３名で、中心となって回っているとこ

ろでございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 唖然としましたね。こ

の職員の、これくらいの係長含めて３人で、こ

の企業誘致をしようという、これはもう部長も

次長もですね、並大抵の努力というか、もう２

４時間体制ぐらいで仕事しなければ誘致なんて

できないと思いますよね。私は、もうこの企業

誘致に力を入れろというのはもう以前からずっ

と言ってきました。それはなぜかといいます

と、内陸の工業団地もはっきり言ってから凍結

だいか、何かどこに行って幽霊みたいにしてか

ら、どこ行って、何も形もない。その後の工業

団地のですね、結果というのも報告がないです

よね。はっきりな話が報告もありません。最近

聞いたことない。で、その結果について、どう

いうふうに工業団地がなっているのかというの

を含めてですよ、私はお聞きしたいと思うんで

すが、これは私は決算のときに何回も企業誘

致、工業団地については質疑をしました。その

中で、最終的に矢本委員長がですね、これだけ

まとめて、意見のですね、委員の、まとめてお

るんですよ。これは委員長報告で。本市からの

人口流出を減らすためにも、工業立地が優先で

あると考えると、委員の方々が。だから、それ

については職員を増員してほしいと。企業誘致

活動を行っていただきたいと。たくさんの委員

の方々が意見を述べているんです。で、矢本委

員長が、それを委員長報告をしとるわけです
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ね。そしてまた、監査委員の方々も、その中に

ついては企業誘致は意見書の中でうたっておら

れます。そういうのを含めたらですね、今のよ

うな係長含めて２人なんて、何を考えてとるん

ですか、はっきり言ってから。どう思います

か。 

○委員長（大倉裕一君） はい、川野課長。

（委員山本幸廣君「課長じゃなくていいから、

部長と次長。課長はよか、座ってよか」と呼

ぶ） 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、池田部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 企業誘致

どう進めてるかというお話かと思いますが、現

在、先ほど３名という体制でということなんで

すが、企業訪問におきましてはですね、帝国デ

ータバンクとか、あるいは東京商工リサーチな

どのですね、企業情報、これをまた調査をです

ね、委託をいたしておりますけども、その情報

をもとにですね、効率的な形でですね、本市へ

の企業誘致を図っているというところではある

んですけども。また、今回、平成２８年度にお

きましてはですね、調査委託料を増額いたしま

して、オフィス系の企業の誘致にも力を入れて

いきたいというふうなところで、そういった施

策は打っているつもりではあるんですが、なか

なか結果に見えないというところはあろうかと

思いますけれども、そういう予算の中で精いっ

ぱい一生懸命どうにかしたいというふうな気持

ちでですね、やってるのは事実でございますの

で、また御理解いただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 部長も最後であります

ので、３月３１日からは民間にどっかに行かれ

ると思うんですが、やはり民間に行かれたら、

これは厳しいですよ。これはもう公務員だから

こそですね、行政だからこそというとですね、

我々議会も責任があります、はっきり言ってか

ら。だからこそ、私はこれだけですね、今回の

この委員会ではですね、質疑を求め、そしてま

た意見を述べるという、この時間をですね、自

分みずから本当に自問自答した。この予算書を

見て感じました。だからこそ、このように質問

をしてるわけでありますので、それは御理解し

てください。 

 そういう中でですね、私は今、部長が言われ

たように、理解をしたい気持ちはいっぱいあり

ます。だけども、反省をするところは反省をし

ていただきたい。これだけはですね。オフィス

というと、私は、信頼というのはお互いに膝を

交えてですね、しっかりして人の目を見る。そ

して、人の考える社会心理的な心理学的な学を

学べばですね、また自然と相手がどのような気

持ちでおられて、これだけ接してこられたと。

じゃ、八代にやっぱし企業誘致、企業として進

出せないかぬと。膝を交えなくて、オフィスで

電話ぐらいで言っとったって、絶対彼たちはで

すね、それは本当に競争の競争ですよ、今、こ

の不景気の時代には。地方の時代は、本当に分

権って、分権は消えつつあります。そういうの

を皆さんと一緒に共有しながら、この企業誘致

というのをですね、我々が工業団地をしっかり

早くですね、見直し、そしてまた工業団地をど

ういう場所につくって、受け皿をつくって、そ

してまた企業誘致をしようという気持ちに、皆

さんと一緒に、私はもうそういうふうに皆さん

と一緒に行きたいという気持ちです。皆さん方

が、職員の方々がいや違いますと言えば、それ

で結構であります。ただ一つ、工業団地の問題

だけは、宮村総括に一言でも結構でございます

ので、はい。どこまで、どういうところで今終

わっているのかということをですね、示してく

ださい。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 
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○委員長（大倉裕一君） 宮村次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） はい、

御指名いただきまして、ありがとうございま

す。工業団地につきましては、フードバレー関

係で、工業団地を今山本委員がおっしゃったよ

うに受け皿をつくらなきゃいけない。その背景

といたしましては、外港の工業団地が非常にも

う残り少なくなってきたという、それと内陸型

の工業団地がなければ、外港型、なかなか企業

も進出しづらいということもありまして、工業

団地をつくるというふうに進んでおりますが、

いかんせん、なかなか八代市の適地となる場所

につきましては、農業振興地域が多いもんです

から、その辺につきましてどのような対策、ど

のような手法をもって工業団地つくるかという

ことを今検討をしているところでございまし

て、少しでも前に進めたいと。前に進める折に

は、また委員会のほうに御報告をさせていただ

きたいと思っております。歯切れが悪くて申し

わけございません。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そこで、国、県と市

と、国、県と国のパイプというのが出てくるん

ですよね。林さんは農林大臣をされた。その中

で、石破さんもそういう産業の地方創生という

形でおられる。私は今、宮村審議員が言われた

ようにですね、努力をせにゃいかぬですよ。努

力を。やっぱし努力が一番です。そしてまた、

継続は力なり、これが一番です。そういう一つ

のやっぱり市、県、国のパイプが今一番あるじ

ゃないですか。中村市長初め、県もですね、４

人の県議がおられる。そして、国も金子代議士

もおられる。金子代議士のやっぱし一つの派閥

じゃありませんけども、そういう環境の中で大

変友人としておられる林前大臣、石破創生大臣

もおられるし、今の時期がチャンスじゃないか

と思います。そこらあたりはひとつ課題じゃあ

りません、努力をしてほしいということで要望

をしておきます。 

○委員長（大倉裕一君） 委員長からも一言つ

け加えて要望させていただきたいと思います

が、以前、天草に工業用水を送るときに――

(｢副委員長と交代して」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 交代します。 

○副委員長（笹本サエ子君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 天草にですね、たしか

工業用水を送ったときに協定を組んであると思

いますね。多分、次長、部長覚えておられると

思います。まだ、その効力というのは恐らくあ

ると思うんですよね。ですから、そういったと

ころをきちんとやっぱり県と確認をしていただ

くということも必要ですし、企業がやはり一番

熊本県に立地を考えるときは、熊本県庁に相談

されると思います。いきなり八代市に飛び越え

てくるということはないと思いますので、毎日

のようにですね、県庁に担当職員さんたちが情

報をつかみに行くというぐらいに積極性を持っ

てですね、この点については取り組んでいって

いただきたいということを要望しておきたいと

思いますので、よろしくお願いしときます。 

○副委員長（笹本サエ子君） 委員長を交代い

たします。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

○委員（矢本善彦君） 関連いいですか。今、

企業誘致の関連でですね、――いいですか。 

○委員長（大倉裕一君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 今、山本委員が企業誘

致のことを言われましたけど、以前はですね、

１００万ぐらいしか予算なかったっですよ。そ

のときに３００万に上げたことがあるんです

よ。やっぱり外に出らぬとどうにもならない。

机の上にばかりおったってね。やっぱり企業誘

致というのはやっぱり外に出て、やっぱりいろ

んな県人会に行ったり、そういうのをね、やっ
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ぱりしないとだめと思います。私たちもやっぱ

り民間でね、商売してるんですけども、やはり

そのために東京に、大阪に、福岡にやっている

んでしょう。そういうのをやはりどんどんね、

パンフレット持っていって、やはり名刺交換し

て、そしていいアドバイザーを見つけて、やっ

ぱりそういう体制をつくらぬとね。ただ絵に描

いた餅になってるもん。やっぱりそこをです

ね、生かしていただきたい。そういう要望をし

ときます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、質問よろしい

ですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 関連で質問しますが、

部長、次長を初め、今、人事課の連中も聞いて

見ていると思います。川野係長が、係長を含め

て３名ということで―― 

○委員長（大倉裕一君） 川野課長です。 

○委員（山本幸廣君） 川野課長が、３名と言

われましたので、課長の下には係長がおるんで

しょう。係長がおったら、もう１人しかいない

んじゃないですか、職員は。今初めて知りまし

たけれども、３名でしょう、含めてですね。ち

ょうど４月１日には異動がありますですね。よ

ろしければ、この場でありますけれども、委員

長、委員会からですね、強くこの異動のときに

職員の増員をですね、お願いしたいと思いま

す。そうしなければですね、この企業誘致だっ

て、ポートセールスだってですね。私はクルー

ズ船についてはですね、本当に市長初め、一生

懸命民間の方々も努力されておりますし、また

そのポートセールスについても、私も池田部長

とちょうど何年か前に韓国に行きながら、ずっ

とですね、インチョンからずっとポートセール

スしてきました。あのときの勢いというのはで

すね、すさまじかったですね。県の県会議員ず

へろく十何人行ってまいりましたね、県と一緒

に。その後、ポートセールスもこのような予算

の、何か少しまた減になっとるような状況で、

力入れるとかなという気持ちもありますけど

も、よろしければちょうど異動時期でありま

す。これについてはですね、強く委員の方々も

感じられると思いますから、強く委員長にもお

願いしながらですね、この増員をして、企業の

誘致に全面、工業団地の早期着工に目がけて、

企業誘致は受け皿がなければ、やっぱし企業は

来ません。ですね。よろしかれば、その整備に

ついてもですね、私たちはやっぱり女性を見る

ときには、きれいな女性はやはり下地がしっか

りしとらな、きれいな女性に見えないんです。

そういうことを踏まえて、ぜひともよろしくお

願いしときます。強い要望です。 

○委員長（大倉裕一君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 一応先ほど３

名でということで、済いません。ここでまたち

ょっと言わせていただきますけど、人事ヒアリ

ングが毎年ございますので、そのときにうちか

らもですね、工業係のほうが企業誘致を担当し

ておりますので、ぜひ１名増でということでは

お願いをしたところでございますけど、結果は

どうなるかちょっとわかりませんけど、こちら

から強くですね、要望していたところはござい

ます。一応御報告までということで。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

でしょうか。（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 では、質問したいところがありますので、ま

た委員長を交代させていただきます。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長を交代いたします。大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。教育費のほうで

自主文化事業のことでお尋ねをしたいと思うん

ですが、若いといいますか、子育て中のお母さ

んとか、乳幼児の方々が楽しめるような文化事

業って組んでありますか。 

○副委員長（笹本サエ子君） 林田文化振興課

厚生会館館長。 
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○文化振興課厚生会館館長（林田安夫君） こ

んにちは。厚生会館の林田です。 

 来年度の自主文化事業につきましては、子供

向けの自主文化事業につきましては、幼児じゃ

ありませんけれども、鏡文化センターの市原悦

子さんの朗読、それと共催的な事業なんですけ

れども、こんにゃく座のオペラ、ロはロボット

のロ、これが一応子供向けの自主文化事業とな

っております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 以前要望したというふ

うに記憶してるんですけど、いつだったかとい

うのが定かでありませんが、特にですね、子育

て中のお母さん、そして乳幼児の子供たちがか

かわれるような、楽しめるような文化事業とい

うのがもっと組んでいただきたいなという思い

があります。今回の内容についてどうのこうの

というのは言いませんけど、これからそういう

機会をですね、どんどんふやしていただきたい

と思います。というのも、公園はですね、子供

たちを連れていく場所がないというところで、

公園の整備が物すごく進みましたですね。それ

と一緒で、やはり八代でどこに連れていってよ

かっだろうかて。遊びに連れていくところもな

いというのは、やっぱりいまだ根強い声があり

ます。そういう中でも、やっぱり子供たちと一

緒に楽しめる時間をどう確保していくかという

のも行政の役割じゃないかなと思っていますの

で、これから事業を検討される中でですね、ぜ

ひそういう機会をたくさんつくっていただけれ

ばというふうに思いますので、要望として申し

上げておきたいと思います。 

 もう一点済みません。担当課は多分スポーツ

振興課になると思うんですけど。県体の事業が

組んであると思います。 

 で、県体に行くときに八代市代表ということ

で選手たちの皆さんには非常に頑張っていただ

いているというふうに思うわけですけれども、

行かれる際のユニフォーム等をですね、八代市

から整備をしているんじゃないかなというふう

に思っとります。一部の競技だと思うんです

が、以前は八代市という文字をですね、ユニフ

ォームに印刷をしてなのか、プリントしてなの

かちょっとわかりませんけど、八代市という文

字を入れて、県体に臨んでいただいとった。と

ころが、八代市という文字の入っとっとでは、

県体の終わった後、着られぬということで、そ

の文字を外してくれぬかというような一部の競

技から要望があって、それに対応されたという

ようなお話を聞いてる面があります。そういっ

たものが、一部の方々の声でそういうふうに変

わっていくという姿がですね、本来あるべき姿

なのかという疑問を持ってるんですけど、その

整備の要綱とか、そういったものが整備されて

るのか、そのあたりどのようにお考えになられ

ますか。 

○副委員長（笹本サエ子君） 本村スポーツ振

興課副主幹兼振興係長。 

○スポーツ振興課副主幹兼振興係長（本村秀記

君） こんにちは。スポーツ振興課の本村と申

します。県体でのユニフォームの件でございま

すけども、ユニフォームはですね、それぞれそ

ろえられているところもありますし、八代市と

いうマークが入っているところもございます。

ただ、八代市のマークをつけて強制的に出なさ

いということのですね、要綱はございませんの

で、その辺のところはですね、自由に取り扱っ

ているところでございますけども、ただ、八代

市の代表として行くことですのでですね、その

辺のところは今後ですね、ちょっと精査して、

大倉委員が言われましたとおり、代表としてあ

るような格好ですね、ユニフォームをですね、

統一できればというふうに前向きに進めていけ
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ればと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 基本はやっぱり八代市

のですね、代表として行くわけですので、八代

市の名前を入れて頑張ってといいますか、ユニ

フォームを整備していただきたい。そういうふ

うなユニフォーム整備のですね、要綱というん

ですか、そういったのも整備していっていただ

きたいというふうに私は思います。ですので、

今回は結論という部分にはならないと思うんで

すけども、今後の検討をですね、要望しておき

たいというふうに思います。 

○副委員長（笹本サエ子君） よろしいです

か。 

○委員（大倉裕一君） 終わります。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長の職務を委員長に交代いたします。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

でしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたら、お願いいたしま

す。 

○委員（山本幸廣君） １つよろしいですか。

済みません。 

○委員長（大倉裕一君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 意見というといかぬ、

要望なんですけれどもですね。本町商店街の一

丁目、元白馬ビルからずっと今、アーケードま

での間ぐらいにですね、か裏ずっと全体ですけ

ども、公衆トイレをつくってくださいって、再

三いろんな方々から言われて、役所にも何回も

行ったという方々がおられて、１月も明けてか

らですけれども、場所をずっと精査を、からず

っと回ってきましたけれども、いろんなところ

に空き店舗があったり──空き店舗と言ったら

なんですけれども、崩れた状態があってです

ね、よろしければ、その公衆トイレをひとつ…

…。あの一丁目周辺というのを検討していただ

ければなと。立ち小便が多くてですね、よそか

ら来られた方々がですね、何かにおいがしてと

いう苦情があったそうでありますので、よろし

ければ担当部で検討していただければなと思い

ます。委員長、済みませんが、もう要望ですた

い。 

○委員長（大倉裕一君） では、要望というこ

とでよろしくお願いいたします。 

 意見ございませんでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０号・平成２８年度八代市一般会計

予算中、当委員会関係分について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後４時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３５分 本会） 

◎議案第１４号・平成２８年度八代市簡易水道

事業特別会計予算 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１４号・平成２８年度八代市簡

易水道事業特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 水道局の宮本でご

ざいます。よろしくお願いいたします。座りま

して説明させていただきます。 

 別冊になっております八代市特別会計予算書
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の８９ページをお願いいたします。 

 それでは、議案第１４号・平成２８年度八代

市簡易水道事業特別会計予算について御説明い

たします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億

５６３８万８０００円といたしております。 

 第２条、債務負担行為でございますが、平成

２９年度から３１年度までの３年間で簡易水道

事業特別会計予算の地方公営企業法適用化に向

けて、今後必要となってくる経費３２１７万３

０００円について債務負担をお願いするもので

ございます。 

 第３条、地方債でございますが、簡易水道施

設整備事業として１億４０００万円を予定いた

しております。 

 それでは、内容につきまして歳出から説明さ

せていただきます。 

 ９９ページをお願いいたします。 

 款１・項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費でございますが、４４８２万６０００

円を計上いたしております。節２・給料から節

４・共済費までは、職員６名分の人件費４４５

６万９０００円でございます。 

 次に、目２・簡易水道維持管理費でございま

すが、５９２２万３０００円を計上いたしてお

ります。その主な内訳でございますが、節１１

・需用費１５０３万４０００円は、施設管理消

耗品１４０万７０００円、施設電気料８１４万

円、施設設備修繕費４６１万２０００円が主な

ものでございます。節１２・役務費１９９万５

０００円は、水道施設電話料５０万２０００

円、水道料金の納付書郵送料１９万８０００

円、量水器取りかえ手数料９０万７０００円、

口座振替手数料２４万１０００円、水道施設の

保険料９万２０００円が主なものでございま

す。節１３・委託料３７６５万円は、水質検査

業務委託１８９７万５０００円、浄水施設、ポ

ンプ設備、滅菌器などの保守点検業務委託２４

９万１０００円、水道施設清掃業務委託３７９

万円、水道施設監視業務委託２７１万８０００

円、量水器検針業務委託２１０万５０００円、

公営企業法適用化業務委託７５７万１０００円

が主なものでございます。節１５・工事請負費

１８０万円は、県道の拡幅工事に伴います水道

管の移設工事費でございます。節１８・備品購

入費１９５万円は、量水器、塩素滅菌機及び水

中ポンプ等の購入でございます。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、１億

４１０６万円を計上いたしております。その内

訳でございますが、節１３・委託料１６００万

円は、泉町の白岩戸簡易水道及び野添簡易水道

の整備事業に係る実施設計業務委託９００万

円、坂本町の葉木地区簡易水道整備事業に係る

実施設計業務委託７００万円でございます。節

１５・工事請負費１億２５００万円は、坂本町

の西部地区簡易水道整備事業３０００万円、下

深水地区簡易水道整備事業１８００万円、並び

に泉町の南川内簡易水道整備事業４２６０万

円、野添簡易水道整備事業３３００万円を予定

いたしております。 

 １００ページをお願いいたします。 

 款２・項１・公債費、目１・元金９１３０万

８０００円は、起債償還元金及び借換債償還元

金でございます。 

 目２・利子１９９７万１０００円は、起債及

び借換債償還利子でございます。 

 以上が歳出でございまして、歳出合計３億５

６３８万８０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入でございますが、９６ページに戻

っていただきまして、款１・分担金及び負担

金、項１・負担金、目１・簡易水道事業費負担

金９７万２０００円、これは泉地区における消

火栓設置工事の一般会計負担金でございます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・簡易水道使用料７１９６万４０００円を見

込んでおります。内訳といたしまして、八代地



 

－76－ 

区４０戸、１２５万６０００円、坂本地区１６

０１戸、５４９３万１０００円、東陽地区２５

０戸、８２７万５０００円、泉地区３１７戸、

７５０万２０００円でございます。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料５万４

０００円、これは主に督促手数料でございま

す。 

 ９７ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１・目１・一般会計繰入金

１億３６６６万５０００円を計上いたしており

ます。内訳は、八代地区８００万６０００円、

坂本地区８２６５万８０００円、東陽地区２１

７０万５０００円、泉地区２４２９万６０００

円となっております。 

 款４・項１・目１・繰越金１０００円。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 款５・諸収入、項１・目１・雑入６７３万２

０００円、これは消費税還付金でございます。 

 款６・項１・市債、目１・簡易水道事業債１

億４０００万円を計上いたしております。主な

内訳といたしまして、坂本町の西部地区簡易水

道整備事業３０００万円及び下深水地区簡易水

道整備事業１８００万円、泉町の南川内地区簡

易水道整備事業４２６０万円及び野添簡易水道

整備事業３４００万円などでございます。 

 以上が歳入でございまして、歳入合計３億５

６３８万８０００円を計上いたしております。 

 以上で平成２８年度八代市簡易水道事業特別

会計予算の説明を終わります。よろしく御審議

をお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

 では、私から質問をさせていただきたいと思

いますので、暫時副委員長と交代いたします。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、大倉

委員。 

○委員（大倉裕一君） 歳入のほうからお尋ね

をしたいと思いますが、使用料手数料が前年度

よりも１００万プラスして見込んであります。

この前の国勢調査あたりでも人口減少というふ

うな報道が出とったんですけども、この１００

万プラスとなった理由をお聞かせいただけます

か。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、松田水道

局主幹兼簡易水道係長。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

それでは、お答えいたします。 

 今回、収入がふえた原因としましては、今回

後でまた条例の改正をですね、一部出させてい

ただきますけども、給水区域の変更を若干行っ

ております。それに伴う増額でございます。 

 以上です。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） はい、繰入金もお尋ね

したいんですけど、繰入金は次にして。市債と

公債費の関係をお尋ねしたいと思いますが、市

債が今回１億４０００万で借りておられます。

で、返すお金が１億１１００万ということで、

この返し方でいくと、借金のほうがどんどん膨

らむという形になるわけですけども、これが逆

転するような見通しというのはいつごろを見込

んでおられるのか。その対策として、その供給

エリア、その収入の変更というのがあってるの

かなと思いますけども、そのあたりをお聞かせ

いただけますか。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、副委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、松田水道

局主幹兼簡易水道係長。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、本年度まだどうしても公債費のほうが高



 

－77－ 

くなっております。約４０００万近く高くなっ

てると思います。それにつきましては、まだま

だ簡易水道事業に関しましては、どうしても中

山間地の小さな施設が多い関係でですね、まだ

まだ整備が進んでないところがあります。特に

まだ山のほうではですね、山の水をそのまま飲

まれてる状況がありまして、ろ過装置──浄水

施設といいますが、そういう施設がない施設が

まだ現在４４のうち８つほどあります。そうい

うのをですね、改良していかないと、いつ水質

事故等がですね、あるかわからないというふう

な状況がありますので、今のところ、平成３１

年までをめどにですね、全施設改良したいとい

うふうなことで考えているところです。ただ

し、どうしても改良するに当たって、料金改定

が発生いたしますので、なかなか地元のほうが

ですね、そういうのに料金改定に対して御理解

を得れないところがありますので、なかなか進

んでないというのが現状です。若干ちょっとお

くれております。平成３１年までに全施設改修

終わる予定だったんですが、なかなか予定どお

り進んでいないというのが現状です。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） その中で公債費のほう

がですよ、お金を返す金額のほうが上回る時期

というのはいつごろを見通していらっしゃるの

か。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、副委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、松田係

長。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

長期見通しで考えておりますのが平成３２年か

ら３３年時点で逆転したいというふうなことで

考えております。 

 以上です。（委員大倉裕一君「はい、ありが

とうございました」と呼ぶ） 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長の職務を委員長と交代いたします。 

○委員長（大倉裕一君） ほかに質疑ありませ

んでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 関連ですけども、これ

がそのような状況であることはもうはっきり言

って、市民としてはですね、受益の中では不公

平さが出てくるんですよね。なるだけなら早目

に整備を進めていただくという、一般会計繰り

入れは繰り入れですからですね。そこらあたり

はひとつ局長も力入れてから、執行部にお願い

をしてください。そうしなければ不公平になり

ます、はっきり言ってからですね。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、意見があ

りましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、これより

採決いたします。 

 議案第１４号・平成２８年度八代市簡易水道

事業特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後４時４９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５０分 本会） 

◎議案第１９号・平成２８年度八代市久連子財

産区特別会計予算 
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○委員長（大倉裕一君） はい、本会に戻しま

す。 

 次に、議案第１９号・平成２８年度八代市久

連子財産区特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○水産林務課長（沖田良三君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、水産林

務課の沖田でございます。よろしくお願いいた

します。それでは、座って説明させていただき

ます。 

 それでは、議案第１９号・平成２８年度八代

市久連子財産区特別会計予算につきまして御説

明いたします。 

 予算書の１９１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４

２万８０００円を計上いたしております。 

 １９６ページをお願いいたします。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります款２・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・久連子財産区基金繰入金で３２万５０００

円。 

 次のページ、款３の繰越金で１０万円を計上

いたしております。 

 次に、歳出でございますが、款１・総務費、

項１・総務管理費、目１・一般管理費に３１万

８０００円を計上いたしております。内訳とい

たしましては、年２回開催されております財産

区管理会委員７名の報酬８万３０００円と、久

連子古代踊りの伝承等に利用されております民

舞伝承館と地区内の防犯灯の電気代及び修理代

で２３万３０００円、基金利子の積立金が２０

００円でございます。 

 目２・財産造成費の１万円は、財産区有林と

隣接者との境界立ち会いなどに対する謝礼でご

ざいます。また、予備費として１０万円を計上

いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１９号・平成２８年度八代市久連子財

産区特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２０号・平成２８年度八代市椎原財産

区特別会計予算 

○委員長（大倉裕一君） 次に、議案第２０号

・平成２８年度八代市椎原財産区特別会計予算

を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、委員

長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、沖田水産林務

課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、それで

は、議案第２０号・平成２８年度八代市椎原財

産区特別会計予算につきまして、御説明いたし

ます。座って説明いたします。 

 予算書の２０１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３

９万８０００円を計上いたしております。 

 続きまして２０６ページをお願いいたしま

す。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります款２・繰入金、項１・基金繰入金、目
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１・椎原財産区基金繰入金で２９万５０００

円。 

 次のページ、款３・繰越金で１０万円を計上

いたしております。 

 次に歳出でございますが、款１・総務費、項

１・総務管理費、目１・一般管理費に２８万８

０００円を計上いたしております。内訳としま

しては、年２回開催されております財産区管理

会委員７名の報酬８万３０００円と、地区内防

犯灯５基の修理代と電気代で２０万３０００

円、基金利子の積立金が２０００円でございま

す。 

 目２・財産造成費の１万円は、先ほどと同様

に財産区有林と隣接者との境界立ち会いなどに

対する謝礼でございます。また、予備費として

１０万円を計上いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） はい。それでは、こ

れより採決いたします。 

 議案第２０号・平成２８年度八代市椎原財産

区特別会計予算について、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後４時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５６分 本会） 

◎議案第２１号・平成２８年度八代市水道事業

会計予算 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２１号・平成２８年度八代市水

道事業会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 水道局、宮本でご

ざいます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。座りまして説明させていただきます。 

 それでは、別冊になっております水道事業会

計予算書のほうお願いしたいと思います。 

 説明に入ります前に１カ所訂正がございま

す。議案書２ページ９行目、補塡財源説明のと

ころでございますが、「減債積立金９２６６万

３０００円及び過年度分損益勘定留保資金１億

８６９９万７０００円で補てんする。」の「減

債積立金９２６６万３０００円及び」を削除

し、「過年度分損益勘定留保資金２億７９６６

万円で補てんする。」に訂正をお願いいたしま

す。申しわけございませんでした。（発言する

者あり）済みません、正誤表がございます。済

みません。（発言する者あり） 

 それでは、議案第２１号・平成２８年度八代

市水道事業会計予算について御説明いたしま

す。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２８年度八代市水道事業会計予算。 

 第１条、平成２８年度水道事業会計の予算

は、次に定めるところによります。 

 第２条、業務の予定量でございますが、給水

戸数１万４５００戸、年間総給水量３６４万５

０００立方メートル、１日平均給水量９９８６

立方メートル。主な建設改良事業といたしまし

て、配水管整備事業、事業費１億８５９２万６

０００円、配水管改良事業、事業費４２９８万

円を予定いたしております。 

 第３条、収益的収入及び支出でございます

が、まず収入では、第１款・水道事業収益５億



 

－80－ 

１７３３万４０００円。内訳といたしまして、

第１項・営業収益５億２４６万７０００円、第

２項・営業外収益１４８６万４０００円、第３

項・特別利益３０００円を計上いたしておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、第１款・水道事業費

用、４億５２８１万円。内訳といたしまして、

第１項・営業費用４億１６５７万３０００円、

第２項・営業外費用３３０３万５０００円、第

３項・特別損失２０万２０００円、第４項・予

備費３００万円を計上いたしております。差し

引き収支は６４５２万４０００円の黒字を見込

んでおります。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます

が、まず、収入では、第１款・資本的収入１８

８７万２０００円。内訳といたしまして、第１

項・工事負担金７５４万２０００円、第２項・

出資金１１３３万円を計上いたしております。 

 支出でございますが、第１款・資本的支出３

億１５８７万６０００円。内訳といたしまし

て、第１項・建設改良費２億３４１５万２００

０円、第２項・企業債償還金８０７２万４００

０円、第３項・予備費１００万円を計上いたし

ております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億９７００万４０００円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１７

３４万４０００円、過年度分損益勘定留保資金

２億７９６６万円で補塡いたします。この予算

の詳細につきましては、予算の明細のほうで御

説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第５条、一時借入金の限度額は５０００万円

といたします。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合として、営業費用及び営

業外費用に計上した経費のうち、次条に定める

職員給与費以外の経費間を定めております。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費として、職員給与費１億１５

０１万１０００円を定めております。 

 第８条、他会計からの補助金としまして、新

港町企業誘致に対処するための配水管布設工事

に対する企業債に係る支払利息に要する経費及

び地方公営企業職員に係る児童手当等に要する

経費に対し、一般会計から９１万３０００円の

繰り入れを予定いたしております。 

 第９条、たな卸資産購入限度額は１６００万

円といたします。 

 次の５ページからは、水道事業会計予算に関

する説明書でございます。 

 予算実施計画、予定キャッシュフロー計算

書、予定損益計算書、予定貸借対照表につきま

しては、予算に基づき作成いたしました資料で

ございますので、説明を省略させていただきま

して、予算の明細について御説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入のほうでございま

すが、款１・水道事業収益、項１・営業収益、

目１・給水収益４億９４２５万８０００円、こ

れは給水使用料及び量水器使用料４億９２１６

万２０００円、船舶給水使用料２０９万６００

０円でございまして、月平均１万４３５０戸、

年間給水量３６４万５０００立方メートルを見

込んでおります。 

 目２・受託工事収益６３６万２０００円。内

訳は、給水工事収益２２万４０００円、これは

給水工事占用事務手続関係の収益でございま

す。修繕工事収益６１３万８０００円、これは

下水道工事に伴います水道管切りかえ工事等で

ございます。 

 目３・その他の営業収益、１８４万７０００

円。これは材料売却収益１０００円と手数料１

８４万６０００円でございます。営業収益合計

５億２４６万７０００円を計上いたしておりま
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す。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益、目１・受取利息及び配当

金５９万５０００円、これは定期預金等の利子

でございます。 

 目２・他会計補助金９１万３０００円、これ

は第３工区配水管布設工事の起債に係る支払利

息と児童手当等の一般会計負担分でございま

す。 

 目３・長期前受金戻入１２６３万５０００

円、これは平成２６年度の地方公営企業会計基

準の改正前に資本剰余金を充てて取得いたしま

した固定資産のうち償却資産の平成２８年度減

価償却分を収益化するものでございます。 

 目４・雑収益７２万１０００円。内訳は、不

用品売却収益１０００円、その他雑収益７２万

円でございます。これは量水器取りかえ評価差

額などでございます。営業外収益合計１４８６

万４０００円を計上いたしております。 

 項３・特別利益、目１・固定資産売却益、目

２・過年度損益修正益、目３・その他特別利

益、それぞれ１０００円でございます。特別利

益合計３０００円を計上いたしております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、款１・水道事業費用、

項１・営業費用、目１・原水及び浄水費８７１

３万８０００円。これは水源地関係の費用でご

ざいまして、その主なものは一般職２名分の人

件費、水源地の運転管理業務委託料や動力費な

どでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 目２・配水及び給水費６６１６万８０００

円。これは配水及び給水施設に係る費用でござ

いまして、その主なものは一般職３名及び外港

船舶給水所管理業務非常勤職員１名の人件費、

配水管及び給水管の修繕費、漏水調査委託料な

どでございます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 目３・受託工事費１７４８万４０００円。こ

れは給配水管の切りかえ工事等の受託工事に要

する費用でございまして、その主なものは一般

職２名の人件費、下水道工事等に伴う水道管切

りかえ工事の工事請負費などでございます。 

 目４・総係費９６１１万１０００円、これは

一般事務経費など事業全般に関連する費用でご

ざいます。その主なものは一般職７名、水道料

金滞納整理業務非常勤職員２名及び貯蔵品管理

業務非常勤職員１名の人件費、検針・集金業務

委託料、料金システム・会計システムの保守料

などでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目５・減価償却費１億４８９６万２０００

円、目６・資産減耗費６０万円、目７・その他

営業費用１１万円でございまして、営業費用合

計４億１６５７万３０００円を計上いたしてお

ります。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 項２・営業外費用でございますが、目１・支

払利息及び企業債取扱諸費２４５４万円、目２

・消費税及び地方消費税８４９万４０００円、

目３・雑支出１０００円でございまして、合計

３３０３万５０００円を計上いたしておりま

す。 

 項３・特別損失でございますが、目１・固定

資産売却損１０００円、目２・過年度損益修正

損２０万円、目３・その他特別損失１０００円

で特別損失合計２０万２０００円を計上いたし

ております。 

 次の項４・予備費は３００万円を計上いたし

ております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１・工事負担金、目１・他会計負担金７

５４万円、これは消火栓設置に要する費用への

一般会計負担金でございます。 
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 目２・特設配水管工事負担金１０００円、目

３・その他工事負担金１０００円でございま

す。工事負担金合計７５４万２０００円を計上

いたしております。 

 項２・出資金１１３３万円を計上いたしてお

ります。これは第４次拡張に要しました企業債

の元金償還への一般会計出資金でございます。 

 次に、２９ページの支出でございますが、款

１・資本的支出、項１・建設改良費、目１・配

水設備拡張費１億８５９２万６０００円、これ

は太田郷、松高、八千把、宮地地区などに５０

ミリから４５０ミリの配水管を４７２０メート

ル布設するものでございます。 

 目２・配水設備改良費４２９８万円、これは

日奈久地区及び大島地区におきまして７５ミリ

から１００ミリの配水管、６３０メートルを改

良工事するものでございます。 

 目３・営業設備費５２４万６０００円、これ

は新規給水に係るメーター３５０個及び公用車

１台の購入、料金システムの改修費用などでご

ざいます。建設改良費合計２億３４１５万２０

００円を計上いたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 項２・企業債償還金８０７２万４０００円を

予定いたしておりまして、次の項３・予備費は

１００万円を計上いたしております。 

 ３１ページから３７ページまでは給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、地方債に関す

る調書でございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 予算書最後の３８ページから３９ページに、

Ⅰ．重要な会計方針とⅡ．予定貸借対照表につ

きまして注記いたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お

願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） はい、それでは以上

の部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、意見があ

りましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第２１号・平成２８年度八代市水道事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後５時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時１１分 本会） 

◎議案第２２号・平成２８年度八代市病院事業

会計予算 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２２号・平成２８年度八代市病

院事業会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） は

い。 

○委員長（大倉裕一君） 田中市立病院事務部

事務長。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）本来

でしたら、病院長が参りまして、御挨拶と説明

を申し上げるべきところですが、診療が入って

おりますので、かわりまして私のほうで説明を

させていただきます。よろしくお願いします。

座って説明させていただきます。 

 まずは、病院事業を取り巻く大きな動きに関

しまして簡単に御説明させていただきます。 

 平成２６年６月に成立した医療介護総合確保

促進法に基づき、都道府県は厚生労働省が示し

た地域医療構想ガイドラインを参考に、昨年４

月から地域医療構想の策定を行っております。
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これは、２０２５年に向けた医療提供体制に関

する構想、具体的には各病院の病床機能を高度

急性期、急性期、回復期、慢性期に分化し、そ

れぞれの２０２５年の推計入院患者数とベッド

の必要数を推計し策定するものです。熊本県に

おきましても、この策定に向けた取り組みが昨

年８月よりスタートし、２次医療圏ごとに病床

機能の再編に取り組んでおります。 

 八代地域におきましても、本市と氷川町の八

代医療圏の医療構想について、関係者との協議

の場が設けられ、医師会を初めとする医療機関

や介護福祉施設、行政関係者による協議が進め

られております。まだ具体的な内容までには至

っておりませんが、それぞれの病院が持つ病床

機能の適正化と連携を行いながら、市立病院と

しての位置づけを明確に示さなければならない

時期に来ていると言えます。 

 それでは、議案第２２号・平成２８年度八代

市病院事業会計予算について御説明いたしま

す。お手元の予算書１ページからごらんくださ

い。 

 初めに、平成２８年度予算の概要でございま

すが、第２条の業務の予定量では、病床数９６

床で、入院診療では年間の病床利用率を一般病

床９０％、結核病床１０％と想定し、１日の平

均入院患者数を６２.４人、年間で２万２７７

６人と見込みました。一方、外来診療では、１

日の平均患者数を３１.５人、年間で７６５５

人と見込んでおります。主な建設改良事業で

は、病室改修などの設備改良工事として１０８

万円、病室の入院ベッド更新を初めとする各種

医療器械備品の購入として２４８３万９０００

円を予定いたしております。 

 次の第３条では、病院事業の運営に関する収

益的収入及び支出でございます。項目ごとの内

容は後半で御説明いたしますので、総額のみと

させていただきます。収入では、病院事業収益

として７億５８０２万円を見込み、支出では病

院事業費用として７億５４２８万５０００円を

計上いたしております。 

 ページめくりまして、第４条では資本的収入

及び支出でございます。こちらは建物の改修や

医療機器の購入、企業債の償還などの費用を計

上するものです。第３条と同様に総額のみとさ

せていただきます。収入総額は１８３０万６０

００円を予定しており、支出の総額を３１４２

万９０００円計上し、収支の差し引きで不足す

る１３１２万３０００円については、当年度分

の消費税及び地方消費税資本的収支調整額２万

１０００円及び過年度分損益勘定留保資金１３

１０万２０００円で補塡することとしておりま

す。 

 第５条の企業債ですが、電動ベッド購入に係

る医療機器整備事業におきまして４１０万円の

借り入れ限度額を設定するものです。 

 次の第６条では、万が一資金不足に陥った場

合の一時借入金の限度額として１億円を設定す

るものであります。 

 第７条と第８条は、経費の流用に関する事項

でございます。 

 第９条は、たな卸資産の購入限度額を２億円

と定めるものでございます。 

 次に、予算に関する説明に移させてもらいま

す。７ページから９ページまでは病院事業実施

計画ですが、詳細は後半で説明いたしますの

で、省略させていただきます。 

 恐れ入りますが、１０ページをお願いいたし

ます。 

 キャッシュフロー計算書でございます。２８

年度におけます現金の収入や支出、すなわち資

金の動きに関する情報を業務活動、投資活動、

財務活動の区分に分け、増減予定額をあらわし

たものです。Ⅰの業務活動によるキャッシュフ

ローは、本業であります医業によるキャッシュ

──現金を幾ら稼いだか示すもので、この計算

書の中で最も重視される部分です。Ⅱの投資活
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動によるキャッシュフローは、設備投資に伴う

固定資産の取得・売却を示し、Ⅲの財務活動に

よるキャッシュフローは、企業債の借り入れに

よる現金の増、または返済による現金の減、一

般会計からの出資による資金調達などを示して

います。ⅠからⅢを合計したⅣの当該年度資

金、すなわち現金の増加額は５９７万９０００

円を見込んでおり、年度末における残高は２億

３５３１万８０００円を見込んでおります。 

 １１ページから１８ページまでの財務諸表

は、企業の財政状況を明らかにするものでござ

いまして、２７年度分の決算見込みを示した予

定損益計算書及び予定貸借対照表、２８年度の

予定貸借対照表でございます。それぞれ資産、

負債及び資本の状況を総括的に示したものであ

ります。内容につきましては、決算の折に御説

明いたしますので、ここでは省略させていただ

きます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 これより以降が、先ほど御説明しました１ペ

ージの第３条収益的収入及び支出、２ページの

第４条資本的収入及び支出に係る節区分までの

詳細な内容でございます。主な項目のみを御説

明いたします。 

 まず、収益的収入の主なものですが、款１・

病院事業収益、項１・医業収益でございます

が、目１の入院収益は４億６３０４万６０００

円を見込んでおります。ベッドの利用率を一般

病床９０％、結核病床１０％と想定し、それぞ

れ直近の平均診療単価を乗じて見込んでおりま

す。前年度と比較しまして１１９９万１０００

円の増額を予定しております。 

 目２の外来収益は、１億１３０９万円を見込

んでおります。こちらも入院収益と同様に１日

平均患者数に平均診療単価を乗じて見込んでお

ります。１日平均患者数では前年度より２.９

人少なく見積もっております。 

 目３・その他医業収益は、健康診断や産業医

受託の増加、差額ベッド代の増収により、前年

度より４０８万６０００円多い１３９４万１０

００円を見込んでおります。合わせた医業収益

の合計は、５億９００７万７０００円となり、

前年度より１５４５万７０００円の増収を見込

みました。 

 病院事業の根幹となる医業収益なんですけど

も、医業収益では、ほかの医療機関や介護施設

との連携強化により紹介患者もふえまして、ま

た当院から介護施設や自宅への復帰も多くな

り、収入も安定してきております。外来におい

ては、地形的な条件や施設の近代化へのおく

れ、特化した診療科目を持たない理由から、人

数、収益とも年々減少しております。結核患者

においても、発生人数こそ減少傾向にはあるも

のの、高齢者を中心に認知症などのほかの病気

と併発して重症化し、長期入院となる傾向が見

受けられます。 

 ページをめくりまして２０ページをお願いい

たします。 

 項の２・医業外収益ですが、目の２の他会計

負担金は１億５３０６万４０００円を予定して

おります。これは、国が定めた繰り出し基準に

基づき、一般会計より負担いただくものでござ

います。そのほとんどが結核病床における不採

算繰り入れ１億４５７３万３０００円でござい

ます。この結核病床における不採算分について

は、今回より一定額を減額して繰り入れること

としております。 

 目４の長期前受金戻入は、過去に補助金で取

得した償却資産を減価償却するために当該補助

金相当分をこの項で収益として計上するもの

で、１０２２万６０００円を計上いたしており

ます。 

 目の５・その他医業外収益の４５５万１００

０円は、入院患者が使用されますおむつや病衣

──パジャマですね──などの院内売り上げで

ございます。 
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 よって、項２・医業外収益の合計は１億６７

８４万３０００円となり、前年度より３３３万

９０００円の減収を見込んでおります。 

 ２１ページの項３・特別利益は、前年度と同

額の１０万円を見込んでおります。 

 以上、収益的収入の合計は７億５８０２万円

となり、前年度より１２１１万８０００円の増

収を見込んでおります。 

 続きまして、収益的支出について御説明いた

します。 

 ２２ページからでございます。款１・病院事

業費用、項１・医業費用のうち、目１・給与費

は、４億３９２８万４０００円を計上しており

ます。内訳として、医師を初め職員４１名分の

給料と手当を合わせて２億５９６１万６０００

円、非常勤及び臨時職員として雇用しておりま

す医師や看護師、事務職員の賃金及び手当７２

５４万５０００円などでございます。増加の原

因は看護師、社会福祉士、理学療法士等の採用

によります職員数の増によるものと、それに伴

う福利厚生費、時間外手当等の増加によるもの

です。なお、節の５・退職給付費から節７・法

定福利費引当金繰入額までは、当該年度分の引

当金としてそれぞれ計上するものでございま

す。 

 目２・材料費では、１億６０２８万６０００

円を計上いたしております。投薬、検査に用い

る試薬や病棟での酸素やカテーテルといった医

療材料について、これまでの実績と最近の使用

状況について精査し、計上いたしております。 

 目の３の経費については、病院施設に係る光

熱水費や修繕費、清掃、夜間休日の管理委託費

用など建物維持管理費用に加え、医療機器のリ

ースや保守委託料、保険請求に係る医療事務委

託、患者給食調理委託などの診療に係る委託費

用についても計上いたしております。例年経費

の節減に努めているところですが、新年度は新

たに医師を採用いたしたく、紹介業者による医

師紹介委託料３２４万円を計上したことによ

り、経費全体では、昨年度より２９６万２００

０円の増額計上となっております。 

 目４・減価償却費は１８９６万８０００円、

目の５の資産減耗費については１５０万円をそ

れぞれ計上いたしております。 

 目６・研究研修費２４３万２０００円につい

ては、各種院内研修会の開催時の講師謝金、医

学書、ドクターの学会等への参加旅費などを計

上いたしております。 

 以上、医業費用の合計は、７億３８９２万８

０００円となり、前年度よりも１７４０万８０

００円の増額計上となりました。 

 ２５ページの項２の医業外費用でございます

が、ここでは、現在借り入れております企業債

に対する利息や、もし資金不足に陥ったときに

一時借り入れを行った場合の支払利息、消費税

及び地方消費税、また平成２４年度に退職され

た医師２名分の退職金に係る繰延勘定償却、そ

の他としての雑損失を計上いたしております。

合わせました医業外費用の合計は、１４１５万

７０００円となります。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 項の３は特別損失でございます。ここでは企

業の経常的な経済活動とは直接かかわりのない

特別な要因で発生した臨時的な損失を計上する

もので、前年度同額の７０万円を計上しており

ます。 

 項の４・予備費についても前年度と同額の５

０万円を計上しております。 

 以上、収益的支出の合計は７億５４２８万５

０００円となり、１ページの第３条で記載した

各項目の数字と一致いたします。なお、収益的

収入から支出を差し引いた収支は３７３万５０

００円の黒字を見込んでおります。 

 次に、２７ページからの資本的収入及び支出

につきまして御説明いたします。 

 こちらはまず資本的支出のほうから先に御説
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明いたします。 

 恐れ入りますが２８ページをお願いいたしま

す。 

 まず、款の１・資本的支出、項１・建物改良

費、目１・建設改良費として１０８万円を計上

いたしております。内容は、毎年ベッドの空き

状況を見ながら少しずつ行っております病室等

の保存、維持的な工事を行うものです。 

 目２の有形固定資産購入費では、診療に伴い

ます器械備品購入費といたしまして２６７６万

５０００円を計上いたしております。前年度と

比較して大幅に増額となっておりますのは、２

７年度より年次計画で更新しております電動ベ

ッドの購入に加えまして、病室換気装置の設置

や血液検査装置、医事会計システム、公用自動

車の更新など、耐用年数を大幅に超え、診療や

事務に支障が出始めている機器の購入を行うた

めです。 

 次の項２・企業債償還金、目１・企業債償還

金では、当年度の償還金元金分について３５８

万４０００円を計上いたしております。 

 以上、資本的支出の合計は、前年度より１４

１２万４０００円増加の３１４２万９０００円

を計上いたしております。 

 ２７ページにお戻りください。済みません。

資本的収入でございます。 

 款の１・資本的収入、項１・企業債の目１・

企業債では、先ほど支出で説明しました医療機

器購入のうち、入院ベッド購入に対する企業債

の借り入れを前年度と同額の４１０万円予定し

ております。 

 項の２・他会計出資金、目の１・他会計出資

金では、説明欄にも記載しておりますが、支出

の項目における建物改良費及び有形固定資産購

入費、企業債償還金のそれぞれ２分の１の額、

合わせまして１４２０万５０００円を繰入基準

に基づき、一般会計及び国保会計より収入する

予定としております。なお、国保会計からの分

と申しますのは、国保調整交付金１０８万円を

出資金として収入する予定としております。 

 項３の県補助金は、現時点では予定がありま

せん。 

 以上、資本的収入の合計は１８３０万６００

０円となりまして、前年度より７６０万２００

０円の増額となる見込みでございます。 

 したがいまして、資本的収支の収入から支出

を差し引きますと、１３１２万３０００円の収

支不足が生じます。このうちの２万１０００円

を当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支

調整額で補塡しまして、残る１３１０万２００

０円を過年度分損益勘定留保資金で補塡するこ

ととしています。 

 ただいま説明しました収入、支出の各項の合

計は、２ページの第４条と一致し、条文に不足

する財源の補塡方法も記載しておるところでご

ざいます。 

 ２９ページから３６ページまでは給与費の明

細となっております。 

 ３７ページは、病院事業債の借入残高につい

て記載しております。２８年度末の記載残高は

１０６５万３０００円となる見込みです。 

 以上で２８年度の病院事業会計予算について

の説明を終わりますが、市立病院あり方検討会

からの提言にもあるとおり、地域住民が必要と

している医療や、ほかの医療機関が期待する機

能を持った医療施設とすることが急務と考えま

す。地元医師会を初め、医療機関や介護福祉施

設との一層の連携により、地域に親しまれ信頼

される病院を目指し、院長を中心に職員一同力

を合わせて努力していく所存でございます。御

審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 質疑に入る前にです

ね、事務長にちょっと確認をしたいんですけど

も、２０ページの医業外収益の計の欄で、前年

度比較―― 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） ３３
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３万９０００円の減となりますね。私、増と―

― 

○委員長（大倉裕一君） 増とおっしゃってい

ますので―― 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） 済み

ません、減収でございます。訂正します。申し

わけございません。 

○委員長（大倉裕一君） はい、わかりまし

た。減というところで御認識をお願いしたいと

思います。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようであれば、

意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第２２号・平成２８年度八代市病院事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決しました。（｢あ

りがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後５時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３３分 本会） 

◎議案第３５号・指定管理者の指定の期間の変

更について（西湯） 

○委員長（大倉裕一君） では、本会に戻しま

す。 

 次に、事件議案の審査に入ります。議案第３

５号・西湯に係る指定管理者の指定の期間の変

更についてを議題とし、説明を求めます。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 宮村経済文化交流部

次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい、お世話になります。今、委員長か

らお話がありましたように、指定管理者の指定

の期間の変更、具体的には八代市日奈久温泉セ

ンターの東湯でございますが、説明させていた

だきますので、担当課長をもって説明させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、岩崎観光振興

課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）観光振

興課長の岩崎でございます。よろしくお願いし

ます。説明のほう、座って説明させていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、３１ページをごらんいただきたい

と思います。議案第３５号・指定管理者の指定

の期間の変更について（西湯）分ということに

なります。 

 これまで、八代市日奈久温泉施設の西湯、こ

れにつきまして住民説明会等を繰り返し行いま

して、それと八代市観光施設あり方検討会の結

果を踏まえまして、西湯を廃止するというよう

なことを予定しております。それに伴いまし

て、指定管理者の指定期間が変更になるという

ことでございます。本市が設置する公の施設の

指定管理者の指定期間を変更するには、地方自

治法第２４４条の２第２項の規定により、議会

の議決を得る必要があることから提案するもの

でございます。 

 内容としましては、資料の４番目、指定の期

間とございますけれども、ここが変更になると

ころでございます。変更前が、平成２４年４月

１日から平成２９年３月３１日までとなってい

るものを、変更後が、平成２４年４月１日から

平成２９年３月３１日まで（西湯にあっては、
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平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日

までとする）というようなところが変更となっ

ております。 

 以上、指定管理者の指定の期間の変更につい

ての説明を終わりたいと思います。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですが、意

見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第３５号・西湯に係る指定管理者の指定

の期間の変更について、可決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本件は可決されました。 

                              

◎議案第６３号・八代市日奈久温泉施設条例の

一部改正について 

○委員長（大倉裕一君） 次に、条例議案の審

査に入ります。議案第６３号・八代市日奈久温

泉施設条例の一部改正についてを議題とし、説

明を求めます。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、宮村経済文化

交流部次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） このたびの日奈久温泉施設西湯に係る条

例の一部の改正が必要となりますので、担当課

長をもって説明させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 岩崎観光振興課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） こんにちは。

引き続き観光振興課長、岩崎のほうで説明させ

ていただきたいと思います。座って説明させて

いただきます。 

 １４９ページをごらんいただきたいと思いま

す。議案第６３号・八代市日奈久温泉施設条例

の一部改正についてということで提案させてい

ただいております。 

 温泉施設のうち西湯を廃止し、及び東湯の休

館日、あるいは営業時間を変更するに当たり、

条例を改正する必要があるために提案するもの

でございます。内容としましては、１５０ペー

ジをごらんいただきたいと思います。 

 八代市日奈久温泉施設条例の一部を改正する

条例というようなことで、全ての条文の中から

西湯という表現を削除させていただいておりま

す。 

 それから、第４条を見ていただきますと、温

泉施設の休館時間及び営業時間は次のとおりと

するということで、これまでは文章での表現を

しておりましたが、ここで表での表現をさせて

いただいております。 

 日奈久温泉センターの東湯につきましては、

上の段の温泉センターの休館日、これが同日と

なっておりました。第３火曜日と、これも現行

では。そうなりますと、利用者の方が利用でき

なくなるというようなことがありまして、東湯

の休館日を毎月第２木曜日というふうに変更す

るものでございます。それから、営業時間につ

きましては、これまで東湯の営業時間が６時か

ら午前１０時まで、午後が午後２時から午後１

０時までというようなことで、午前１０時から

午後２時までが営業時間外というふうになって

おりましたけれども、これらの営業時間を西湯

の方々の利用がふえるということから、午前６

時から午後１０時まで、いわゆる２２時までフ

ルで営業するというようなことに変更させてい

ただいております。あと、条例の作成上、それ
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ぞれ表を３表、第１表から第３表をつくってお

りましたけれども、第４条の分でここで表を挿

入したことから、第２表、第３表についてはそ

れぞれ繰り上がって、第１表、第２表というよ

うな表現になるということが変更内容となって

おります。 

 以上、説明のほうを終わらせていただきま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 条例については賛成で

すけども、岩崎課長かな、東湯の６時から２２

時までということですので、営業がですね。あ

とは駐車場の問題が、これは出てくるんです

よ。ですね。西湯が利用された方々が東湯に来

るわけですので、そこらあたりについては十二

分に配慮と、それでそこらあたりも検討しとっ

てください。私も東湯に行きよるもんだからで

すね。今でさえ、大変苦情等は出てる状況であ

りますので、よろしかれば、そこあたりの検討

をですね、しとってください。（観光振興課長

岩崎和也君「はい、ありがとうございます」と

呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 質問したいので、委

員長を交代したいと思います。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 契約の内容にちょっと

かかわる部分だと思うんですけども、営業時間

を変えられますよね、東湯の営業時間を。その

点について、指定管理者との契約という部分で

は、何か問題という部分はないんでしょうか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 確かに営業時

間が長くなるというようなことでございます。

ただ、西湯のほうが完全に営業がなくなるとい

うようなところで、そのあたりは指定管理者と

協議しまして、特段費用等、この施設に関しま

しては、納付金施設というようなことでござい

ますので、その納付金の金額につきましても同

時に協議させていただいて、これまでどおりの

納付金額、それと費用等については変わりない

ということで、話し合いを決定させていただい

ております。 

○委員（大倉裕一君） はい、わかりました。 

○副委員長（笹本サエ子君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長の職務を委員長と交代します。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

でしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 意見がありました

ら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６３号・八代市日奈久温泉施設条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後５時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４２分 本会） 

◎議案第６４号・国民健康保険八代市立病院条

例の一部改正について 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第６４号・国民健康保険八代市立

病院条例の一部改正についてを議題とし、説明
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を求めます。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） は

い、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 田中市立病院事務部

事務長。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） は

い、引き続きよろしくお願いします。 

 それでは、議案書の１５１ページをお願いい

たします。 

 議案第６４号・国民健康保険八代市立病院条

例の一部改正について御説明いたします。 

 今回の改正につきましては、市立病院看護部

の組織強化を目的に、課長級であります総看護

師長の職名の変更と、新たに課長補佐級の職を

設置するものです。あわせて市立病院処務規則

との整合性をとるために、条文に地域医療連携

室長と係長の職名の追加と、診療技術長、技師

長の削除を行ったものです。 

 恐れ入りますけども、別紙で配付しておりま

す説明資料のほうをごらんください。１枚、組

織図のほうがついてると思います。 

 この図が市立病院の組織図なんですけども、

今見ていただくとわかりますように、院長の下

に事務部、診療部、看護部とそれぞれ３つの部

が分かれているところでございます。事務部の

ほうには管理職、課長級として事務長、診療部

のほうには診療部長、看護部のほうには総看護

師長とおりまして、現在のところ、その下の課

長補佐級のところがない状況でございます。今

回、こちらのほうに課長補佐級としまして、副

看護部長という名前で課長補佐級のほうを新た

に設置をお願いするものでございます。あわせ

まして事務部、診療部、それぞれの部長という

名前ですので、看護部のほうの総看護師長の職

名を看護部長というふうに変更するものでござ

います。ちなみに、看護部の職員数がことし１

月１日現在で、非常勤職員も合わせまして４３

名でございます。御審議方よろしくお願いいた

します。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 意見がありました

ら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第６４号・国民健康保険八代市立病院条

例の一部改正については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後５時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４６分 本会） 

◎議案第６５号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第６５号・八代市簡易水道事業給

水条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 水道局、宮本でご

ざいます。よろしくお願いいたします。着座に

て説明させていただきます。 

 議案書の１５３ページをお願いいたします。 

 議案第６５号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について御説明いたします。 

 お手元の資料をお願いいたします。 

 今回の条例改正の理由でございますが、簡易

水道の統合整備及び区域拡張に伴い、水道事業

経営認可の変更が必要となり、区域の変更が生
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じたことによるものです。 

 まず１点目が、本年度９月に着工しておりま

す段地区、今泉地区、袈裟堂地区及び原女木の

４つの簡易水道を統合し、西部地区簡易水道と

して施設整備を行うに当たり、給水区域の変更

が必要となったためでございます。 

 ２点目は、国土交通省施工の球磨川護岸工事

の本年度終了に伴いまして、中津道地区簡易水

道の区域を拡張し、新たに西鎌瀬地区を取り込

むため、給水区域の変更を行うものでございま

す。なお、施行期日は、平成２８年４月１日か

らの施行とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですが、意

見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第６５号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部退室のため、小会いたします。 

（午後５時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４９分 本会） 

◎陳情第２号・泉町栗木日当地区農道整備につ

いて 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については写しをお手元に配付してお

りますので、御一読いただければと存じます。 

 今回、当委員会に新たに付託となりましたの

は陳情１件です。 

 それでは、陳情第２号・泉町栗木日当地区農

道整備についてを議題とします。要旨は、文書

表のとおりですが、念のため書記に朗読いたさ

せます。 

（書記、朗読） 

○委員長（大倉裕一君） 本件につきまして、

御意見などはございませんでしょうか。 

○委員（上村哲三君） はい、よかですか。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） この陳情の気持ちはわ

かっとですけどね、これば出しておれば、年間

それはもうあまた数えられぬぐらいのですね、

陳情を常に受けんばんという形になりますよ、

この委員会は。本来であれば農地整備のほうで

ですね、校区要望で上げて処理をすべき問題だ

ろうというふうに思います。本当にこれやっと

ったら、ああ、これは委員会通ったけん、委員

会通ったけんて、これは農道だけじゃなくてで

すね、里道整備、市道整備、全部これで上がっ

てきますよ。で、委員会で、毎回こういう陳情

を受けて、したら、採択したら、そうやらんば

あかんごしなっちゅうごたっ形がありますから

ですね。この件は、ちょっと農地整備課ば呼ん

で聞いてですよ。そっちのほうで処理してもろ

うたがようはなかですか。これは本当、ここで

ちょっと、委員会ですべきもんじゃなかごたっ

気のすっですけどね。気持ちはわかるばって

ん、それは。うちあたりも山んごとあっとです

よ。（委員山本幸廣君｢異議なし、異議なし、

それでよか」と呼ぶ）だけんで、審議未了とい

う形でね、一応して、農地整備課のほうに受け

渡すごたっ気持ちでようはなかかというふうに

思いますが。 

○委員長（大倉裕一君） 担当部を呼ぶという

ことではなくて、もう採決をということ―― 

○委員（上村哲三君） 何もなからんば採決も
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構わんし、実際そぎゃん、――ああ、発言、よ

か。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。ほかの委員さん

も、そぎゃん気持ちなかかどうかば、委員長尋

ねてくださいよ。何か私はそやん気のすっとで

すけどね。これはもう大きなあれと思う。 

○委員（矢本善彦君） よかですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 私は、これは校区要望

に上がってないんかなと思ってからですね。

（｢いや、わからっさんとですよ」と呼ぶ者あ

り）そこをちょっとね、確認して。審議未了に

すると早かばってんですたい。そいけん、大概

校区要望でな、上げよるけんな。それ、山のほ

うはどやんだろうなと思ってからな―― 

○委員長（大倉裕一君） 聞いて、確認ばして

みたいということですね。 

○委員（矢本善彦君） うん、うん。ですね。

はい。（｢今、確認だけ」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 私も確認として、――

午前中、勉強させていただきました多機能農業

の促進事業ですね。それから、市内一円林道の

改善事業、こういった事業の対象になるんじゃ

ないかという。それならば、そちらのほうで検

討されたほうがいいのかなという、そこら辺も

ちょっと確認させていただきたいと思っていま

すけど。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、この陳情の中で一

番問題は、その農道の整備の中で、その幅員は

どれだけで、距離はどれだけで、予算がどれだ

け要るかというふうなことも含めてですたい、

これは今、上村委員が言われたようにですね、

校区要望も含めて、どっちが優先順位をどうや

って校区でつけてるのかという問題もあるし。

はっきり言って、我々がその現場を見るという

ことはなかなか難しいんですけども、まあ、図

面等があるわけですので、執行部から聞きなが

らですね、継続にするか、それとも審議未了に

するか、どっちかにですね、判断したほうがい

いと思います。（｢もっとしてあげれることが

ある」と呼ぶ者あり）委員長、そこらあたりは

お諮りをしていただければと思います。（｢早

うしたほがいいですね」｢そいでよかばい」｢小

会」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、委員の皆

さんの声として、執行部のほうに説明を求めた

いというような趣旨の声がありますので、執行

部のほうのですね、説明を求めたいと思います

が、御異議ございませんでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） では小会したいと思

います。 

（午後５時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時５７分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、本会に戻

します。 

 それでは、本件に関し、執行部からの説明を

求めます。 

 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい、農地整

備課長の潮崎です。本案件につきましては、事

前に事務局のほうから、もしかして質問等があ

ろうかということで、前もって現場の状況も確

認しております。資料も準備しておりますの

で、まず資料の配付をよろしければお願いいた

します。 

○委員長（大倉裕一君） じゃ、資料の配付を

お願いします。 

（資料配付） 
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○委員長（大倉裕一君） お願いします。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） よろしいでし

ょうか。それでは、陳情案件についての説明を

始めます。 

 まず、お手元に場所の位置図、それから現況

の状況、写真つきの状況のやつ、それと航空写

真を添えてございます。 

 先ほど、委員会のほうで確認事項がありまし

た、市内一円の地域からの要望に含まれている

かということでございましたが、これは要望に

は含まれておりません。 

 それでは、説明のほうを開始いたします。ま

ず、場所の確認です。泉支所からですね、西側

に約、車で１０分ほどの現場になろうかと思い

ます。めくっていただきまして、詳細な位置図

になります。写真の番号が１番から２番と、ず

っと打ってある方向で見ていただければ結構で

す。 

 まず１番目に入り口に地元の集会所がござい

ます。集会所の前の宅地の庭という部分を通過

して②のほうが道路になってまいります。現況

どおり幅員１メーターということでなっており

ます。左側が山手、右手が谷側になります。勾

配がですね、３ぐらいから急勾配になってまい

ります。勾配の角度は、そうですね、庁舎の階

段、あれよりも少し緩やか程度ですけども、結

構急な階段、坂道になっとります。４番目ぐら

いが一番平たん部になりまして、５番目からは

逆に下り坂になります。そして、６番目に集落

の入り口になりまして、７番目が末端になりま

す。 

 めくっていただいて航空写真をちょっとごら

んください。ここの地区は、土地利用の状況で

すが、茶畑が山手と谷側に広がっております。

一部下り勾配になった部分はですね、山林区間

がございますが、終点側にもまた茶畑が広がっ

ているということで、土地利用は一生懸命農業

を十分なさっているというふうな地区でござい

ます。それから、つづら折りになってますのが

市道が通っております。途中、上の集落のほう

にもつながる市道がございます。 

 そういうことで、現在の道路の利用は主に人

力で人間がしょけを担いでですね、茶を背中に

背負って作業なさっているような状況かとお見

受けいたしました。 

 続きまして、農道整備ということで、どのよ

うな事業があるか簡単に御説明いたします。 

 まず、補助事業で対応する場合には、中山間

地区になりますので、中山間地域の総合整備事

業というのが、まず考えられます。２つ目に予

算の説明でも申しましたが、農業基盤整備促進

事業、あるいは農地耕作条件改善事業というの

がございます。これらは、区域を設定して、あ

る程度の範囲を決定し、それから、いろんな面

的に農業の生産性を上げるという計画が成り立

って、いろんな事業を展開していくと。そうい

う中で、この農道もタイアップできると、一応

そういう事業もございます。 

 それから、八代市の単独事業については、先

ほど申しましたとおり、地元の校区要望の中で

位置づけをしていただく。そして、優先順位が

地元からつけていただいて、その優先順位の高

い順番から一応事業化をするというルールがあ

ります。 

 それから、地元の皆さん方が直接施工される

場合には、補助金の単独の交付要綱を設けてお

ります。八代市農業基盤整備事業補助金等交付

要綱ということで、その中に地元が施工なされ

る、工事として発注なされる。例えば、用排水

路の事業、あるいは耕作用の道路の整備事業、

これらにつきましては、受益面積が１０アール

以上、受益戸数が２戸以上、事業費が５万円以

上、それらの事業についてはかかった事業の５

０％を補助するという制度がございます。 

 それから、皆さん方が役として出て、原材料

を市から支給して活動なさるという原材料支給
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の制度もございます。これにつきましては、受

益面積が１０アール以上、それから２戸以上と

いうことで、これが全原材料費を支給すること

になります。 

 それから、現場の関連事項ということで１つ

だけ情報が入っておりますので、御説明しま

す。 

 ６番の写真を見ていただいて、左にございま

す。これは市の簡易水道の上水道でございます

が、この道路に簡易の水道を施工して、起点側

の集落に引っ張るというふうな工事が、今年度

２８年度で計画がされているということで、こ

れらについては事前にもう地元の説明を終わっ

ているということでございました。 

 以上で説明は終わります。 

○委員長（大倉裕一君） ありがとうございま

した。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 申しわけござ

いません。１点不足しておりました。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 仮に４メータ

ーの道路に拡幅した場合の事業費ですが、４メ

ーターの舗装にし、どちらかに擁壁を積むよう

になりますので、メーター約１０万円というよ

うな概算が出ます。５００メーターですので、

今、５０００万程度の事業費と考えられます。 

 以上でございます。 

○委員長（大倉裕一君） ありがとうございま

した。 

 お尋ねしたい内容がありましたら、お願いし

ます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明を聞きよる中

でですね、執行部の説明を聞きながらですね、

今ちょっと判断しようかなと思ったのは、陳情

ですので、先ほど来、上村委員からもちょっと

出ました。審議未了でどうかということであっ

たんですけども、よかれば継続をして、そし

て、もう少し執行部とすり合わせを我々もする

必要があるんじゃないかと思いますけどです

ね。執行部が言ったのが、補助事業の対象にな

るという、補助事業もということかな、確認だ

けども。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい、今御紹

介いたしましたのは制度の説明をいたしまし

て、採択がどうかにつきましては説明したつも

りはございませんが、簡単に言うと、補助事業

では難しいと判断しております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） それでわかりました。

補助事業でだめと言ったら、一般、単独でとい

うことしかないということやな。（｢はい」と

呼ぶ者あり）はい、じゃ、そこあたりについて

は皆さんの意見を聞いてください。私が言うわ

けには──言ってもいいんですけど、今継続と

言ったんですけども、今の状況ではなかなか厳

しいような状況でですね。 

○委員長（大倉裕一君） ほかに御意見ありま

せんか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 最初に審議未了と言っ

たのは難しいから、もうちょっと執行部に検討

させるという意味で審議未了と言ったんです

よ。継続してですね、何か要らぬ期待感をです

ね、持たせてしまうのがちょっと怖いもんだか

ら、そういう意味で審議未了で、この部分はち

ょっと考えてくださいよというごたっ意味を含

めてですね、審議未了と言ったのであって、継

続して、その後皆さんがまた判断するというな

ら、継続でも私は構いませんよ。皆さんどぎゃ

ん思いなっですか。引き延ばしてできるもんで

すか、形が何か。判断ができますか。 
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○委員（山本幸廣君） 委員長よろしいです

か。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 課長が説明の中では、

単独ではね、やっぱりその優先順位があるから

ということであるわけですので、これはもうは

っきり言って審議未了か継続かしか、どっちか

しかないわけですよね、はっきり言った話が。

それは優先順位で、やっぱり校区要望があっと

るわけだけんでから。その中に校区要望で上げ

ていただければ、はっきり言ってから、検討の

余地というのはですね。（｢うん、その中でも

んでもろうたがよか」と呼ぶ者あり）ここで陳

情というのは審議未了にして、（発言する者あ

り）そして、あとは校区要望ですると。今、執

行部の説明を聞きながらですよ。 

 私は、最初から継続という気持ちを持ってで

すね、１回でこれは採択というのは難しいなと

いう気持ちで、審議未了と思いましたところ、

上村委員としては、今のまま審議未了というこ

とでしたので。今の聞いた以上では、もうはっ

きり言って審議未了に近いんじゃないですか。

私もそがん思いますけどですね。 

○委員（上村哲三君） なら、はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 私が発言します、悪者

になって。（｢いやいや、それはもう」と呼ぶ

者あり）審議未了でお願いします。 

○委員長（大倉裕一君） 審議未了という声が

ありますが、ほかにございませんか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 同じく審議未了で今回

はお願いします。 

○委員長（大倉裕一君） 審議未了。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 山本委員は、継続と

いうのはどうされますか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

 今、執行部から聞いた範囲内ではですね、は

っきり言って単独で、校区要望の優先かれこれ

等もありますので、これが校区要望に入ってい

ないという状況の、今説明を聞きましたので、

それによっては、もうはっきり言って審議未了

という形でいいんじゃなかろうかなと、私は思

います。 

○委員長（大倉裕一君） じゃ、もう継続とい

う発言は撤回ということでよろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい、撤回。はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようでしたら、

皆さんに確認をさせていただきたいと思いま

す。この陳情につきましては、審議未了という

取り扱いをしたいという声が多数を占めており

ますので、審議未了ということで多数決をとら

せていただきたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

○委員（笹本サエ子君） もう一回聞いていい

ですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 校区からも要望上が

ってないんですか、校区要望としては。もう一

回お尋ねします。 

○委員長（大倉裕一君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 確認します

が、校区要望は上がってますか。（｢上がって

ません」と呼ぶ者あり）上がってない。上がっ

てません。 

○委員（笹本サエ子君） 審議未了にするとし

たら、やっぱり返すときに校区要望でね、やっ

てくださいということをつけ添えてしましょう
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か。（委員山本幸廣君「それはもうそうたい」

と呼ぶ）でないと、余りにもね、誤解招くと思

います。 

○委員長（大倉裕一君） 事務局に確認ですけ

ども、審議未了としたときに、その連絡をする

――（｢小会」と呼ぶ者あり）小会します。 

（午後６時１０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時１２分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 皆さんの御意見をお聞きしていきますと、今

回の陳情につきましては、審議未了という採決

を諮ってほしいということでありますので、審

議未了についてお諮りするということで御異議

ございませんでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、ちょっとよろ

しいですか。諮られる前に。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 校区の要望という制度

がありますので、そこらあたりについてはです

ね、しっかり私たちも捉えていきたいと思いま

すので、その中で審議未了という形の中で結構

でございますけん。我々委員として、執行部に

対してもですね、そこらあたりはお諮りしてく

ださいと。審議となれば、その本人には伝えな

らんどけんでから、あとはもう頼みますけんで

から、執行部が検討してください。（｢はい、

わかりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、審議未了

についてお諮りをさせていただきます。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しないも

のは反対とみなします。 

 陳情第２号・泉町栗木日当地区農道整備につ

いては、閉会中継続審査の申し出をしないこと

並びに結論を得るに至らなかったこと、すなわ

ち審議未了とするに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） はい、挙手全員と認

め、本件は審議未了とすることに決しました。

ありがとうございました、課長。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後６時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時１９分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（く

まもと県南フードバレーフェアＩＮ台湾基隆市

及び香港における晩白柚プロモーション活動の

報告について） 

○委員長（大倉裕一君） このうち、産業・経

済の振興に関する諸問題の調査に関連して３

件、執行部から発言の申し出があっております

ので、これを許します。 

 それでは、まず、くまもと県南フードバレー

フェアＩＮ台湾基隆市及び香港における晩白柚

プロモーション活動の報告についてをお願いし

ます。 
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○フードバレー推進課長（高﨑 正君） は

い、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 高﨑フードバレー推

進課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） は

い、皆さんお疲れのところ、よろしくお願いい

たします。フードバレー推進課、高﨑でござい

ます。座って説明させていただきます。 

 事前に配付をさせていただいておりますこち

らの資料に沿いまして説明を申し上げます。 

 今回２つの海外でのフェアについての説明報

告ということになります。 

 まず、予算につきましては、地方創生先行の

ですね、交付金の採択を受けまして、こちらの

基隆市のフェアにつきましては４３５万円の委

託料と、それと香港における晩白柚プロモーシ

ョンにつきましては、委託料３１４万９０００

円と職員の旅費４４万３０００円と、トータル

の３５９万２０００円という形になっておりま

す。 

 １ページ目になります。こちら基隆市内の模

様なんですけれども、下段になります。開催期

日は本年１月３０日、３１日の２日間。場所に

つきましては、基隆駅構内のほうで開催いたし

ました。こちらの場所の選定につきましては、

基隆市長からの御提案という形です。と物産の

ほうの売上につきましては、ごらんのとおり

で、おおむね１２０万弱という形で、２日間で

１万人の来場者でにぎわったというところでご

ざいます。 

 ２ページ目、経緯等につきましては省略いた

しますが、まず、今回のフェアにつきましては

３部門。１つはステージのほうの部門、そし

て、ステージ横のほうに八代産の畳表を使いま

して６畳の和室空間をつくりました。そちらの

ほうでのイベント、そして、物産という３部門

に分かれております。 

 ２ページ目、下段のほうはオープニングで、

これは鏡割りのほうですね、をやっているとこ

ろでございます。 

 ３ページ目、上段、下段になりますけれど

も、先ほど６畳の和空間を活用しまして、抹茶

のふるまいであったり、浴衣の着つけ体験とい

う形で非常ににぎわったというところでござい

ます。こちらにおりますのは、全部職員のほう

が一緒に同行しておりまして、おのおのの技能

を生かしてやっているというところでございま

す。 

 あと４ページ目、上段につきましては、これ

も同じく文化振興課の職員なんですけれども、

民謡をですね、三味線と演奏しながら、田上と

申しますが、非常に、写真にもありますけど

も、にぎわっているという状況と。４ページ目

下段につきましては、くまモンのほうも１日３

ステージ、２日間で６ステージ立っていただき

まして、非常な盛況ぶりであったというところ

です。 

 ５ページ目、こちらクイズ大会等で、八代の

観光であったり、物産の紹介をしているという

ことと、５ページ目、下段につきましては、お

米をですね、アピールするためにおにぎりの無

料配布、実際にステージのほうで握ったやつを

ですね、じかに２００名限定で御試食をいただ

いたというところです。 

 と６ページ目が物産ブースの状況になります

けれども、今回私どもが行った際に非常に感じ

ましたのが、台湾の方々というのは非常に安全

・安心、そして健康というものに非常に興味が

あるということがわかっておりまして、今回物

産展の業者選定に当たりましては、台湾の業

者、バイヤーのほうからですね、指定を受けた

品だけ限定して持っていったと。その傾向を見

ますと、やはり健康食というところが１つキー

だったというふうに考えております。 

 下段のほうも書いておりますが、健康ブーム

で食物繊維等、こういった商品については非常
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に評判がよかったというところです。 

 ７ページ目、こちらも商品のほうですけど

も、本市のほうの物産。先ほどもちょっと申し

上げましたが、今回八代市から６業者、そして

氷川町から１、そして水上村から１、合計８業

者物産業者が行っております。売り上げにつき

ましては、実は１２０万程度だったんですけど

も、初日だけで９０万円、２日目はほとんど売

れてしまってですね、物がなかったような状況

でございまして、これは来年度に向けた課題と

いう形で、今後検討してまいりたいと思いま

す。 

 ７ページの下段は、最終日時間が少しござい

ましたので、台北市内の市場のほうを視察して

おりますが、日本産の果物、こちら熊本のやつ

もありましたけども、１パック２０００円とい

うような値段で売られておったというところで

ございます。傾向としまして、日本のリンゴだ

ったり、イチゴだったり、赤い果実プラス日本

の温州ミカンみたいなものもですね、並んでた

んですけども、感覚としましては、この中に晩

白柚が入ると、非常に映えるなというような感

触を得てきたというところです。 

 ８ページ目になります。今、状況については

御説明してきましたけれども、この２日間にわ

たってアンケート調査をやっておりますので、

そこの内容を少し御紹介いたしますが、サンプ

ル数は２７７取っておりますが、まず１番我々

が学んだ点はですね、やっぱり安心・安全な食

に対する意識が非常に高いというところです。

これにつきましては、農薬であったり、化学肥

料について気になるかというような問いをした

んですけれども、実に８８％の方が非常に気に

なるという回答をされておりますので、そうい

った面で安心・安全というイメージを持ってい

る日本食については非常に関心が高いというこ

とがわかったというところでございます。 

 あと９ページ目につきましては、本市の海外

流通アドバイザーからのコメントをいただいて

います。非常に成功であったということと、物

産のみならず文化面、そういったものも紹介し

た面がよかったということ。それと、今後、行

政としては、参加してる企業さんのですね、や

っぱり意識改革、そちらのほうをですね、一生

懸命サポートしていくべきだというようなコメ

ントをいただいたというところでございます。 

 続きまして、香港の晩白柚プロモーション活

動。１０ページ目になります。 

 期日につきましては、１月２９日から２月１

日になります。イオン香港の１３店舗で行って

おります。実際フェアのほうにはですね、市、

県、氷川町、ＪＡやつしろ、生産者、１２名で

参っております。売り値につきましては、ごら

んのとおりでございます。昨年に引き続き２回

目だったんですけども、昨年は１８００個、こ

としは３０００個という形でトライをしたとい

うところです。１１ページ目になります。 

 これは準備の状況なんですが、１２ページの

上段になりますが、昨年の１８００個につきま

しては、残念ながら博多港から出荷せざるを得

なかったんですが、今回はコンテナが４０フィ

ートのコンテナ１本丸々使えたということで、

八代港から初めて出荷することができたという

ことで、先だって１月の１５日には、こちらの

経済企業委員会の委員の皆様にも御参列いただ

きまして、出発式をやれたというところでござ

います。 

 １２ページ下段につきましては、プロモーシ

ョンの状況でございます。イオン香港のほうか

らもですね、いろんな看板等設置していただい

て、くまモンのほうも駆けつけてくれまして、

非常に盛況であったというところです。 

 １３ページ目でございます。これはプロモー

ションの状況でございます。緑色のジャンパー

来ていらっしゃる方は生産者の方でございます

けれども、皆さん、生産者の方が実際これがい
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いと言ったやつを率先して買っていっていただ

いたというところで、顔の見える販売というと

ころが非常によかったんだということで感じて

おります。 

 １３ページ下段のほうは、今回この晩白柚の

輸入をしていただいた業者のほうの表敬訪問等

の模様でございます。 

 １４ページになります。済みません。ここで

おわびして訂正申し上げますが、所感等の一番

上の部分、①です。ここは１月２９日から３日

間という形で訂正をさせていただきます。２

９、３０、３１で１１５０個売り上げて、２月

末までの総売上個数は３０００個全て販売した

というところでございました。 

 今後の方向性としてですね、イオンと、そし

て生産者、そして行政で意見交換をしたところ

なんですけれども、今回３０００個という形で

昨年よりも大幅にふやしたんですけれども、供

給体制のほうの問題もあってですね、そろそろ

この辺で３０００個ぐらいでちょっと打ちどめ

しておきたいというところでございます。あ

と、今回、実は香港で２年目で非常に好評であ

ったといううわさがですね、他国のほうにも伝

わっておりまして、今シンガポールであった

り、タイのほうであったりというところからも

引き合いが来てるような状況でございますの

で、今後、その生産量とかの兼ね合いもありま

すけれども、香港の場合は最高でも３０００個

程度でとどめて、そして次の国を狙っていくと

いうような戦法がいいのかなというふうなつも

りでおります。 

 最終ページ１５ページになります。これは次

回に向けての反省なんですけれども、香港の方

々は非常に酸味を嫌われる傾向がございまし

て、特に御年配の方につきましては、酸味に非

常に強い抵抗感があられるということでござい

ますので、そういったところで本当に熟してお

いしい時期のマークをですね、つくっていくと

いうような工夫をしたいというような形です

ね。あと、晩白柚の皮の砂糖漬けとかも持って

いったんですけども、それとあわせて食べるよ

うな提案とかですね、そういうような工夫をし

ていきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 今後も引き続き、こういった形で海外でのプ

ロモーションも行いながら、八代港からのです

ね、農林水産物含む食品の輸出について粘り強

く取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（大倉裕一君） はい、ありがとうご

ざいました。本件について何か質疑、御意見な

どはありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上でくまもと県南

フードバレーフェアＩＮ台湾基隆市及び香港に

おける晩白柚プロモーション活動の報告につい

てを終了します。ありがとうございました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後６時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時３２分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（ス

ーパー元気券事業の実績報告について） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、スーパー元気券事業の実績報告につい

てをお願いします。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい、委

員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、池田経済文化

交流部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経済文化

交流部、池田でございます。お疲れのところ、

申しわけございませんが、スーパー元気券事業

の実績報告について、嶋田スーパー元気券事業
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推進室長が御報告いたしますが、その前にです

ね、昨年平成２７年８月２４日に市長宛てに、

経済企業委員会より３つの提言をいただいてお

りますが、このことにつきましてその考えを述

べさせていただきたいと思います。 

 最初１点目が情報公開についてであります

が、このことにつきましては、この後、嶋田室

長より実績報告書により御報告させていただき

たいと思います。 

 次に２点目の、今後の代替策の検討につきま

しては、これまで本会議の一般質問でも答弁い

たしておりますように、プレミアム付商品券の

発行初め、地方経済の好循環を図るため、消費

喚起型事業の実施については引き続き国の支援

を求めていくこととしており、去る２月の２３

日にも、市長みずから内閣府に出向き、直接石

破大臣に要望を行ってきたところでもございま

す。 

 最後に３点目、責任の果たし方につきまして

は、本３月定例会の一般質問でも市長がお答え

しましたとおり、今後とも、本市の地域振興と

市民の幸福度向上のため、粉骨砕身して取り組

むことで職責を果たしてまいるということでご

ざいます。 

 それでは最初の１点目、情報公開につきまし

て、嶋田室長より実績報告書により御報告させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 嶋田商工政策課長補

佐兼スーパー元気券事業推進室長。 

○商工政策課長補佐兼スーパー元気券事業推進

室長（嶋田和博君） はい、推進室長の嶋田で

ございます。本日は大変お疲れのところ、また

貴重な時間をいただきまして感謝申し上げま

す。早速、着座にて説明をさせていただきま

す。 

 お手元に配付のことと思いますが、平成２７

年度八代市プレミアム付商品券、いわゆるスー

パー元気券発行事業についての実績を報告させ

ていただきたいと思います。 

 まずは１枚めくっていただきたいと思いま

す。 

 この報告書の構成について、目次に沿って御

説明申し上げますが、まず事業の概要について

触れております。その後、今回の事業の大きな

柱でありますところの取扱事業所の登録、その

状況、そして２番目の柱であります販売につい

ての状況、そして３番目の柱であります換金と

いうことについて、それぞれ御説明を申し上げ

たいと思います。 

 その後、成果と課題、そして総括、そして最

後に３種類のアンケート調査を取っております

が、こちらのほうについて御説明を加えていき

たいと思います。 

 まず、１ページ目、はじめにということでタ

イトルしておりますけども、こちらについては

今回のスーパー元気券を取り組むに至った経緯

とその後の経過とこの報告書の意味合いという

ことで、簡単に書いております。 

 今回の事業につきましては、昨年度、政府が

地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策とい

うふうなのを閣議決定をされまして、その後、

通常国会で可決を受けましてですね、各自治体

で一斉に取り組むということになりました。本

市でも、この推進室を昨年の４月１日に立ち上

げまして、５人の専属スタッフで進めてまいり

ました。このプレミアム付商品券事業には、大

きな目的が２つありまして、消費を喚起すると

いうことと生活支援というようなことで、基本

的にはプレミアム付商品券を発行して消費を喚

起し、地域の経済を活性化させようというふう

なところで進められております。本市でも、こ

の効果を最大限発揮するために制度設計を行っ

てきたところでございます。 
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 さきの一般質問の中でも少し触れましたが、

推計値ではありますけども、プレミアム額２億

２０００万円の約４.２倍に相当する９億２２

００万円程度の消費喚起効果があったというふ

うに考えております。しかしながら、一方で経

済効果優先の制度設計と反響予想の甘さ、こう

いったところから、たくさんの市民の皆様方に

御迷惑をおかけする結果となってしまいまし

た。 

 これを受けて、私どもとしましては、先ほど

部長からもありましたように、３つの提言の一

つである情報開示ということについて、議会の

ほうから御意見を賜りまして、本市としても、

やっぱり説明責任を果たすことがまずは大事な

ことであると、最も重要なことであるというふ

うなことで、今回、この手の事業について余り

事業結果について公開されてる例がないもんで

すから、精いっぱいこちらのほうで、その情報

公開ですね、できる範囲内でですね、つくらせ

ていただいたところであります。中身、体裁等

不備があるかもしれませんが、一応この報告書

に沿って説明をさせていただきます。 

 次、２ページのほうをお開きいただきたいと

思います。既に、各委員さん方御承知のとおり

だと思いますが、委員会構成変わりまして、初

めての報告ということになりますもんですか

ら、事業概要についても少しだけ触れさせてい

ただきたいと思います。 

 事業名は、先ほど申し上げましたとおり、八

代市プレミアム付商品券スーパー元気券発行事

業としております。 

 その事業目的は、交付金による消費喚起とい

うのに合わせまして、市民生活の安定や地元購

買による事業者の支援、地産地消の促進なども

あわせて目標に掲げたところでございます。商

品券名はスーパー元気券、事業主体は八代市、

事業期間は平成２７年度の１年間としておりま

す。所管しますのは、経済文化交流部に所属し

ますスーパー元気券事業推進室ということで、

職員５名に臨時職員５名の１０名体制で進めて

きたところでございます。発行形式は、１００

０円券の１２枚つづりを１冊とし、プレミアム

率は２０％となっております。発行総数は１１

万冊、１３２万枚ということになります。総額

にして１３億２０００万円でございます。購入

対象者というのは、八代市の住民基本台帳に搭

載されておられる方ということになっていま

す。購入限度額は、お一人当たり１０万円ま

で、額面にして１２万円分ということです。販

売期間は、昨年の７月４日の土曜日から発売を

開始しまして、売れ切れ次第終了としておりま

した。使用期間は、発売日から昨年１２月３１

日の年内いっぱいということで、約６カ月間の

設定にしております。換金期間は、使用期間か

らさらに１カ月間の猶予期間をもちまして、１

月の２９日の金曜までとしておりましたが、そ

の後、一旦２月１９日まで延長をさせていただ

いたところです。対象事業者は、八代市内で個

人を対象として販売やサービスの提供を行って

おられ、その取り扱いを希望される事業所とい

うことになっております。 

 この事業の実施フローですが、下の図をごら

んいただきたいんですが、まずは取扱事業所の

募集ということになります。こちらのほうでダ

イレクトメールや電話勧誘など精力的に働きか

けを行いまして、まず１番が登録の申請、これ

を受けて市のほうで登録の決定を行っておりま

す。後ほど御説明申し上げますが、最終的に１

４９０カ所の事業所に御登録いただいておりま

す。その後、消費者の方が購入を申請され、販

売。そして、購入したスーパー元気券をお支払

いいただいて、取扱事業所が物品の販売やサー

ビスの提供を行うという流れになります。そし

て、取扱事業所様はその後預かったスーパー元

気券を市に対して換金請求を行い、それに対し

てお支払いをするという流れになってございま
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す。（｢肝心なところだけでよか。よかが、ま

た」と呼ぶ者あり）じゃ、あと換金までの部分

につきましては、もう既に公表された内容にな

りますので、少し簡潔に申し上げます。 

 ３ページごらんください。取扱事業所の登録

状況ですが、先ほど御説明しましたとおり、１

４９０カ所に登録をいただきました。小売業、

サービス業、飲食業などを中心に御登録をいた

だいたところでございます。業種別、業態別に

ついてはごらんのとおりでございます。（｢は

い、わかった」と呼ぶ者あり） 

 次に、４ページになります。販売の状況でご

ざいますが、今回７月の４日と５日の２日間

は、本庁のみの集中販売とさせていただき、６

日から通常販売に切りかえております。御承知

のとおり、本庁分につきましては７月の４日、

５日、この２日間で完売をしております。その

後、６日月曜日からは各支所と南部市民センタ

ーの６カ所で販売いたしましたが、いずれも初

日のうちに完売ということになっております。

こちらのですね、年齢層別、男女別はごらんい

ただいておわかりのとおりですが、特に高齢者

の方、年齢が高くなるほど購入比率が高いと。

その中でも特に団塊の世代を含む６０代の購入

意欲が非常に高かったというふうな結果が出て

おります。男女比率としては女性の方のほうの

購入が多かったということです。 

 ５ページをごらんください。じゃ、地域別の

販売実績はどうだったかといいますと、ごらん

のとおりでございますが、市の中心部に近いと

ころが購入割合が高い傾向を示しております。

そして、周辺部になりますと、どうしても購入

比率が低いということで、これにつきまして

は、周辺部の商圏事情も勘案する必要がござい

ますが、やはりどうしても集中販売時の反響の

余波で周辺部の購入がこういったふうに偏って

しまったではないかなというふうに推測をして

おります。 

 続きまして６ページになります。購入実態と

いうことで、本人申請、代理申請、そして大量

に購入された方々ということで、こちらに表に

しておりますが、申請件数１万１２９３件のう

ちの約７５％に当たる８４６０件が代理による

申請ということになっております。この結果、

申請者１人当たりの購入平均冊数は９.７冊、

限度額は１０冊です。そして、窓口に直接出向

いて購入された方の平均購入冊数は３７.４

冊、最高購入冊数は６２０冊となっておりまし

て、下の欄のとおり、１００冊以上の購入人数

と割合はごらんのとおりというふうになってお

ります。 

 次、７ページ。こちらが換金を終了して、そ

れを受けての御報告ということになります。本

会議でも申し上げましたとおり、最終的な換金

率でございますが、発行総額１３億２０００万

円に対しまして、換金額は１３億１７７１万５

０００円ということで、その換金率は９９.８

３％ということで、残念ながら２２８万５００

０円分が未使用か、あるいは未換金ということ

になっております。これにつきまして、既に換

金、どの自治体も終わっておりまして、確認を

しましたら、確認した４自治体はいずれも９

９.７から９９.８％の換金率ということでほぼ

同水準ということになっております。（｢よ

し」と呼ぶ者あり）業種別はごらんのとおりに

なっております。 

 次のページ、８ページになりますが、先ほど

の業種別を、またさらに細かく分類し、例え

ば、小売業を１０項目、サービス業を５項目と

いったぐあいにわかりやすく分類をしておりま

して、スーパーなどが多く使用されております

が、その他自動車関連部品とか、家電とか、そ

ういったところの耐久消費財のほうに消費され

た傾向がうかがえております。 

 続きまして９ページですが、地域別の利用実

績というのは、基本的にその地区、地域に所在
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する登録数によって、それに比例して換金がな

されているというふうな状況になっておりま

す。（発言する者あり）済みません。 

 少し駆け足になりますけど、次１０ページが

属性別利用実績ということで、中心商店街と八

代市の商工会の会員の方々の登録事業所、それ

に１０００平米を超える大型店舗、あとその他

の事業所というふうな分類で見ておりますが、

中心商店街や郡部の商店、大分頑張られました

が、やはり最近非常にドラッグストア系やディ

スカウントスーパーがふえておりまして、大型

店舗の比率にはちょっと及ばない結果になって

いるというところでございます。 

 下段の（５）の適正使用確認調査ということ

で、今回自家換金と大量使用についても調査を

行っております。この自家換金と申しますの

は、取扱事業所さんが、みずから購入したスー

パー元気券を使用することなく換金するとい

う、いわゆる自家換金、こういったことがない

ようにというふうなことで、事業所さんが購入

されたものが、一旦こちらのほうに回ってきて

ないかどうかということで、換金する際に、全

ての換金の券ナンバーをオリジナルでつくりま

した検索ソフトでもって１件１件チェックをか

けております。その結果、自家換金を疑わせる

ような事例はございませんでした。しかしなが

ら、大量使用については聞き取り調査をさせて

いただいた結果ですね、お一人で一度に１００

万円以上の使用事例が５７件ございました。こ

の中で最高額は住宅リフォームに使用されたと

のことで約４００万円、これが最高額でござい

ました。件数で言いますと、自動車が３６件と

最も多く、次いで住宅リフォームの１４件、家

電３件、婚礼３件、家具１件といった状況でご

ざいまして、一部とはいえ、世帯とかグループ

単位での使用を想定しておりました私どもにと

りましては、非常に残念な結果でございます。 

 続きまして、１１ページ、経済効果というこ

とで、これも本会議で申し上げましたが、今回

経済効果というのを消費額に着目した形でお示

しをしております。これは換金結果と、あと国

が示した利用者アンケートの調査方法、これに

基づきまして、最終消費額と消費喚起額を推計

しております。詳しくは１８ページで御説明申

し上げておりますが、それぞれのアンケート調

査の中身の中で、日常の消費に使った額、新た

な消費に使った額、そして、新たな消費をする

際に追加で現金等を支出した額、それをアンケ

ートに基づいて有効回答８８５件ございまし

て、それぞれの消費を集計し、それを発行総額

１３億２０００万円に引き直して推定した額で

ございます。（発言する者あり）はい。利用者

負担１１億に２割の２億２０００万上乗せした

１３億２０００万円のうち、日常の消費に約７

億５０００万円使われたと。新たな消費に５億

７０００万円、そして追加の消費に３億５２０

０万円使われたということで、消費を刺激した

いわゆる消費喚起額というのは、この新たな消

費と追加の消費を加えた９億２２００万円とい

うふうに推計をしたところでございます。 

 これは、現在まだ各自治体集計中でございま

して、比較するものがございませんでしたの

で、全国で公表されている事例ということで、

石原俊之氏の論文の中から引用させておりまし

て、同様の計算で消費喚起額を発行総額で割り

戻した経済効果率というふうに定義されておら

れますが、同条件でその数値を比較しますと、

八代市の場合は７０％ということで、どの自治

体よりも高い数値を示したということでござい

ます。 

 続きまして１２ページになります。課題とい

うことでございますが、今回の元気券におきま

しては、早期完売、早期経済効果の発現という

ようなところで目指しましたが、先ほど申し上

げましたとおり、経済効果優先の制度設計や反

響予測の甘さ、こういったところから混乱を招
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いてしまったということで、こういったところ

に着目して事業の検証を行ったところです。 

 表にございますとおり、今回の制度設計は、

買い求めやすく、使いやすく、お得感があっ

て、誰もが知っていたというようなところで大

反響を呼んだ。しかし、それに対応できない予

測の甘さがあった。そして、経済効果を優先し

たがゆえに、不公平感が生じてしまったという

ふうなことで、こういったのを改善するため

に、この混乱回避をどうしたらいいのかという

ことで、販売体制の見直しだったり、事前予約

制の導入、場合によっては抽せん制、そういっ

た制度の導入が必要ではないかと。あわせて、

公平性を優先するためには代理購入の見直しや

購入限度額を低額に設定したり、使用限度額を

改めて設定する、そういったことが必要ではな

いかと。そういった上で、いかに消費マインド

を刺激することによって、経済効果を高めるこ

とができるか、こういったことについて今後検

討を加えていく必要があるのではないかという

ふうに考えています。（｢よし、よか、前さん

いって、説明」｢次行って」と呼ぶ者あり） 

 １３ページが総括としております。何度も重

複になりますので、（｢こいも、よか」と呼ぶ

者あり）割愛しますけども、私どもとしては、

今回の取り組んだ中で、どうしてもその設計の

ひずみとして、混乱と不公平感を生じたことに

対して、大いなる反省点として自覚をしており

ます。 

 今後、こういった今回の経験と本事業で得ら

れたさまざまな消費行動に関するデータなどを

重要な統計資料として大いに生かしていきたい

というふうに考えております。（｢お疲れでし

た」と呼ぶ者あり） 

 １４ページ以降は参考資料でありますが、そ

れぞれ注釈をつけております。御説明のほうは

どうでしょうか。（｢よかです」と呼ぶ者あ

り）じゃ、以上で報告を終わります。（｢お疲

れでした」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 本件について、何か

質疑、御意見はありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 担当部にお願いなんで

すけども、本当にいい報告書がでけております

が、よかればですね、この当初予算の審議中の

中でですね、時間のないような状況の中で、委

員長、ここらあたりについてはですね、ひとつ

執行部に対しては何かの機会、委員会でもです

ね、いろんな市民の反応を含めてですね、実績

の公表は資料をいただきましたので、もう一回

だけ委員会でですね、お諮りをさせていただけ

れば、御審議するような場面があればですね、

そのときに重点的に審議するような形でしてい

ただければなと思います。委員長の御判断をひ

とつお聞かせください。 

○委員長（大倉裕一君） きょうは十分な時間

がですね、確保できなかったということもあり

ますので、きょうは説明を聞くだけとさせてい

ただきたいというふうに思います。また改めて

執行部のほうとは意見交換とか質疑応答をです

ね、調整させていただきたいと思いますので

（｢異議なし」と呼ぶ者あり）よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、これでスーパー元気券事業の実績

報告について終了いたします。（｢ありがとう

ございました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後６時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時５７分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（八

代市観光施設あり方検討会について） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、八代市観光施設あり方検討会について
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説明をお願いします。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） 委員

長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、水本経済文化

交流部次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） 大変お

疲れのところ、お時間いただきましてありがと

うございます。平成２６年度から３カ年にわた

りまして取り組んでおります八代市観光施設あ

り方検討会の平成２７年度の検討会が、このた

び終了しておりますので、御報告を申し上げま

す。 

 説明は、岩崎観光振興課長より申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）観光振興課長

の岩崎です。説明のほうを座ってさせていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 説明の前におわびと訂正をお願いいたしま

す。右肩上の日付が２月２６日となっておりま

して、３月１０日の誤りでございます。訂正方

よろしくお願いします。 

 それでは、平成２７年度八代市観光施設あり

方検討会の検討結果について報告いたします。 

 検討会の設置目的は、市が設置する観光施設

の効率的かつ効果的な配置運営に向けたあり方

を、中長期的な視点に立って検討することを目

的としたものでございます。 

 検討会の委員の役割としましては、観光施設

の再編方針並びに活用方針について調査検討を

行い、市長に提言するといったものでございま

す。 

 検討委員会の任期につきましては、平成２７

年７月１４日から２８年の３月３１日まで。検

討委員会の委員としましては８名ということ

で、報告書の２ページに掲載しておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。 

 それから、平成２７年度の検討の対象施設と

いたしましては１７施設２０カ所というような

ことで、裏面のほうに書いております。 

 それから、検討会の経過としましては、６回

の現地調査、それから検討を重ねまして、平成

２８年２月２５日に市長のほうに提言いたして

おります。 

 その内容につきまして、裏面を見ていただい

てよろしいでしょうか。こちらの一覧表を掲げ

ております。詳しい内容につきましては、報告

書、それから先ほどお配りしました写真等をご

らんいただきながら、見ていただければなとい

うふうに思います。 

 基本的に現状維持が１３施設、それから廃止

が６、管理形態見直しが１ということになりま

す。現状維持についてはもう割愛させていただ

きまして、廃止並びに管理形態の見直しについ

て説明させていただきます。 

 ３番目の西湯につきましては、廃止というこ

とで、これまで皆さん方に御説明させていただ

いているところでございます。 

 それから、７番目の日奈久海岸休憩所・公衆

便所、これらにつきましては目的がもう既に達

成されてて、老朽化というようなことで廃止と

いうことです。 

 それから、８番目の日奈久温泉第１駐車場、

これについては管理形態の見直しというような

形になっておりまして、日奈久の温泉旅館組合

のほうで管理されてるということですけれど

も、管理形態が再度検討したがいいというよう

なことで、管理形態の見直しというふうなこと

になっております。 

 それから、１０番目の鳩山山地というような

ことで廃止となっております。これについて

は、非常に線路をまたいでいかなくちゃいけな

いというようなこと、それから山が崩れてきて

るというようなことから、なかなか利用しがた
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い状況であるということで、廃止というような

御意見をいただいております。 

 それから、３９番目の泉の白岩戸公園のつり

橋というようなことで、こちらについても利用

状況がなかなか低いというようなことから、施

設の維持管理も大変だということから廃止とい

うような御意見をいただいております。 

 それから、４５番目のその他の公衆便所とい

うことで、これは４カ所ありますけども、４カ

所のうち２カ所は、ダムが満水時になると水没

するというようなこと、それから施設が非常に

老朽化してるということで、維持管理経費も必

要なことから、その２カ所については廃止とい

うような結果に至っております。 

 以上、詳細については（｢よし」と呼ぶ者あ

り）別途資料を見ていただければと思います。 

 以上、報告を終わります。 

○委員長（大倉裕一君） ここの説明はないん

ですか。後ろのほうは。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 参考資料――

（発言する者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 資料編の最後の部分

は――（｢公共施設の総合管理計画」と呼ぶ者

あり） 

○観光振興課長（岩崎和也君） ということ

で、財政が今回２７、２８にかけて計画するも

ので、参考までに検討委員会の委員さん宛てに

説明用の資料として添付しているものでござい

ます。 

○委員長（大倉裕一君） これは、商工で作成

されたことではなくて、財政のほうが委員さん

にこれを渡されたということで理解すれば、よ

かですね。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） わかりました。 

 それでは、本件について質疑、意見はござい

ませんでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で八

代市観光施設あり方検討会について終了しま

す。ありがとうございました。（｢ありがとう

ございました」と呼ぶ者あり） 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって経済企業委員会を散会

いたします。 

（午後７時０４分 閉会） 
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